


 

 

                

 

 

 

 

出雲市男女共同参画都市宣言 

 

わたしたち出雲市民は、 
悠久の歴史をこえて、２１世紀に躍る 
日本のふるさと出雲の創造に向かって 

 
男女がそれぞれ認め合い 
男女がそれぞれ支え合い 
男女がそれぞれ個性輝き 

 
市民一人ひとりが歴史と文化を誇り、 

自分らしく生きる喜びに満ちた出雲をめざして 
 

ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 
 
 

平成１７年（2005）１２月１６日 
 

               出 雲 市 

 

 
 

 上記宣言文は、男女が互いの人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、豊かに自分らしく 
暮らせるまちにしたいという想いを込め、市民のみなさんによりつくられたものです。 

 

 



 

 

はじめに 

 

 出雲市は、平成１７年(2005)１２月１６日に「出雲市男女共同参画のまちづくり条

例」を制定し、同時に、県内で初めて「男女共同参画都市宣言」を行いました。その

翌年の３月には、条例に掲げる７つの基本理念を実現するための事業計画として「出

雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」を策定し、５年ごとに見直しを行っていま

す。 

 現在、全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、平時からの諸課題が顕在

化し、配偶者等からの暴力の深刻化、女性の雇用や所得への負の影響をもたらしてい

ます。 

加えて、全国各地で自然災害が頻発しており、本市でも昨年７月の大雨災害では、

市内全域に避難指示を発令する事態となりました。また、令和２年(2020)国勢調査で、

本市は山陰地方１２市の中で唯一人口増加を果たすことはできましたが、引き続き人

口減少対策は重点的に行っていく必要がある課題だと考えています。 

このような状況のなか、今回の計画では、多様な困難を抱える女性等に対する支援

の充実のため、ひとり親、高齢者、障がい者及び外国人住民等、誰もが安心して暮ら

せる環境の整備に取り組みます。また、頻発する自然災害に備え、男女共同参画の視

点から災害対応が行われるよう、関係部局と連携し、啓発活動を推進します。 

さらに、本市が持続的な発展を続けるため、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍

推進の啓発について重点的に取り組み、市民のみなさまをはじめ、関係機関・団体の

みなさまとともに、「認めあい支えあって暮らす出雲市の創造」のため、男女共同参画

のまちづくりを進めてまいります。 

 おわりに、計画策定にあたり、熱心にご審議いただきました出雲市男女共同参画推

進委員会のみなさま、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民のみなさまに、心

から感謝申しあげますとともに、今後の取組へのご理解とご協力をお願い申しあげま

す。 

 

令和４年（2022）２月 

出雲市長  飯 塚 俊 之  
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第１章 計画策定にあたって

１１ 策策定定のの趣趣旨旨

平成１１年に公布された男女共同参画社会基本法では、２１世紀の最重要課題として、

「男女共同参画社会の実現」が位置づけられ、男女平等に向けた様々な取組が進められて

きました。本市においても、平成１７年１２月、男女共同参画の取組の指針となる「出雲

市男女共同参画のまちづくり条例」を制定し、真に心豊かで活力のある出雲市の創造に向

け、男女共同参画のまちづくりを実現するために、家庭・地域・職場・教育現場等のあら

ゆる場面・分野での推進を図ってきました。

その結果、男女共同参画への理解は浸透しつつありますが、性別によって女性と男性の

役割を固定化する意識（固定的性別役割分担意識）はまだ存在しており、育児・介護等に

おける女性の負担は依然として高く、家庭、職場、地域の各分野での不平等感につながっ

ています。

現在の新型コロナウイルス感染症の拡大は、平時からの諸課題が顕在化し、配偶者等か

らの暴力の深刻化、固定的性別役割分担意識に基づく家庭生活への負担増、女性の雇用や

所得への負の影響をもたらしています。そのため引き続き、男女がお互いの人権を尊重し、

責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組

が必要です。

こうした状況から、国や県の動向を踏まえ、引き続き出雲市における男女共同参画のま

ちづくり実現のための施策を総合的かつ計画的に実施するため、第５次「出雲市男女共同

参画のまちづくり行動計画」を策定します。

なお、本計画の一部は女性活躍推進法※に基づく市町村推進計画としても位置づけます。

２２ 策策定定のの背背景景

（（１１））男男女女共共同同参参画画にに関関すするる国国・・県県のの動動きき

平成１１年６月に男女共同参画社会基本法が公布・施行されました。男女共同参画社会

の実現は、「２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけられ、平成１２年

には「男女共同参画基本計画」を策定し、以降、男女共同参画に関するさまざまな取組が

行われてきました。現在、新型コロナウイルス感染症拡大、人口減少社会の本格化、女性

に対する暴力根絶の問題意識、頻発する大規模災害等の男女共同参画に係る課題に対し、

「持続可能かつ国際社会と調和した経済社会の実現に不可欠な、国民一人一人の尊重、能

力発揮、意思決定への参画」及び「性別にとらわれることなく自らの選択によって長い人

生を設計できることができる環境の整備」の実現をめざして、令和２年１２月に第５次「男

女共同参画基本計画」が策定されました。
※女性活躍推進法

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律。女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の

人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊

かで活力ある社会を実現することを目的としている。

なお、本計画の一部は女性活躍推進法※に基づく市町村推進計画としても位置づけます。
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島根県においては、平成１３年に「島根県男女共同参画計画」が策定され、平成１４年

には「島根県男女共同参画推進条例」が制定されました。平成１３年の「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行を受け、平成１７年には、相談から自立

支援まで総合的な取組を進めるため「島根県ＤＶ※対策基本計画」が策定され、令和３年

３月に第４次「島根県ＤＶ対策基本計画」を策定しＤＶ対策に取り組んでいます。また今

年度で終了する第３次「島根県男女共同参画計画」の次期計画を策定中です。

（（２２））出出雲雲市市ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの状状況況

平成１７年１２月、男女共同参画の取組の指針となる「出雲市男女共同参画のまちづく

り条例」を制定、平成１７年には、市民に男女共同参画のまちづくりをアピールするため

に「男女共同参画都市宣言」を行い、平成２０年１１月には「全国男女共同参画宣言都市

サミットｉｎいずも」を市民主体の実行委員会で開催し、市民レベルでの男女共同参画の

動きが活発化しました。

計画は、平成１８年３月に策定した「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」を継

続･発展させて第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」を平成２９年３月に

定め、家庭・地域・職場・教育現場等のあらゆる場面・分野での男女共同参画のまちづく

りを進めてきました。

また、平成２１年３月には、社会問題となってきているＤＶ（配偶者からの暴力）に対

応していくため「出雲市ＤＶ対策基本計画」を策定し、現在は第３次「出雲市ＤＶ対策基

本計画」に基づき取組を行っています。

第５次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」を策定するのに先立ち、令和２年

度に「男女共同参画市民意識調査」を実施しました。

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
配偶者やパートナー等密接な関係にある、または、あった異性からの暴力（身体・精神的な暴力のほか、性的、経済

的、社会的暴力等さまざまな形態がある）。広い意味では女性や子ども、高齢者や障がい者等、家庭内の弱者への暴

力にも使われることがある。

ＤＶ※

また、平成２１年３月には、社会問題となってきているＤＶに対応していくため「出

雲市ＤＶ対策基本計画」を策定し、現在は第３次「出雲市ＤＶ対策基本計画」に基づき

取組を行っています。
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※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
配偶者やパートナー等密接な関係にある、または、あった異性からの暴力（身体・精神的な暴力のほか、性的、経済

的、社会的暴力等さまざまな形態がある）。広い意味では女性や子ども、高齢者や障がい者等、家庭内の弱者への暴

力にも使われることがある。
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３３ 出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画のの現現状状・・課課題題

（（１１））第第４４次次「「出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画ののままちちづづくくりり行行動動計計画画」」のの検検証証

第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」では、４つの基本目標を定め、取

組を進めました。その検証は以下のとおりです。

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男女女共共同同参参画画社社会会へへのの意意識識づづくくりり

重重点点的的取取組組事事項項 男男女女共共同同参参画画意意識識のの普普及及・・定定着着

⚫ 男女共同参画センターを中心に各種啓発講座を開催し、さまざまな広報媒体（広

報いずも、市のホームページ等）を活用し啓発を行ってきました。

平成２９年度は職場、平成３０年度は家庭、平成３１年度は地域、令和２年度、

３年度は職場と、年ごとに重点的に取り組むテーマを決め、講演会や、コミュニ

ティセンター職員、市職員、及び教職員向けの研修を行い、市民や各種団体で構

成する出雲市男女共同参画まちづくりネットワーク会議においても、毎年ワーク・

ライフ・バランス※等に関する啓発事業を行いました。

⚫ 地域における男女共同参画出前講座研修者の参加者数は、数値目標４００人に対

し、年平均で３２７人の参加者がありました。

⚫ 市民意識調査では、性別による役割分担意識に肯定的な人は年々減ってきており、

今回は７．６％減少し１９．５％となりました。今回初めて調査対象とした１０

代では、男女とも０％となっています。肯定者が増えたのは、２０代男性と７０

歳以上でした。

今回の調査で、否定的な人は前回調査から１０％増加し７１．７％となりました

が、目標値７５％には及びませんでした。

⚫ 市民意識調査では、家庭、地域、職場で男性が優遇されていると感じている人が

いずれも５０％前後ある結果からも、今後も引き続き啓発事業を推進し、また効

果的な啓発方法について考えていく必要があります。

⚫ 少子高齢化が進み、人口減少が懸念される本市においては、地域社会の持続的な

発展のため、社会のあらゆる分野において女性一人一人がその個性と能力を十分

発揮し活躍できる環境を整備していく必要があります。特に若い世代の都会地へ

の流出は、将来の自然動態にも影響する懸念があり、女性が能力を発揮して働け

る環境整備や女性の活躍に向けた意識改革を進める必要があります。

⚫ また外国人住民が多い本市においては、誰もが安心して暮らせる環境の整備を進

める必要があります。

※ワーク・ライフ・バランス

国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活等において

も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることです。

（内閣府 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章から）

  

●　男女共同参画センターを中心に各種啓発講座を開催し、さまざまな広報媒体（広

報いずも、市のホームページ等）を活用し啓発を行ってきました。

平成２９年度は職場、平成３０年度は家庭、平成３１年度は地域、令和２年度、

令和３年度は職場と、年ごとに重点的に取り組むテーマを決め、講演会や、コミュ

ニティセンター職員、市職員、及び教職員向けの研修を行い、市民や各種団体で

構成する出雲市男女共同参画まちづくりネットワーク会議においても、毎年ワー

ク・ライフ・バランス※等に関する啓発事業を行いました。
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基基本本目目標標ⅡⅡ 男男性性もも女女性性ももああららゆゆるる分分野野でで活活躍躍ででききるる社社会会づづくくりり

重重点点的的取取組組事事項項 ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススのの機機運運のの醸醸成成とと取取組組支支援援

地地域域ににおおけけるる取取組組のの充充実実

⚫ 政策や方針決定過程への男女共同参画の推進について、市の審議会等への女性の

参画率が４０％になるよう努めてきましたが、令和３年４月１日現在の女性の参

画は３０．０％、女性委員の参画がない審議会等は６ありました。審議会等の委

員については、各団体からの役職で選任される場合が多く、またそれぞれの専門

分野に女性が少ない実態もあることから、委員の選出方法の見直しも含め、更に

「出雲市審議会等委員への女性の参画推進要綱」の徹底等で強化が必要です。

⚫ 市では年ごとに重点的に取り組むテーマを決め講演会や研修を行い、さまざまな

広報媒体（広報いずも、市のホームページ等）を活用し啓発を行ってきました。

ワーク・ライフ・バランスについては、事業所への出前講座を実施し、出雲市男

女共同参画まちづくりネットワーク会議においても啓発事業を行いました。

⚫ 市民意識調査では、ワーク・ライフ・バランスの認知度は６６．１％で、前回調

査６３．５％から微増で数値目標７０％には届きませんでした。

また、女性が仕事を続けやすい状況とした人が３１．３％となり、前回調査か

らあがりましたが、数値目標４０％に届きませんでした。続けられない理由は、

不安定な雇用形態や、育児・介護の休暇及び施設が十分ではない等があげられ、

男女共同参画意識の醸成、少子・高齢化への対応、働き方改革も含め、事業所へ

のワーク・ライフ・バランス推進の啓発を一層進めていく必要があります

⚫ 市民意識調査では、生活の中での「仕事」、「家庭」、「地域」、「個人の生活」の優

先度について今回から「個人の生活」を追加し尋ねました。その結果、「仕事」

と「家庭」をともに優先したいが２８．３％、すべてを調和させたい人が２３．

４％とあわせて５割を超えました。それに対し、現実では「仕事」と「家庭」を

ともに優先できている人が２６．１％、すべてを調和できているとした人が６．

３％と、約３割の人にとどまっています。自らの選択によって長い人生を設計で

きることができる環境の整備を進めていく必要があります。

⚫ 市民意識調査で、「女性が仕事をする場合、家庭に支障が出ない範囲でするべ

き」とした人が４１％ありました。これは男女とも同様の傾向で、単身及び夫婦

世帯で高くなり、二世代世帯で低くなっています。女性が仕事を続けたい場合こ

の意識が女性の負担を強いることもあるため、家庭生活における協力意識の啓発

が必要と考えます。

⚫ 市民意識調査では、「女性自らが、会長など責任ある役職につくことを避けよう

とする」と感じる人が、３６．８％ありました。一方、市の施策に女性の意見や

考え方がとりいれられない理由として、最も多い回答が、市議会議員に女性が少

ないとした人で３１．８％、次に女性自身の市政への関心が低いとした人が

２０．３％ありました。男女共同参画社会の実現には、「市の審議会・委員会な

どに女性の委員を積極的に登用すること」が重要であると考える人の割合が

  

●　市民意識調査では、ワーク・ライフ・バランスの認知度は６６．１％で、前回調

査６３．５％から微増で数値目標７０％には届きませんでした。

また、女性が仕事を続けやすい状況とした人が３１．３％となり、前回調査から

あがりましたが、数値目標４０％に届きませんでした。続けられない理由は、不

安定な雇用形態や、育児・介護の休暇及び施設が十分ではない等があげられ、男

女共同参画意識の醸成、少子・高齢化への対応、働き方改革も含め、事業所への

ワーク・ライフ・バランス推進の啓発を一層進めていく必要があります。

●　市民意識調査では、生活の中での「仕事」、「家庭」、「地域」、「個人の生活」の優

先度について今回から「個人の生活」を追加し尋ねました。その結果、「仕事」と「家

庭」をともに優先したいが２８．３％、すべてを調和させたい人が２３．４％と

あわせて５割を超えました。それに対し、現実では「仕事」と「家庭」をとも

に優先できている人が２６．１％、すべてを調和できているとした人が６．３％

と、約３割の人にとどまっています。自らの選択によって長い人生を設計でき

ることができる環境の整備を進めていく必要があります。
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基基本本目目標標ⅡⅡ 男男性性もも女女性性ももああららゆゆるる分分野野でで活活躍躍ででききるる社社会会づづくくりり

重重点点的的取取組組事事項項 ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススのの機機運運のの醸醸成成とと取取組組支支援援

地地域域ににおおけけるる取取組組のの充充実実

⚫ 政策や方針決定過程への男女共同参画の推進について、市の審議会等への女性の

参画率が４０％になるよう努めてきましたが、令和３年４月１日現在の女性の参

画は３０．０％、女性委員の参画がない審議会等は６ありました。審議会等の委

員については、各団体からの役職で選任される場合が多く、またそれぞれの専門

分野に女性が少ない実態もあることから、委員の選出方法の見直しも含め、更に

「出雲市審議会等委員への女性の参画推進要綱」の徹底等で強化が必要です。

⚫ 市では年ごとに重点的に取り組むテーマを決め講演会や研修を行い、さまざまな

広報媒体（広報いずも、市のホームページ等）を活用し啓発を行ってきました。

ワーク・ライフ・バランスについては、事業所への出前講座を実施し、出雲市男

女共同参画まちづくりネットワーク会議においても啓発事業を行いました。

⚫ 市民意識調査では、ワーク・ライフ・バランスの認知度は６６．１％で、前回調

査６３．５％から微増で数値目標７０％には届きませんでした。

また、女性が仕事を続けやすい状況とした人が３１．３％となり、前回調査か

らあがりましたが、数値目標４０％に届きませんでした。続けられない理由は、

不安定な雇用形態や、育児・介護の休暇及び施設が十分ではない等があげられ、

男女共同参画意識の醸成、少子・高齢化への対応、働き方改革も含め、事業所へ

のワーク・ライフ・バランス推進の啓発を一層進めていく必要があります

⚫ 市民意識調査では、生活の中での「仕事」、「家庭」、「地域」、「個人の生活」の優

先度について今回から「個人の生活」を追加し尋ねました。その結果、「仕事」

と「家庭」をともに優先したいが２８．３％、すべてを調和させたい人が２３．

４％とあわせて５割を超えました。それに対し、現実では「仕事」と「家庭」を

ともに優先できている人が２６．１％、すべてを調和できているとした人が６．

３％と、約３割の人にとどまっています。自らの選択によって長い人生を設計で

きることができる環境の整備を進めていく必要があります。

⚫ 市民意識調査で、「女性が仕事をする場合、家庭に支障が出ない範囲でするべ

き」とした人が４１％ありました。これは男女とも同様の傾向で、単身及び夫婦

世帯で高くなり、二世代世帯で低くなっています。女性が仕事を続けたい場合こ

の意識が女性の負担を強いることもあるため、家庭生活における協力意識の啓発

が必要と考えます。

⚫ 市民意識調査では、「女性自らが、会長など責任ある役職につくことを避けよう

とする」と感じる人が、３６．８％ありました。一方、市の施策に女性の意見や

考え方がとりいれられない理由として、最も多い回答が、市議会議員に女性が少

ないとした人で３１．８％、次に女性自身の市政への関心が低いとした人が

２０．３％ありました。男女共同参画社会の実現には、「市の審議会・委員会な

どに女性の委員を積極的に登用すること」が重要であると考える人の割合が
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３６．２％あり、男女共同参画社会を実現するためには、あらゆる分野に女性の

参画が必要であると多くが考えていることから、引き続き、地域における男女共

同参画の意識啓発を進めていく必要があります。

基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女間間のの暴暴力力根根絶絶、、生生涯涯をを通通じじたた心心身身のの健健康康づづくくりり

重重点点的的取取組組事事項項 男男女女間間のの暴暴力力のの根根絶絶とと被被害害者者へへのの支支援援

⚫ 平成１９年度から「女性相談センター」を設置し、専任の女性支援相談員による

相談体制を整え、平成２１年３月には「出雲市ＤＶ対策基本計画」を策定し、Ｄ

Ｖをなくす環境づくりの取組や被害者への支援を行ってきました。また、平成

２１年度からは、市役所内に「女性のための総合窓口」を設置し、ワンストップ

※でのＤＶ被害者への支援に努めてきました。平成３１年度からは、「女性相談セ

ンター」と「女性のための総合窓口」を統合し、市民活動支援課内に「女性相談

窓口」を設置し、女性支援相談員３名で相談業務にあたっています。

⚫ これまでの啓発活動等により、ＤＶについて言葉や内容が多くの方に認知されて

きました。若い世代へのＤＶ防止の講座として、出雲市男女共同参画センターで

は、デートＤＶ出前講座を精力的に実施しています。ＤＶ防止研修会は、年平均

で４００人を超える参加者があり、中学・高校への出前講座は年１０回程度実施

してきました。そのため、市民意識調査では１０代、２０代の若い世代で、受講

したことがある人の割合が他年代よりかなり高くなっていました。ＤＶ被害の防

止のために啓発活動を継続していく必要があります。

⚫ ＤＶは犯罪であるとの認識が徐々に浸透するのにともない、女性相談窓口でのＤ

Ｖ相談件数は５８０件前後で推移しており相談内容は複雑多様化しています。今

後も引き続き、ＤＶ被害の防止と被害者に対する支援を積極的に行っていく必要

があります。

⚫ 新型コロナウイルス感染症の拡大は、平時からの諸課題が顕在化し女性の雇用や

所得への負の影響をもたらしています。ひとり親や生活困窮世帯への支援として、

就職等のきめ細やかな支援と、次世代への貧困の連鎖を断ち切るための切れ目の

ない支援を整える必要があります。また多様な困難を抱える女性等に対する支援

も重要であるため、高齢者、障がい者、外国人住民等が安心して暮らせる環境の

整備も必要です。

※ワンストップ
二次被害 相談員等からの被害者に対する不適切な対応によって、被害者がさらに傷つくこと を防止し、相談者が１

か所で必要な申請手続きを行うことができること。

 

●　平成１９年度から「女性相談センター」を設置し、専任の女性支援相談員によ

る相談体制を整え、平成２１年３月には「出雲市ＤＶ対策基本計画」を策定し、

ＤＶをなくす環境づくりの取組や被害者への支援を行ってきました。また、平成

２１年度からは、市役所内に「女性のための総合窓口」を設置し、ワンストップ※

でのＤＶ被害者への支援に努めてきました。平成３１年度からは、「女性相談セン

ター」と「女性のための総合窓口」を統合し、市民活動支援課内に「女性相談窓口」

を設置し、女性支援相談員３名で相談業務にあたっています。

●　ＤＶは犯罪であるとの認識が徐々に浸透するのにともない、女性相談窓口での

ＤＶ相談件数は５８０件前後で推移しており相談内容は複雑多様化しています。

今後も引き続き、ＤＶ被害の防止と被害者に対する支援を積極的に行っていく

必要があります。
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基基本本目目標標ⅣⅣ 推推進進体体制制のの整整備備

重重点点的的取取組組事事項項 総総合合的的なな推推進進体体制制整整備備

市市民民とと行行政政のの協協働働のの取取組組のの推推進進

⚫ 市の特定事業主行動計画※の策定と取組により、女性管理職の参画率は２０％を超

え目標は達成されました。令和２年３月に策定された新たな特定事業主行動計画

では、目標をすでに３０％に引き上げているので、当計画も同様の目標値として

いきます。また、民間企業の一般事業主行動計画の策定や取組をリードするため、

市の特定事業主行動計画は着実に実施していく必要があります。

⚫ 出雲市男女共同参画センターで、地域への男女共同参画の視点を取り入れた避難

所運営に関する出前防災講座を毎年９回程度実施しました。大規模災害に備え

て、災害から受ける男女の影響の違い等に配慮した避難所運営を含む災害対応力

を養うことは災害に強い社会の実現につながるため、一層啓発に力を入れていき

ます。また、防災に関する意思決定や災害対応の場への女性の参画を高めること

は女性の意見や視点が反映されやすくなるため、地域における男女共同参画の意

識啓発も併せて進めていく必要があります。

⚫ 地域における男女共同参画については、コミュニティセンターを中心として各種

講座等が開催されていますが、地域により温度差もみられ、効果的な講座等の企

画・実施に向けて、市から地域への更なる積極的な働きかけが必要です。

⚫ 市や市民、事業者、教育機関、地域の総合的活動拠点であるコミュニティセンタ

ー、その他関係団体等がそれぞれの責任を認識し、出雲市全体で主体的に男女共

同参画の取組を行っていくことが必要です。

※特定事業主行動計画
女性活躍推進法で、国や地方公共団体に女性の活躍推進の数値目標を盛り込んだ行動計画の策定を義務付けたもの。

 

●　市の特定事業主行動計画※の策定と取組により、女性管理職の参画率は２０％を超

え目標は達成されました。令和２年３月に策定された新たな特定事業主行動計画

では、目標をすでに３０％に引き上げているので、当計画も同様の目標値として

いきます。また、民間企業の一般事業主行動計画の策定や取組をリードするため、

市の特定事業主行動計画は着実に実施していく必要があります。

●　出雲市男女共同参画センターで、地域への男女共同参画の視点を取り入れた避難

所運営に関する出前防災講座を毎年９回程度実施しました。大規模災害に備えて、

災害から受ける男女の影響の違い等に配慮した避難所運営を含む災害対応力を養

うことは災害に強い社会の実現につながるため、一層啓発に力を入れていきます。

また、防災に関する意思決定や災害対応の場への女性の参画を高めることは女性

の意見や視点が反映されやすくなるため、地域における男女共同参画の意識啓発

も併せて進めていく必要があります。

●　地域における男女共同参画については、コミュニティセンターを中心として各種

講座等が開催されていますが、地域により温度差もみられ、効果的な講座等の企

画・実施に向けて、市から地域への更なる積極的な働きかけが必要です。

●　市や市民、事業者、教育機関、地域の総合的活動拠点であるコミュニティセンター、

その他関係団体等がそれぞれの責任を認識し、出雲市全体で主体的に男女共同参

画の取組を行っていくことが必要です。
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基基本本目目標標ⅣⅣ 推推進進体体制制のの整整備備

重重点点的的取取組組事事項項 総総合合的的なな推推進進体体制制整整備備

市市民民とと行行政政のの協協働働のの取取組組のの推推進進

⚫ 市の特定事業主行動計画※の策定と取組により、女性管理職の参画率は２０％を超

え目標は達成されました。令和２年３月に策定された新たな特定事業主行動計画

では、目標をすでに３０％に引き上げているので、当計画も同様の目標値として

いきます。また、民間企業の一般事業主行動計画の策定や取組をリードするため、

市の特定事業主行動計画は着実に実施していく必要があります。

⚫ 出雲市男女共同参画センターで、地域への男女共同参画の視点を取り入れた避難

所運営に関する出前防災講座を毎年９回程度実施しました。大規模災害に備え

て、災害から受ける男女の影響の違い等に配慮した避難所運営を含む災害対応力

を養うことは災害に強い社会の実現につながるため、一層啓発に力を入れていき

ます。また、防災に関する意思決定や災害対応の場への女性の参画を高めること

は女性の意見や視点が反映されやすくなるため、地域における男女共同参画の意

識啓発も併せて進めていく必要があります。

⚫ 地域における男女共同参画については、コミュニティセンターを中心として各種

講座等が開催されていますが、地域により温度差もみられ、効果的な講座等の企

画・実施に向けて、市から地域への更なる積極的な働きかけが必要です。

⚫ 市や市民、事業者、教育機関、地域の総合的活動拠点であるコミュニティセンタ

ー、その他関係団体等がそれぞれの責任を認識し、出雲市全体で主体的に男女共

同参画の取組を行っていくことが必要です。

※特定事業主行動計画
女性活躍推進法で、国や地方公共団体に女性の活躍推進の数値目標を盛り込んだ行動計画の策定を義務付けたもの。
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（（２２））第第４４次次「「出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画ののままちちづづくくりり行行動動計計画画」」数数値値目目標標のの検検証証

第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」で、数値目標を設定し取組を進め

た項目について検証を行いました。

項項 目目

計計画画策策定定時時  
（（HH2288 年年

度度））  
RR22 年年度度  

計計画画のの  
数数値値目目標標  

（（RR33 年年度度））  
現現状状・・課課題題  

性別による役割分担意識
に否定的な人の割合
（市民意識調査） 

61.7％ 71.7％ 75% 

 
年々肯定的な人は減ってきて

おり、前回調査から 7.6％減少し、
10 代では肯定的な人は男女とも
0％となっている。肯定者が増え
たのは、20 代男性と 70 歳以上で、
その他の年代では減っている。 
今回の調査で、否定的な人が

71.7％となり、前回調査時 61.7％
より 10％増加したものの、目標値
75％にはわずか及ばなかった。 

 

市の審議会等への女性の
参画率 

29.0% 
 

30.0% 
(R3.4.1 現在) 

 
40% 

審議会の委員は、各団体の役職
で選任される場合が多く、またそ
れぞれの専門分野に女性が少な
い実態もあり参画率のアップに
つながらなかった。 

市の取組み意識を変え、より積
極的に取組む必要がある。 

女性の参画がゼロの審議
会等の数 13 
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(R3.4.1 現在) 
 

0 

家庭生活において男女が
平等であると感じている
人の割合
（市民意識調査）

37.4％ 39.7％ 50% 

 
男性が優遇されていると感じ

ている人は、女性では 56.5％と前
回調査から 3.2％減ったが、男性
では 49.2％と 3.7％増えた。 
平等と感じている人が 39.7％

となり、前回調査時から 2.3％ほ
ど増加したのみで、目標値 50％に
は及ばなかった。 
男性の家事・育児・介護参画の

啓発と、働き方改革も含め、事業
所へのワーク・ライフ・バランス
推進の啓発をより一層進めてい
く必要がある。 

地域社会において男女が
平等であると感じている
人の割合
（市民意識調査） 

38.5％ 38.7％ 50% 

平等と感じている人は前回調
査とほぼ同じで、男性が優遇され
ていると感じている人が、前回調
査より増えた。 
また、男女ともに約５割の方が

男性優遇と感じている結果とな
った。 
今後の地域での女性の声の反

映や、地域防災力の強化にも女性
の参画は急務で、地域への啓発
は、さらに力を入れていく必要が
ある。 

Ⅰ 

Ⅱ 

項　目
計画策定時

（H28 年度）
R2 年度

計画の
数値目標

（R3 年度）
現状・課題

性別による役割分担意
識に否定的な人の割合

（市民意識調査）
61.7％ 71.7％ 75％

年々肯定的な人は減ってきて
おり、前回調査から 7.6％減少
し、10 代では肯定的な人は男
女とも 0％となっている。肯定
者が増えたのは、20 代男性と
70 歳以上で、その他の年代では
減っている。
今回の調査で、否定的な人

が 71.7％となり、前回調査時
61.7％より 10％増加したもの
の、目標値 75％にはわずか及ば
なかった。

市の審議会等への女性
の参画率

29.0％ 30.0％
（R3.4.1現在）

40％

審議会の委員は、各団体の役
職で選任される場合が多く、ま
たそれぞれの専門分野に女性が
少ない実態もあり参画率のアッ
プにつながらなかった。
市の取組み意識を変え、より

積極的に取組む必要がある。
女性の参画がゼロの審
議会等の数

13 6
（R3.4.1現在）

0

家庭生活において男女
が平等であると感じて
いる人の割合

（市民意識調査）

37.4％ 39.7％ 50％

男性が優遇されていると感じ
ている人は、女性では 56.5％と
前回調査から 3.2％減ったが、
男性では 49.2％と 3.7％増えた。
平等と感じている人が 39.7％

となり、前回調査時から 2.3％
ほど増加したのみで、目標値
50％には及ばなかった。
男性の家事・育児・介護参画

の啓発と、働き方改革も含め、
事業所へのワーク・ライフ・バ
ランス推進の啓発をより一層進
めていく必要がある。

地域社会において男女
が平等であると感じて
いる人の割合

（市民意識調査）

38.5％ 38.7％ 50％

平等と感じている人は前回調
査とほぼ同じで、男性が優遇さ
れていると感じている人が、前
回調査より増えた。
また、男女ともに約５割の人

が男性優遇と感じている結果と
なった。
今後の地域での女性の声の反

映や、地域防災力の強化にも女
性の参画は急務で、地域への啓
発は、さらに力を入れていく必
要がある。

Ⅰ

Ⅱ
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項項 目目

計計画画策策定定時時  
（（HH2288 年年

度度））  
RR22 年年度度  

計計画画のの  
数数値値目目標標  

（（RR33 年年度度））  
現現状状・・課課題題  

地域における男女共同参
画出前講座研修会参加者
数 

386 人 
（H27 年度実績） 300 人 400 人 

男女共同参画センター職員の
努力により毎年出前講座参加者
数は 300 人を超えている。前述の
とおり地域への啓発はさらに力
を入れていく必要がある。 
年平均 327 件 

自治協会役員への女性の
参画率 8.5％ 9.5％ 10％ 

女性の参画率は前回調査から
あがったものの目標値 10％には
及ばなかった。 
地域への啓発はさらに力を入

れていく必要がある。 

女性消防団員数 7 人 9 人 20 人 

女性の視点を生かした火災予
防広報活動及び応急手当普及啓
発活動が展開できた。 
家庭、職場、地域において、女

性が消防団活動に積極的に参加
できるような環境整備を図り、理
解を求める必要がある。 

職場において男女が平等
であると感じている人の
割合

（市民意識調査） 
33.5％ 39.8％ 40% 

職場での平等感は増加傾向に
あり、今回の調査では目標値にわ
ずか及ばなかった。 
さらに平等感を高めるために、

引き続き職場における男女共同
参画意識向上のための啓発は必
要である。 

農業等における家族経営
協定の締結数 

 
64 協定 

（H27 年度実績） 
62 協定 69 協定 

前回調査時より数としては減
った。 
経営方針や働きやすい職場環

境等について家族で話し合い取
り決めをし、女性農業者の活躍に
つながるため、協定の締結を推進
していく必要がある。 

ワーク・ライフ・バラン
スの認知度

（市民意識調査） 
63.5％ 66.1％ 70% 

男女ともに、「言葉も内容も知
っている」の割合が前回調査より
増え、女性は 30.6％となった。 
今回の調査で知っている人

（「言葉も内容も知っている」「言
葉は聞いたことがあるが、内容ま
では知らない」）が 66.1％となり、
前回調査時 63.5％より増えたも
のの、目標値 70％には及ばなかっ
た。 
より積極的に啓発に力を入れ

ていく必要がある。 

項　目
計画策定時

（H28 年度）
R2 年度

計画の
数値目標

（R3 年度）
現状・課題

地域における男女共同
参画出前講座研修会参
加者数

386 人
（H27年度実績）

300 人 400 人

男女共同参画センター職員の
努力により毎年出前講座参加者
数は 300 人を超えている。前述
のとおり地域への啓発はさらに
力を入れていく必要がある。
年平均 327 件

自治協会役員への女性
の参画率

8.5％ 9.5％ 10％

女性の参画率は前回調査から
あがったものの目標値 10％には
及ばなかった。
地域への啓発はさらに力を入

れていく必要がある。

女性消防団員数 7人 9人 20 人

女性の視点を生かした火災予
防広報活動及び応急手当普及啓
発活動が展開できた。
家庭、職場、地域において、

女性が消防団活動に積極的に参
加できるような環境整備を図
り、理解を求める必要がある。

職場において男女が平
等であると感じている
人の割合

（市民意識調査）

33.5％ 39.8％ 40％

職場での平等感は増加傾向に
あり、今回の調査では目標値に
わずか及ばなかった。
さらに平等感を高めるため

に、引き続き職場における男女
共同参画意識向上のための啓発
は必要である。

農業等における家族経
営協定の締結数

64 協定
（H27年度実績）

62 協定 69 協定

前回調査時より数としては
減った。
経営方針や働きやすい職場環

境等について家族で話し合い取
り決めをし、女性農業者の活躍
につながるため、協定の締結を
推進していく必要がある。

ワーク・ライフ・バラン
スの認知度

（市民意識調査）
63.5％ 66.1％ 70％

男女ともに、「言葉も内容も
知っている」の割合が前回調査
より増え、女性は 30.6％となっ
た。
今回の調査で知っている人

（「言葉も内容も知っている」「言
葉は聞いたことがあるが、内容
までは知らない」）が 66.1％と
なり、前回調査時 63.5％より増
えたものの、目標値 70％には及
ばなかった。
より積極的に啓発に力を入れ

ていく必要がある。
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項項 目目

計計画画策策定定時時  
（（HH2288 年年

度度））  
RR22 年年度度  

計計画画のの  
数数値値目目標標  

（（RR33 年年度度））  
現現状状・・課課題題  

地域における男女共同参
画出前講座研修会参加者
数 

386 人 
（H27 年度実績） 300 人 400 人 

男女共同参画センター職員の
努力により毎年出前講座参加者
数は 300 人を超えている。前述の
とおり地域への啓発はさらに力
を入れていく必要がある。 
年平均 327 件 

自治協会役員への女性の
参画率 8.5％ 9.5％ 10％ 

女性の参画率は前回調査から
あがったものの目標値 10％には
及ばなかった。 
地域への啓発はさらに力を入

れていく必要がある。 

女性消防団員数 7 人 9 人 20 人 

女性の視点を生かした火災予
防広報活動及び応急手当普及啓
発活動が展開できた。 
家庭、職場、地域において、女

性が消防団活動に積極的に参加
できるような環境整備を図り、理
解を求める必要がある。 

職場において男女が平等
であると感じている人の
割合

（市民意識調査） 
33.5％ 39.8％ 40% 

職場での平等感は増加傾向に
あり、今回の調査では目標値にわ
ずか及ばなかった。 
さらに平等感を高めるために、

引き続き職場における男女共同
参画意識向上のための啓発は必
要である。 

農業等における家族経営
協定の締結数 

 
64 協定 

（H27 年度実績） 
62 協定 69 協定 

前回調査時より数としては減
った。 
経営方針や働きやすい職場環

境等について家族で話し合い取
り決めをし、女性農業者の活躍に
つながるため、協定の締結を推進
していく必要がある。 

ワーク・ライフ・バラン
スの認知度

（市民意識調査） 
63.5％ 66.1％ 70% 

男女ともに、「言葉も内容も知
っている」の割合が前回調査より
増え、女性は 30.6％となった。 
今回の調査で知っている人

（「言葉も内容も知っている」「言
葉は聞いたことがあるが、内容ま
では知らない」）が 66.1％となり、
前回調査時 63.5％より増えたも
のの、目標値 70％には及ばなかっ
た。 
より積極的に啓発に力を入れ

ていく必要がある。 
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項項 目目

計計画画策策定定時時  
（（HH2288 年年

度度））  
RR22 年年度度  

計計画画のの  
数数値値目目標標  

（（RR33 年年度度））  
現現状状・・課課題題  

ワーク・ライフ・バラン
ス研修実施事業所数（
年間） 

 
8 事業所 

（H27 年度実績） 

12 事業所 
（4 年
間） 

15 事業所 

事業所に対し、ワーク・ライフ・
バランス等について考える啓発
機会の提供ができた。今後も継続
的な啓発機会の確保をしてもら
うよう積極的に働きかけをして
いく必要がある。 

女性が仕事を続けやすい
と感じている人の割合

（市民意識調査） 
25％ 31.3％ 40% 

前回調査から増えたものの目
標には達しなかった。 
否定的な意見が男女等もほぼ

同じで 70％弱あった。特に 10 代
と 50 代男性は 80％程度が否定的
な意見であった。 
仕事をしたい女性が続けられ

る社会の実現のため、男性の家
事・育児・介護参画の啓発と、働
き方改革も含め、事業所へのワー
ク・ライフ・バランス推進の啓発
を進めていく必要がある。 

教職員を対象とした男女
共同参画に関する研修実
施の学校の割合 保、幼、
小、中  

100％ 
（H27 年度実績） 92.4％ 100％維持 

R2 年度は新型コロナウイルス
感染症拡大により、教職員向け男
女共同参画研修が中止となり、各
学校での研修率が若干下がった
が、それまでの積極的な働きかけ
により、目標をほぼ達成すること
ができた。 
今後も、教える側の意識を高

め、子どもへの教育を行っていく
必要がある。 

防止研修会参加人数
（年間）（注） 

374 人 
（H27 年度実績） 356 人 400 人 

地域、学校等での出前講座を通
じＤＶ防止への意識啓発を行っ
た。特に、中・高生等若い世代へ
の暴力を生まない予防啓発に力
を入れ取り組みを進めることが
できた。 
●ＤＶ防止研修会参加人数 

年平均 422 人 
●中学・高校デートＤＶ実施回数 

年平均 10 回 
また今回の市民意識調査から

デートＤＶの認知度と経験につ
いての設問を追加した。今後の推
移を継続して調査していきたい。 

中学・高校デート 防止
出前講座実施回数（年間） 

10 回 
（H27 年度実績） 11 回 12 回 

市管理職に占める女性の
割合 15.9％ 

 
21.6％ 

(R3.4.1 現

在) 
20％ 

職員一人一人の能力開発、女
性の意識啓発の促進、出雲市特
定事業主行動計画の取組によ
り、目標は達成された。令和２
年３月に策定された新たな特定
事業主行動計画では、目標を
30％に引き上げている。 

 

Ⅳ 

Ⅲ 

項　目
計画策定時

（H28 年度）
R2 年度

計画の
数値目標

（R3 年度）
現状・課題

ワーク・ライフ・バラン
ス研修実施事業所数

（5年間）
8事業所

（H27年度実績）　
12 事業所
（4年間）

15 事業所

事業所に対し、ワーク・ライ
フ・バランス等について考える
啓発機会の提供ができた。今後
も継続的な啓発機会の確保をし
てもらうよう積極的に働きかけ
をしていく必要がある。

女性が仕事を続けやす
いと感じている人の割合

（市民意識調査）
25％ 31.3％ 40％

前回調査から増えたものの目
標には達しなかった。
否定的な意見が男女等もほぼ

同じで 70％弱あった。特に 10
代と 50 代男性は 80％程度が否
定的な意見であった。
仕事をしたい女性が続けられ

る社会の実現のため、男性の家
事・育児・介護参画の啓発と、
働き方改革も含め、事業所への
ワーク・ライフ・バランス推
進の啓発を進めていく必要があ
る。

教職員を対象とした男
女共同参画に関する研
修実施の学校の割合
（保、幼、小、中）

100％
（H27年度実績）

92.4％ 100％維持

R2 年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大により、教職員向
け男女共同参画研修が中止とな
り、各学校での研修率が若干下
がったが、それまでの積極的な
働きかけにより、目標をほぼ達
成することができた。
今後も、教える側の意識を高

め、子どもへの教育を行ってい
く必要がある。

DV防止研修会参加人数
（年間）（注）

374 人
（H27年度実績）

356 人 400 人

地域、学校等での出前講座を
通じＤＶ防止への意識啓発を
行った。特に、中学・高校生等
若い世代への暴力を生まない予
防啓発に力を入れ取り組みを進
めることができた。
●ＤＶ防止研修会参加人数

年平均 422 人
●中学・高校デートＤＶ実施

回数
年平均 10 回

また今回の市民意識調査から
デートＤＶの認知度と経験につ
いての設問を追加した。今後の
推移を継続して調査していきた
い。

中学・高校デートDV 防
止出前講座実施回数

（年間）
10 回

（H27年度実績）
11 回 12 回

市管理職に占める女性
の割合

15.9％ 21.6％
（R3.4.1現在）

20％

職員一人一人の能力開発、女
性の意識啓発の促進、出雲市
特定事業主行動計画の取組に
より、目標は達成された。令和
２年３月に策定された新たな特
定事業主行動計画では、目標を
30％に引き上げている。

Ⅲ

Ⅳ

（注）ＤＶ防止研修会参加人数は、中学・高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数
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項項 目目

計計画画策策定定時時  
（（HH2288 年年

度度））  
RR22 年年度度  

計計画画のの  
数数値値目目標標  

（（RR33 年年度度））  
現現状状・・課課題題  

市職員男女共同参画職場
研修の実施率（年間） 

88.7％ 
（H27 年度実績） 

 
86.1％ 

(Ｒ１年度実績 ) 
100％ 

引き続き、市職員においても
男女共同参画の視点に立ってそ
れぞれの職務を遂行し、地域に
おける男女共同参画推進者とし
ての役割を果たす必要がある。 

男女共同参画の視点から
の防災講座の実施回数
（年間） 

5 回 
（H27 年度実績） 7 回 10 回 

災害時には、多様な立場の方
に配慮した取り組みが行われる
よう、女性の視点を取り入れる
ことが重要で、地域の防災活動
の場、あらゆる災害支援活動に
おいて、平常時から女性の参画
の機会を確保していくことが必
要であることが、徐々に広まっ
てきた。 
今後も引き続き、啓発をすす

めていく。 
年平均９回 

 
（注）ＤＶ防止研修会参加人数は、中学・高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数

項　目
計画策定時

（H28 年度）
R2 年度

計画の
数値目標

（R3 年度）
現状・課題

市職員男女共同参画職
場研修の実施率（年間）

88.7％
（H27年度実績）

86.1％
（R1年度実績）

100％

引き続き、市職員においても
男女共同参画の視点に立ってそ
れぞれの職務を遂行し、地域に
おける男女共同参画推進者とし
ての役割を果たす必要がある。

男女共同参画の視点か
らの防災講座の実施

（年間）
5回

（H27年度実績）
7回 10 回

災害時には、多様な立場の方
に配慮した取り組みが行われる
よう、女性の視点を取り入れる
ことが重要で、地域の防災活動
の場、あらゆる災害支援活動に
おいて、平常時から女性の参画
の機会を確保していくことが必
要であることが、徐々に広まっ
てきた。
今後も引き続き、啓発をすす

めていく。
年平均９回
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第２章 計画の基本的な考え方

１１ 計計画画のの位位置置づづけけ

男女共同参画社会基本法第１４条第３項の規定に基づき、出雲市総合振興計画、その他

関連する計画の目的・意義との整合性を図りつつ、男女共同参画社会の実現に向けた事業

を展開するための計画です。

また、本計画の基本目標Ⅰについては、女性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推

進計画としても位置づけます。

２２ 計計画画のの期期間間

この計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。ただし、社会の

動向や情勢の変化に的確に対応していくため、状況に応じて施策の見直しを行います。

３３ 計計画画がが目目指指すす将将来来像像

将将来来像像（出雲市男女共同参画のまちづくり条例第１条）

～～真真にに心心豊豊かかでで活活力力ああるる出出雲雲市市のの創創造造～～ 男男女女共共同同参参画画ののままちちづづくくりりのの実実現現

４４ 計計画画のの基基本本目目標標・・基基本本課課題題

出雲市男女共同参画のまちづくり条例第３条に掲げる７つの基本理念に基づき、市にお

ける男女共同参画の状況、これまでの取組をふまえながら、基本目標及び基本課題を掲げ

て計画を推進します。

基本目標は、次のとおり３つに再編します。

Ⅰ 男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会づくり

Ⅱ 人権が尊重され安全安心に暮らせる社会をつくる

Ⅲ 推進体制の整備

今回の計画では、少子高齢化が進む本市が地域社会の持続的な発展を続けるため、社会

のあらゆる分野で女性一人一人がその個性と能力を十分発揮し活躍できる環境の整備に

取り組みます。また、全国的には、新型コロナウイルス感染症の拡大は、平時からの諸課

題が顕在化し、配偶者等からの暴力の深刻化、女性の雇用や所得への負の影響をもたらし

ています。多様な困難を抱える女性等に対する支援が重要であることから、ひとり親、高

齢者、障がい者、及び外国人住民等誰もが安心して暮らせる環境の整備にも重点的に取り

組んでいきます。さらに、頻発する自然災害に備え、男女共同参画の視点から災害対応が

行われることが防災・減災、災害に強い本市の実現には必須であることから、その実現に

向けて取り組みます。

づくり

将来像（出雲市男女共同参画のまちづくり条例第１条）

　～真に心豊かで活力ある出雲市の創造～　男女共同参画のまちづくりの実現
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なお、計画の中で特に課題として注視すべき項目については、進捗の指標として、

第 次計画最終年に達成すべき数値目標を設定します。

男男女女共共同同参参画画ののままちちづづくくりりのの基基本本理理念念（出雲市男女共同参画のまちづくり条例第３条）

①①男男女女のの人人権権のの尊尊重重

②②男男女女ががそそれれぞぞれれのの多多様様なな生生きき方方をを認認めめ合合うう

③③政政策策決決定定等等にに男男女女がが対対等等・・平平等等にに参参画画

④④家家庭庭、、地地域域、、職職場場等等ののああららゆゆるる活活動動にに男男女女がが対対等等・・平平等等にに参参画画

⑤⑤性性とと生生殖殖にに関関すするる健健康康とと権権利利のの尊尊重重

⑥⑥男男女女間間のの暴暴力力のの根根絶絶

⑦⑦国国際際社社会会のの取取組組とと国国際際協協調調にによよるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

− 12 −
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なお、計画の中で特に課題として注視すべき項目については、進捗の指標として、

第 次計画最終年に達成すべき数値目標を設定します。
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第３章 計画の内容

 

少子・高齢化の進展等、社会情勢の急速な変化に対応するため、家庭生活と仕事や地

域等の活動の両立ができる環境づくりに重点的に取組み、家庭、地域、職場、教育現場

等あらゆる分野において、男女共同参画を推進します。

社会の構成員の半数を占める女性の意思を公正に反映していくために、さまざまな

分野で方針決定過程への女性の参画を進めていく必要があります。現在市では、女性の

参画がない審議会等が存在するため、今後、女性への男女共同参画の意識啓発を進めつ

つ、また市の審議会等委員の選考の際は、代表者（役職）に限らない委員選出の働きか

けや、「島根県女性人材リスト」の活用等を積極的にすすめ、女性の参画がない審議会

を解消します。

また、生活の基本となる家庭においても、男女の固定的な性別役割分担意識の解消の

ため、結婚前からの啓発にも力をいれ、男性の家庭参加の重要性について意識啓発を行

います。男性の家庭参加について参考となる事例などの情報提供や、子育て支援や高齢

者・障がい者福祉・介護サービス等の制度や施設情報についてわかりやすく周知し、家

庭生活における負担軽減の情報提供にも努めます。また、子育て、高齢者・障がい者福

祉・介護サービスの支援策の充実を図り、環境整備についてさらに取り組んでいきます。

地域における取組では、各コミュニティセンターにおいて、男女共同参画に関する講

座・催しが開催されていますが、今後も市内全域において、積極的、効果的に男女共同

参画の地域づくりが進むよう情報発信と講座企画を行います。また、地域の拠点である

コミュニティセンター職員等の企画力向上を図るとともに、市内の島根県男女共同参

画サポーターとも連携して、地域における男女共同参画を推進し、男女共同参画の視点

に立った市民団体や女性リーダーの育成にも努めます。 
事業所（働く場）においては、長時間労働削減等の働き方改革や、職場における優秀

な人材確保の点からも重要とされているワーク・ライフ・バランスについて考え、推進

するための啓発を行います。そのうえで、事業所（働く場）内での研修機会を確保をし

てもらうよう、今後も、国・県及び関係機関と連携を強化しながら、企業自らのポジテ

ィブ･アクション※の推進等について働きかけを積極的かつ継続的に行います。民間事

業者の一般事業主行動計画の策定や実施をリードするため、市の特定事業主行動計画

を着実に実施します。

※ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての、男女間の格差を改善するために、必要な範囲において、

男女のいずれか一方に対して、その機会を積極的に提供すること。

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男性性もも女女性性ももああららゆゆるる分分野野でで活活躍躍ででききるる社社会会づづくくりり

女性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推進計画

【【重重点点的的なな取取組組事事項項】】 ★★ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススのの気気運運のの醸醸成成とと取取組組支支援援

★★地地域域ににおおけけるる取取組組のの充充実実

少子・高齢化の進展等、社会情勢の急速な変化に対応するため、家庭生活と仕事や地

域等の活動の両立ができる環境づくりに重点的に取組み、家庭、地域、職場、教育現場

等あらゆる分野において、男女共同参画を推進します。

社会の構成員の半数を占める女性の意思を公正に反映していくために、さまざまな分

野で方針決定過程への女性の参画を進めていく必要があります。現在、市では、女性の

参画がない審議会等が存在するため、今後、女性への男女共同参画の意識啓発を進めつ

つ、また、市の審議会等委員の選考の際は、代表者（役職）に限らない委員選出の働き

かけや、「島根県女性人材リスト」の活用等を積極的にすすめ、女性の参画がない審議

会を解消します。

また、生活の基本となる家庭においても、男女の固定的な性別役割分担意識の解消の

ため、結婚前からの啓発にも力を入れ、男性の家庭参加の重要性について意識啓発を行

います。男性の家庭参加について参考となる事例などの情報提供や、子育て支援や高齢

者・障がい者福祉・介護サービス等の制度や施設情報についてわかりやすく周知し、家

庭生活における負担軽減の情報提供にも努めます。また、子育て、高齢者・障がい者福祉、

介護サービスの支援策の充実を図り、環境整備についてさらに取り組んでいきます。

地域における取組では、各コミュニティセンターにおいて、男女共同参画に関する講

座・催しが開催されていますが、今後も市内全域において、積極的かつ効果的に男女共

同参画の地域づくりが進むよう情報発信と講座企画を行います。また、地域の拠点であ

るコミュニティセンター職員等の企画力向上を図るとともに、市内の島根県男女共同参

画サポーターとも連携して、地域における男女共同参画を推進し、男女共同参画の視点

に立った市民団体や女性リーダーの育成にも努めます。

事業所（働く場）においては、長時間労働削減等の働き方改革や、職場における優秀

な人材確保の点からも重要とされているワーク・ライフ・バランスについて考え、推進

するための啓発を行います。そのうえで、事業所（働く場）内での研修機会を確保をし

てもらうよう、今後も国・県及び関係機関と連携を強化しながら、企業自らのポジティ

ブ ･アクション※の推進等について働きかけを積極的かつ継続的に行います。民間事業

者の一般事業主行動計画の策定や実施をリードするため、市の特定事業主行動計画を着

実に実施します。

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するために、必要な範囲において、

男女のいずれか一方に対して、その機会を積極的に提供すること。

− 15 −
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働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に

発揮できる社会を実現するためには、女性を取り巻く環境の整備や支援が必要です。今

後高齢化社会を迎え、多くの人が直面するであろう介護について、介護のために離職を

選択することがないよう、介護と仕事の両立に向けた啓発を行います。また子育て期の

方には仕事との両立を応援するため、ハローワークのマザーズコーナーの紹介等の就

職支援を行い、女性が活躍できるよう取組みを更に進めます。

教育現場においては、固定的な性別役割分担意識をなくすため、子どものころから男

女共同参画を基本とする教育を引き続き行っていくとともに、人権尊重の意識啓発を

基本に、将来の社会生活や家庭生活におけるそれぞれの個人の尊重と責任の重要性を

認識する教育を行います。

以上の取組により、女性活躍推進法の趣旨を踏まえ男女の職業生活と家庭生活との

円滑かつ継続的な両立が可能となる社会づくりを目指します。

【【参参考考資資料料；；男男女女共共同同参参画画社社会会をを実実現現すするるたためめにに重重要要だだとと思思わわれれるるこことと】】

『男女共同参画社会を実現するために、重要だと思われることを選んでください。』

回答の上位３項目は、

１．子育て、介護などのための公的な支援制度及び施設の整備をすること ％

２．市の審議会・委員会などに女性の委員を積極的に登用すること ％

３．男性、女性それぞれが抱えている問題を相談できる場を整備すること ％
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第３章 計画の内容

 

少子・高齢化の進展等、社会情勢の急速な変化に対応するため、家庭生活と仕事や地

域等の活動の両立ができる環境づくりに重点的に取組み、家庭、地域、職場、教育現場

等あらゆる分野において、男女共同参画を推進します。

社会の構成員の半数を占める女性の意思を公正に反映していくために、さまざまな

分野で方針決定過程への女性の参画を進めていく必要があります。現在市では、女性の

参画がない審議会等が存在するため、今後、女性への男女共同参画の意識啓発を進めつ

つ、また市の審議会等委員の選考の際は、代表者（役職）に限らない委員選出の働きか

けや、「島根県女性人材リスト」の活用等を積極的にすすめ、女性の参画がない審議会

を解消します。

また、生活の基本となる家庭においても、男女の固定的な性別役割分担意識の解消の

ため、結婚前からの啓発にも力をいれ、男性の家庭参加の重要性について意識啓発を行

います。男性の家庭参加について参考となる事例などの情報提供や、子育て支援や高齢

者・障がい者福祉・介護サービス等の制度や施設情報についてわかりやすく周知し、家

庭生活における負担軽減の情報提供にも努めます。また、子育て、高齢者・障がい者福

祉・介護サービスの支援策の充実を図り、環境整備についてさらに取り組んでいきます。

地域における取組では、各コミュニティセンターにおいて、男女共同参画に関する講

座・催しが開催されていますが、今後も市内全域において、積極的、効果的に男女共同

参画の地域づくりが進むよう情報発信と講座企画を行います。また、地域の拠点である

コミュニティセンター職員等の企画力向上を図るとともに、市内の島根県男女共同参

画サポーターとも連携して、地域における男女共同参画を推進し、男女共同参画の視点

に立った市民団体や女性リーダーの育成にも努めます。 
事業所（働く場）においては、長時間労働削減等の働き方改革や、職場における優秀

な人材確保の点からも重要とされているワーク・ライフ・バランスについて考え、推進

するための啓発を行います。そのうえで、事業所（働く場）内での研修機会を確保をし

てもらうよう、今後も、国・県及び関係機関と連携を強化しながら、企業自らのポジテ

ィブ･アクション※の推進等について働きかけを積極的かつ継続的に行います。民間事

業者の一般事業主行動計画の策定や実施をリードするため、市の特定事業主行動計画

を着実に実施します。

※ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての、男女間の格差を改善するために、必要な範囲において、

男女のいずれか一方に対して、その機会を積極的に提供すること。

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男性性もも女女性性ももああららゆゆるる分分野野でで活活躍躍ででききるる社社会会づづくくりり

女性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推進計画

【【重重点点的的なな取取組組事事項項】】 ★★ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススのの気気運運のの醸醸成成とと取取組組支支援援

★★地地域域ににおおけけるる取取組組のの充充実実

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

男女共同参画社会を実現するために、重要だと思われること

全体
男性
女性

市の審議会・委員会などに女性の委員を
積極的に登用すること

学校教育における男女平等教育を推進すること

子育て、介護などで仕事を退職した人の
再就職支援をすること

男性、女性それぞれが抱えている問題を
相談できる場を整備すること

男女の平等や相互理解に関する情報の提供や
啓発をすること

労働時間短縮等働き方、暮らし方の見直しなど
意識改革への働きかけをすること

男性の家事・育児への積極的参加のための
支援を行うこと

女性の積極的社会参加のための支援を行うこと

性的少数者（LGBT）に関する啓発をすること

その他

わからない

無回答

子育て、介護などのための公的な支援制度
及び施設の整備をすること

36.2
42.2

31.5

26.0
28.5

23.9

42.2
42.6
41.9

25.4
25.0
25.7

15.7
16.3

15.1

29.4
28.9
29.8

23.4
20.9

25.5

18.5
20.0

17.4

3.3
2.2
4.2

6.5
5.7
7.2

1.6
2.0
1.2

31.5
30.4
32.4

働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発

揮できる社会を実現するためには、女性を取り巻く環境の整備や支援が必要です。今後、

高齢化社会を迎え、多くの人が直面するであろう介護について、介護のために離職を選

択することがないよう、介護と仕事の両立に向けた啓発を行います。また、子育て期の

方には仕事との両立を応援するため、ハローワークのマザーズコーナーの紹介等の就職

支援を行い、女性が活躍できるよう取組みを更に進めます。

教育現場においては、固定的な性別役割分担意識をなくすため、子どものころから男

女共同参画を基本とする教育を引き続き行っていくとともに、人権尊重の意識啓発を基

本に、将来の社会生活や家庭生活におけるそれぞれの個人の尊重と責任の重要性を認識

する教育を行います。

以上の取組により、女性活躍推進法の趣旨を踏まえ、男女の職業生活と家庭生活との

円滑かつ継続的な両立が可能となる社会づくりを目指します。

【参考資料：男女共同参画社会を実現するために重要だと思われること】
　『男女共同参画社会を実現するために、重要だと思われることを選んでください。』

回答の上位３項目は、

１．子育て、介護などのための公的な支援制度及び施設の整備をすること　42.2％

２．市の審議会・委員会などに女性の委員を積極的に登用すること　36.2％

３．男性、女性それぞれが抱えている問題を相談できる場を整備すること　31.5％

− 16 −
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参参考考資資料料；「男女共同参画社会実現に向けての市民意識調査」結果から。 
（令和２年１０月、市内の満１８歳以上の男女２，０００人（住民基本台帳から無作為抽出）を対象に実施）
以下グラフ内容は同調査から抽出。回答者数１，０３０人（男性４６０人、女性５６８人）、回答率５１．５％。 

：

− 17 −
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（（１１））政政策策方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

審議会等の政策方

針決定過程への女

性の参画促進

○市の審議会等への参画について目標数

値を設け、「出雲市審議会等委員への女

性の参画推進要綱」に基づき男女共同参

画を推進します。

〇女性の意見を反映するよう市の意識、地

域の意識を変える啓発、また女性のスキ

ルアップを図るような研修等を行い、審

議会等に女性が参画しやすい環境づく

りを行います。

○女性委員の参画のない審議会等につい

ては、女性委員の参画を積極的に推進し

ます。

市民活動支援課

関係各課

市及び市の関係団

体等における女性

参画の促進

〇市職員の男女共同参画意識の啓発をさ

らに進め、各種会議、団体においても、

女性の参画促進について働きかけを行

います。

〇市のリーダーが、様々な会合の女性委員

の参画率アップについて強く発信する

先導者となるよう努めます。

市民活動支援課

関係各課

特定事業主行動計

画の着実な実施

〇民間事業者の一般事業主行動計画の策

定や実施をリードするため、市の特定事

業主行動計画を着実に実施します。

人事課

男女共同参画に関

する人材情報の活

用

○「島根県女性人材リスト」を活用し、庁

内各課が所管する審議会等委員の選考

に際して人材情報を提供し、女性の登用

の促進を図ります。

市民活動支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ３３）） 目目標標（（ＲＲ８８））

各種審議会等への女性の参画率 ３０．０％ ４０％以上

女性の参画がゼロの審議会等の数 ６ ０

市管理職に占める女性の割合 ２１．６％ ３０％

基基本本課課題題ⅠⅠ－－１１ 政政策策方方針針決決定定過過程程へへのの男男女女共共同同参参画画のの推推進進

（１）政策方針決定過程への女性の参画（１）政策方針決定過程への女性の参画

具体的な取組 取組の内容 担当部署
1 審議会等の政策方

針決定過程への女

性の参画促進

○市の審議会等への参画について目標数

値を設け、「出雲市審議会等委員への女

性の参画推進要綱」に基づき、男女共

同参画を推進します。

〇女性の意見を反映するよう市の意識、

地域の意識を変える啓発、また女性の

スキルアップを図るような研修等を行

い、審議会等に女性が参画しやすい環

境づくりを行います。

○女性委員の参画のない審議会等につい

ては、女性委員の参画を積極的に推進

します。

市民活動支援課

関係各課

2 市及び市の関係団

体等における女性

参画の促進

〇市職員の男女共同参画意識の啓発をさ

らに進め、各種会議、団体においても、

女性の参画促進について働きかけを行

います。

〇市のリーダーが、様々な会合の女性委

員の参画率アップについて強く発信す

る先導者となるよう努めます。

市民活動支援課

関係各課

3 特定事業主行動計

画の着実な実施

〇民間事業者の一般事業主行動計画の策

定や実施をリードするため、市の特定

事業主行動計画を着実に実施します。

人事課

4 男女共同参画に関

する人材情報の活

用

○「島根県女性人材リスト」を活用し、

庁内各課が所管する審議会等委員の選

考に際して人材情報を提供し、女性の

登用の促進を図ります。

市民活動支援課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）

各種審議会等への女性の参画率 ３０．０％ ４０％以上

女性の参画がゼロの審議会等の数 ６ ０

市管理職に占める女性の割合 ２１．６％ ３０％
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【【参参考考資資料料；；市市のの施施策策ににつついいてて、、女女性性のの意意見見やや考考ええ方方がが取取りり入入れれらられれてていいるるかか】】

『市の施策について、女性の意見や考え方が取り入れられていると思いますか 』

  

  

  
・・「「取取りり入入れれらられれてていいなないい」」（（「「ほほととんんどど取取りり入入れれらられれてていいなないい」」とと「「ああままりり取取りり入入れれらられれてていいなないい」」

をを含含めめたたもものの））とと回回答答ししたた割割合合がが 4411..66％％ととななっったた。。ここれれはは男男女女とともも同同様様のの傾傾向向ででああっったた。。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

市の施策について、女性の意見や考え方（女性ならではの視点）が取り入れられていると思いますか

2.7 33.1 37.2 4.4 18.5 4.1

とても取り入れられている

どちらかといえば取り入れられている

ほとんど（全く）取り入れられていない

無回答

あまり取り入れられていない

その他

全体

男性

女性

3.7 32.2 36.3 5.9 17.6 4.3

1.9 34.0 37.7 3.2 19.4 3.9

：

・	「取り入れられていない」（「ほとんど取り入れられていない」と「あまり取り入れられていない」を

含めたもの）と回答した割合が41.6％となった。これは男女とも同様の傾向であった。

− 19 −
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（（１１））家家庭庭ににおおけけるる点点検検・・見見直直しし

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

家庭における男女共

同参画意識の普及

○家庭生活における男女の固定的な性

別役割分担意識の解消に向けて、意識

啓発・情報提供を行い、男女がお互い

に支え合う家庭づくりを促します。

市民活動支援課

夫婦を対象とした学

習機会の提供

○学習会、講座を開催し、家庭教育や父

親の家庭参加の重要性についての認識

を促します。

〇父親の子育て参加を促進します。

市民活動支援課

健康増進課

子育て支援や高齢

者・障がい者福祉・介

護サービスの情報提

供

○子育て支援や高齢者・障がい者福祉・

介護サービス等の制度や施設情報につ

いてわかりやすく周知し、家庭生活に

おける子育てや介護等の負担の軽減を

図ります。

福祉推進課

子ども政策課

高齢者福祉課

健康増進課

医療介護連携課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

家庭生活において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３９．７％ ５０％

【【参参考考資資料料；；家家庭庭生生活活ににおおけけるる平平等等感感】】

『家庭生活で、男女の立場は平等になっていると思いますか？』

・・「「平平等等」」とと感感じじてていいるる人人はは、、女女性性でではは 3377..99％％でで前前回回調調査査かからら 55..44％％増増ええてていいるるがが、、男男性性でではは 4422％％でで

11..44％％減減っってていいるる。。  
・・男男性性がが優優遇遇さされれてていいるるとと感感じじてていいるる人人はは、、女女性性でではは 5566..55％％とと前前回回調調査査かからら 33..22％％減減っったたがが、、男男性性でで

はは 4499..22％％とと 33..77％％増増ええてていいるる。。  

基基本本課課題題ⅠⅠ－－２２ 家家庭庭ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進
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【【参参考考資資料料；；市市のの施施策策ににつついいてて、、女女性性のの意意見見やや考考ええ方方がが取取りり入入れれらられれてていいるるかか】】

『市の施策について、女性の意見や考え方が取り入れられていると思いますか 』

  

  

  
・・「「取取りり入入れれらられれてていいなないい」」（（「「ほほととんんどど取取りり入入れれらられれてていいなないい」」とと「「ああままりり取取りり入入れれらられれてていいなないい」」

をを含含めめたたもものの））とと回回答答ししたた割割合合がが 4411..66％％ととななっったた。。ここれれはは男男女女とともも同同様様のの傾傾向向ででああっったた。。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

家庭生活での平等感

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

無回答

平等

女性の方が非常に優遇されている

8.9 44.3 39.7 4.7 0.8 1.7

全体

男性

女性

5.9 43.3 42.0 6.1 1.1 1.7

11.4 45.1 37.9 3.5 0.5 1.6

・	「平等」と感じている人は、女性では37.9％で前回調査から5.4％増えているが、男性では42％で

1.4％減っている。

・	男性が優遇されていると感じている人は、女性では56.5％と前回調査から3.2％減ったが、男性で

は49.2％と3.7％増えている。

（１）家庭における点検・見直し（１）家庭における点検・見直し

具体的な取組 取組の内容 担当部署
5 家庭における男女

共同参画意識の普

及

○家庭生活における男女の固定的な性別

役割分担意識の解消に向けて、意識啓

発・情報提供を行い、男女がお互いに

支え合う家庭づくりを促します。

市民活動支援課

6 夫婦を対象とした

学習機会の提供

○学習会、講座を開催し、家庭教育や父

親の家庭参加の重要性についての認識

を促します。

〇父親の子育て参加を促進します。

市民活動支援課

健康増進課

7 子育て支援や高齢

者・障がい者福祉、

介護サービスの情

報提供

○子育て支援や高齢者・障がい者福祉、

介護サービス等の制度や施設情報につ

いてわかりやすく周知し、家庭生活に

おける子育てや介護等の負担の軽減を

図ります。

福祉推進課

子ども政策課

高齢者福祉課

健康増進課

医療介護連携課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）
家庭生活において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３９．７％ ５０％

：

− 20 −
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・・今今回回のの調調査査でで平平等等とと感感じじてていいるる人人がが 3399..77％％ととななりり、、前前回回調調査査時時かからら 22..33％％増増ええたたもものののの、、目目標標値値

5500％％ににはは及及ばばななかかっったた。。  
 
（（２２））子子育育てて、、介介護護等等のの支支援援策策のの充充実実

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

子育て、介護、障がい

者（児）に関する相談

業務の充実

○子育てや高齢者福祉・介護、障がい者

（児）に関する相談支援体制を充実

し、悩み・不安等の解消を図ります。

福祉推進課

子ども政策課

高齢者福祉課

健康増進課

医療介護連携課

児童生徒支援課

市民活動支援課

子育てネットワーク

等の支援体制の充実

○地域全体で子育て家庭を支援できる

よう各地区への啓発を推進するとと

もに、子育て中の保護者、ボランティ

ア、保育所、幼稚園等関係機関とのネ

ットワーク体制の充実を図ります。

子ども政策課

健康増進課

子育て支援事業の充

実

○「出雲市子ども・子育て支援事業計画」

※に基づき、延長保育や休日保育をは

じめとした地域におけるさまざまな

子育て支援サービスを充実し、子育て

家庭を総合的に支援します。

子ども政策課

保育幼稚園課

男性が子育てに参画

しやすくするための

環境整備

○公共交通機関、都市公園や公共性の高

い建築物においてベビーベット付男

性トイレ等の整備を推進するほか子

供連れの乗客等への配慮を求めるこ

とにより男性が子育てに参画しやす

くなるための環境整備や啓発を推進

します。

建築住宅課

都市計画課

交通政策課

※「出雲市子ども・子育て支援事業計画」（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）
すべての子どもと子育て家庭を対象に、本市が進めていく子ども・子育て支援施策の目標や方向性を示した計画。現

計画は第 期計画。

・	今回の調査で平等と感じている人が39.7％となり、前回調査時から2.3％増えたものの、目標値

50％には及ばなかった。

（２）子育て、介護等の支援策の充実（２）子育て、介護等の支援策の充実

具体的な取組 取組の内容 担当部署
8 子育て、介護、障

がい者（児）に関

する相談業務の充

実

○子育てや高齢者福祉・介護、障がい者

（児）に関する相談支援体制を充実し、

悩み・不安等の解消を図ります。

福祉推進課

子ども政策課

高齢者福祉課

健康増進課

医療介護連携課

児童生徒支援課

市民活動支援課

9 子育てネットワー

ク等の支援体制の

充実

○地域全体で子育て家庭を支援できるよ

う各地区への啓発を推進するととも

に、子育て中の保護者、ボランティア、

保育所、幼稚園等関係機関とのネット

ワーク体制の充実を図ります。

子ども政策課

健康増進課

10 子育て支援事業の

充実

○「出雲市子ども・子育て支援事業計画」※

に基づき、延長保育や休日保育をはじ

めとした地域におけるさまざまな子育

て支援サービスを充実し、子育て家庭

を総合的に支援します。

子ども政策課

保育幼稚園課

11 男性が子育てに参

画しやすくするた

めの環境整備

○公共交通機関、都市公園や公共性の高

い建築物において、ベビーベッド付男

性トイレ等の整備を推進するほか、子

供連れの乗客等への配慮を求めること

により、男性が子育てに参画しやすく

なるための環境整備や啓発を推進しま

す。

建築住宅課

都市計画課

交通政策課

− 21 −
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（（１１））地地域域ににおおけけるる点点検検・・見見直直しし

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

地域における男女

共同参画意識の普

及

○地域への出前講座等の実施により、地

域における男女共同参画意識づくりを

促します。

〇島根県男女共同参画サポーターと協働

し、地域における男女共同参画意識づ

くりを促進します。

市民活動支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

地域社会において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３８．７％ ５０％

地域における男女共同参画出前講座研修会参加者数 ３００人 ４００人

（（２２））人人材材のの育育成成とと参参画画のの促促進進

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

地域における男女共

同参画の取組推進

○コミュニティセンターとの連携により、

地域における男女共同参画の取組を推

進します。

自治振興課

市民活動支援課

地域運営への男女共

同参画の推進

○地域への出前講座等により意識啓発

を積極的に行い、各種団体、地区自治

会等の運営に男女が共に参画できるよ

うな地域環境をつくれるよう働きかけ

ます。

自治振興課

市民活動支援課

消防団、自主防災組

織への女性参加の促

進

○安心安全な地域づくりを進めるため、

防災対策において男女双方の視点に配

慮した取組が行えるよう女性の参加を

促進します。

○「女性消防団員活躍のためのガイドラ

イン」（令和３年３月作成）の周知・活

用を徹底し、女性が災害現場で活躍で

きる環境に努めます。

消防本部

市民団体・グループ

への活動支援

○男女共同参画の視点に立った市民団体

や地域のリーダーの育成に努め、市民

による自立的・主体的な市民活動を支

援します。

市民活動支援課

基基本本課課題題ⅠⅠ－－３３ 地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進
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・・今今回回のの調調査査でで平平等等とと感感じじてていいるる人人がが 3399..77％％ととななりり、、前前回回調調査査時時かからら 22..33％％増増ええたたもものののの、、目目標標値値

5500％％ににはは及及ばばななかかっったた。。  
 
（（２２））子子育育てて、、介介護護等等のの支支援援策策のの充充実実

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

子育て、介護、障がい

者（児）に関する相談

業務の充実

○子育てや高齢者福祉・介護、障がい者

（児）に関する相談支援体制を充実

し、悩み・不安等の解消を図ります。

福祉推進課

子ども政策課

高齢者福祉課

健康増進課

医療介護連携課

児童生徒支援課

市民活動支援課

子育てネットワーク

等の支援体制の充実

○地域全体で子育て家庭を支援できる

よう各地区への啓発を推進するとと

もに、子育て中の保護者、ボランティ

ア、保育所、幼稚園等関係機関とのネ

ットワーク体制の充実を図ります。

子ども政策課

健康増進課

子育て支援事業の充

実

○「出雲市子ども・子育て支援事業計画」

※に基づき、延長保育や休日保育をは

じめとした地域におけるさまざまな

子育て支援サービスを充実し、子育て

家庭を総合的に支援します。

子ども政策課

保育幼稚園課

男性が子育てに参画

しやすくするための

環境整備

○公共交通機関、都市公園や公共性の高

い建築物においてベビーベット付男

性トイレ等の整備を推進するほか子

供連れの乗客等への配慮を求めるこ

とにより男性が子育てに参画しやす

くなるための環境整備や啓発を推進

します。

建築住宅課

都市計画課

交通政策課

※「出雲市子ども・子育て支援事業計画」（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）
すべての子どもと子育て家庭を対象に、本市が進めていく子ども・子育て支援施策の目標や方向性を示した計画。現

計画は第 期計画。

（１）地域における点検・見直し（１）地域における点検・見直し

具体的な取組 取組の内容 担当部署
12 地域における男女

共同参画意識の普

及

○地域への出前講座等の実施により、地

域における男女共同参画意識づくりを

促します。

〇島根県男女共同参画サポーターと協働

し、地域における男女共同参画意識づ

くりを促進します。

市民活動支援課

（２）人材の育成と参画の促進（２）人材の育成と参画の促進

具体的な取組 取組の内容 担当部署
13 地域における男女

共同参画の取組推

進

○コミュニティセンターとの連携によ

り、地域における男女共同参画の取組

を推進します。

自治振興課

市民活動支援課

14 地域運営への男女

共同参画の推進

○地域への出前講座等により意識啓発を

積極的に行い、各種団体、地区自治会

等の運営に男女が共に参画できるよう

な地域環境をつくれるよう働きかけま

す。

自治振興課

市民活動支援課

15 消防団、自主防災

組織への女性参加

の促進

○安心安全な地域づくりを進めるため、

防災対策において男女双方の視点に配

慮した取組が行えるよう女性の参加を

促進します。

○「女性消防団員活躍のためのガイドラ

イン」（令和３年３月作成）の周知・活

用を徹底し、女性が災害現場で活躍で

きる環境に努めます。

消防本部

16 市民団体・グルー

プへの活動支援

○男女共同参画の視点に立った市民団体

や地域のリーダーの育成に努め、市民

による自立的・主体的な市民活動を支

援します。

市民活動支援課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）
地域社会において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３８．７％ ５０％

地域における男女共同参画出前講座研修会参加者数 ３００人 ４００人

− 22 −
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（（１１））職職場場（（働働くく場場））ににおおけけるる点点検検・・見見直直しし 
 

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

労働に関する法令等

の広報・情報提供

○労働基準法※をはじめ、男女雇用機会均等

法※、育児・介護休業法※等に関する広報

や情報提供を行い、男女が共に安心して働

ける職場づくりを促します。

市民活動支援課

産業政策課

 
【【参参考考資資料料；；職職場場ににおおけけるる平平等等感感】】

『職場で、男女の立場は平等になっていると思いますか？』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・「「平平等等」」とと感感じじてていいるる人人はは、、男男女女とともも増増ええてていいるる。。（（男男性性 3355..11％％⇒⇒4422..00％％、、女女性性 3322..11％％⇒⇒3388..00％％））  

・・多多伎伎地地域域でで男男性性がが優優遇遇さされれてていいるるとと感感じじてていいるる人人のの割割合合がが高高いい。。  

・・ここのの設設問問はは数数値値目目標標のの対対象象ととししてておおりり、、今今回回のの調調査査でで平平等等とと感感じじてていいるる人人がが 3399..88％％ととななりり、、前前回回

調調査査時時 3333..55％％よよりり増増ええたたもものののの、、目目標標値値 4400..00％％ににははわわずずかかにに及及ばばななかかっったた。。  

 

 

 

 

 

 

 

※労働基準法
労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者 パートタイム労働者等を含む を使用するすべての事業場に適

用。

※男女雇用機会均等法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を目的に、 募集及び採用に係る女性労働者に対する差別の

禁止、 配置、昇進及び教育訓練に係る女性労働者に対する差別の禁止等を定めた法律。

※育児・介護休業法
｢育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律｣のことをいう。この法律は、育児や家族

の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的とし、すべての事業所に適用する。

基基本本課課題題ⅠⅠ－－４４－－１１ 職職場場（（働働くく場場））ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進
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※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

自治協会役員への女性の参画率 ９．５％ １５％

女性消防団員数 ９人 ２０人

【【参参考考資資料料；；地地域域活活動動ににおおけけるる平平等等感感】】

『地域活動で、男女の立場は平等になっていると思いますか？』

 
・・「「平平等等」」とと感感じじてていいるる人人はは前前回回調調査査ととほほぼぼ同同じじ（（3388..55％％⇒⇒3388..77％％））ででああっったたがが、、男男性性がが優優遇遇さされれてて

いいるるとと感感じじてていいるる人人がが、、前前回回調調査査よよりり増増ええてていいるる（（5500..99％％⇒⇒5522..55％％））。。  
・・今今回回のの調調査査でで平平等等とと感感じじてていいるる人人がが 3388..77％％ととななりり、、目目標標値値 5500..00％％ににはは及及ばばななかかっったた。。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

地域活動での平等感

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が
優遇されている

どちらかといえば女性の方が
優遇されている

無回答

平等

女性の方が非常に優遇されている

7.9 44.6 38.7 5.4 0.3 3.1

全体

男性

女性

6.5 40.0 44.1 5.9 0.7 2.8

9.0 48.4 34.3 4.9 3.3

：

・	「平等」と感じている人は前回調査とほぼ同じ（38.5％⇒38.7％）であったが、男性が優遇されて

いると感じている人が、前回調査より増えている（50.9％⇒52.5％）。

・	今回の調査で平等と感じている人が38.7％となり、目標値50.0％には及ばなかった。

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）

自治協会役員への女性の参画率 ９．５％ １５％

女性消防団員数 ９人 ２０人
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（（１１））職職場場（（働働くく場場））ににおおけけるる点点検検・・見見直直しし 
 

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

労働に関する法令等

の広報・情報提供

○労働基準法※をはじめ、男女雇用機会均等

法※、育児・介護休業法※等に関する広報

や情報提供を行い、男女が共に安心して働

ける職場づくりを促します。

市民活動支援課

産業政策課

 
【【参参考考資資料料；；職職場場ににおおけけるる平平等等感感】】

『職場で、男女の立場は平等になっていると思いますか？』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・「「平平等等」」とと感感じじてていいるる人人はは、、男男女女とともも増増ええてていいるる。。（（男男性性 3355..11％％⇒⇒4422..00％％、、女女性性 3322..11％％⇒⇒3388..00％％））  

・・多多伎伎地地域域でで男男性性がが優優遇遇さされれてていいるるとと感感じじてていいるる人人のの割割合合がが高高いい。。  

・・ここのの設設問問はは数数値値目目標標のの対対象象ととししてておおりり、、今今回回のの調調査査でで平平等等とと感感じじてていいるる人人がが 3399..88％％ととななりり、、前前回回

調調査査時時 3333..55％％よよりり増増ええたたもものののの、、目目標標値値 4400..00％％ににははわわずずかかにに及及ばばななかかっったた。。  

 

 

 

 

 

 

 

※労働基準法
労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者 パートタイム労働者等を含む を使用するすべての事業場に適

用。

※男女雇用機会均等法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を目的に、 募集及び採用に係る女性労働者に対する差別の

禁止、 配置、昇進及び教育訓練に係る女性労働者に対する差別の禁止等を定めた法律。

※育児・介護休業法
｢育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律｣のことをいう。この法律は、育児や家族

の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的とし、すべての事業所に適用する。

基基本本課課題題ⅠⅠ－－４４－－１１ 職職場場（（働働くく場場））ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進
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※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

自治協会役員への女性の参画率 ９．５％ １５％

女性消防団員数 ９人 ２０人

【【参参考考資資料料；；地地域域活活動動ににおおけけるる平平等等感感】】

『地域活動で、男女の立場は平等になっていると思いますか？』

 
・・「「平平等等」」とと感感じじてていいるる人人はは前前回回調調査査ととほほぼぼ同同じじ（（3388..55％％⇒⇒3388..77％％））ででああっったたがが、、男男性性がが優優遇遇さされれてて

いいるるとと感感じじてていいるる人人がが、、前前回回調調査査よよりり増増ええてていいるる（（5500..99％％⇒⇒5522..55％％））。。  
・・今今回回のの調調査査でで平平等等とと感感じじてていいるる人人がが 3388..77％％ととななりり、、目目標標値値 5500..00％％ににはは及及ばばななかかっったた。。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

職場での平等感

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

無回答

平等

女性の方が非常に優遇されている

8.7 37.4 39.8 8.11.2 4.9

全体

男性

女性

6.1 35.7 42.0 10.7 2.0 3.7

10.7 38.9 38.0 6.0 0.5 5.8

・	「平等」と感じている人は、男女とも増えている。（男性35.1％⇒42.0％、女性32.1％⇒38.0％）

・	多伎地域で男性が優遇されていると感じている人の割合が高い。

・	この設問は数値目標の対象としており、今回の調査で平等と感じている人が39.8％となり、前回

調査時33.5％より増えたものの、目標値40.0％にはわずかに及ばなかった。

：

（１）職場（働く場）における点検・見直し（１）職場（働く場）における点検・見直し

具体的な取組 取組の内容 担当部署
17 労働に関する法令

等の広報・情報提

供

○労働基準法※をはじめ、男女雇用機会均

等法※、育児・介護休業法※等に関する

広報や情報提供を行い、男女が共に安心

して働ける職場づくりを促します。

市民活動支援課

産業政策課

− 24 −
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（（２２））事事業業所所等等にに対対ししポポジジテティィブブ・・アアククシショョンン（（積積極極的的改改善善措措置置））へへのの取取組組のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

経営者等へのポジテ

ィブ・アクション（積

極的改善措置）の普

及啓発

○職場での男女間の格差をなくす取組、男女

が働きやすい職場づくりの整備等につい

て、経営者等へ積極的な普及啓発を進めま

す。

○セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育

児休業等に関するハラスメント、パワー

ハラスメント等が行われない職場づくり

への積極的な普及啓発を進めます。

○先進的な取組を行っている企業の紹介等

を行い、ワーク・ライフ・バランスの促進

を図ります。

○関係機関が開催する研修会等の周知、研

修制度の情報提供等を行います。

○一般事業主行動計画の策定、しまね女性

の活躍応援企業登録※、こっころカンパニ

ー※認定を働きかけます。

〇企業に男女共同参画職場推進員を設ける

よう啓発・ＰＲを行います。

〇企業に対し、各種表彰制度やセミナー、

補助金等の情報（既存の国や県の制度も

含む）を積極的に提供していきます。

市民活動支援課

産業政策課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２））
目目標標（（ＲＲ

８８））

職場において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３９．８％ ５０％

※しまね女性の活躍応援企業登録

女性の活躍推進を進める企業等を「しまね女性の活躍応援企業」として島根県が認定し、広くＰＲするとともに県の

融資制度や入札制度で優遇している。

※こっころカンパニー

従業員の子育てを積極的に支援し、仕事と家庭の両立がしやすい職場づくりを進める企業を「こっころカンパニー」

として島根県が認定し、広くＰＲするとともに県の融資制度や入札制度で優遇している。

（２）事業所等に対するポジティブ・アクション（積極的改善措置）への取組の支援（２）事業所等に対するポジティブ・アクション（積極的改善措置）への取組の支援

具体的な取組 取組の内容 担当部署
18 経営者等へのポジ

ティブ・アクショ

ン（積極的改善措

置）の普及啓発

○職場での男女間の格差をなくす取組、男

女が働きやすい職場づくりの整備等につ

いて、経営者等へ積極的な普及啓発を進

めます。

○セクシャル・ハラスメント、妊娠・出

産・育児休業等に関するハラスメント、

パワー・ハラスメント等が行われない職

場づくりへの積極的な普及啓発を進めま

す。

○先進的な取組を行っている企業の紹介等

を行い、ワーク・ライフ・バランスの促

進を図ります。

○関係機関が開催する研修会等の周知、研

修制度の情報提供等を行います。

○一般事業主行動計画の策定、しまね女性

の活躍応援企業登録※、こっころカンパ

ニー※認定を働きかけます。

〇企業に男女共同参画職場推進員を設ける

よう啓発・ＰＲを行います。

〇企業に対し、各種表彰制度やセミナー、

補助金等の情報（既存の国や県の制度も

含む）を積極的に提供していきます。

市民活動支援課

産業政策課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）
職場において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３９．８％ ５０％

− 25 −
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（（３３））農農林林水水産産商商工工業業、、自自営営業業者者等等ににおおけけるる取取組組のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

農業等における女性

の経済的地位の向上

の取組

○家族農業経営において、個人としての役

割等を明確にし、適正に評価する家族経営

協定※の締結を推進します。

農業振興課

女性の起業支援、女

性グループ活動の支

援

○農林水産業、商工業等の起業をめざす人

に対して、セミナーの開催、相談、資金等

支援を行います。

商工振興課

農業振興課

森林政策課

水産振興課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

農業経営における家族経営協定の締結数 ６２協定 ６７協定

※家族経営協定

農家の家族の間で労働条件や報酬等を文書で取り決め、第三者の立会いで調印するもの。これにより、家族 主として

夫と妻 の共同経営者としての地位や役割が明確になる。
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（（２２））事事業業所所等等にに対対ししポポジジテティィブブ・・アアククシショョンン（（積積極極的的改改善善措措置置））へへのの取取組組のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

経営者等へのポジテ

ィブ・アクション（積

極的改善措置）の普

及啓発

○職場での男女間の格差をなくす取組、男女

が働きやすい職場づくりの整備等につい

て、経営者等へ積極的な普及啓発を進めま

す。

○セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育

児休業等に関するハラスメント、パワー

ハラスメント等が行われない職場づくり

への積極的な普及啓発を進めます。

○先進的な取組を行っている企業の紹介等

を行い、ワーク・ライフ・バランスの促進

を図ります。

○関係機関が開催する研修会等の周知、研

修制度の情報提供等を行います。

○一般事業主行動計画の策定、しまね女性

の活躍応援企業登録※、こっころカンパニ

ー※認定を働きかけます。

〇企業に男女共同参画職場推進員を設ける

よう啓発・ＰＲを行います。

〇企業に対し、各種表彰制度やセミナー、

補助金等の情報（既存の国や県の制度も

含む）を積極的に提供していきます。

市民活動支援課

産業政策課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２））
目目標標（（ＲＲ

８８））

職場において男女が平等であると感じている人の割合

（市民意識調査）
３９．８％ ５０％

※しまね女性の活躍応援企業登録

女性の活躍推進を進める企業等を「しまね女性の活躍応援企業」として島根県が認定し、広くＰＲするとともに県の

融資制度や入札制度で優遇している。

※こっころカンパニー

従業員の子育てを積極的に支援し、仕事と家庭の両立がしやすい職場づくりを進める企業を「こっころカンパニー」

として島根県が認定し、広くＰＲするとともに県の融資制度や入札制度で優遇している。

（３）農林水産商工業、自営業者等における取組の支援（３）農林水産商工業、自営業者等における取組の支援

具体的な取組 取組の内容 担当部署
19 農業等における女

性の経済的地位の

向上の取組

○家族農業経営において、個人としての役

割等を明確にし、適正に評価する家族経

営協定※の締結を推進します。

農業振興課

20 女性の起業支援、

女性グループ活動

の支援

○農林水産業、商工業等の起業をめざす人

に対して、セミナーの開催、相談、資金

等支援を行います。

商工振興課

農業振興課

森林政策課

水産振興課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）

農業経営における家族経営協定の締結数	 ６２協定 ６７協定

− 26 −
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（（１１））男男性性中中心心型型労労働働慣慣行行等等のの見見直直しし

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

職場の慣習・慣行の

見直しと意識改革を

図るための啓発

〇企業・団体の経営者等に対し、長時間労

働の削減、働き方改革に向けての広報、

啓発活動を推進し、女性活躍の推進を図

ります。

〇ワーク・ライフ・バランスについての広

報、啓発を行います。

〇介護離職予防に向けた経営者等への啓

発を行います。

〇関係機関が開催する研修会等の周知や

助成制度等の情報提供をします。

産業政策課

市民活動支援課

長時間労働削減等の

働き方改革

〇関係機関と連携し働き方改革について

の広報、啓発に努めます。

〇関係機関が開催する研修会等の周知や

助成制度等の情報提供をします。

産業政策課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

ワーク・ライフ・バランスの認知度（市民意識調査） ６６．１％ ７０％

ワーク・ライフ・バランス研修実施事業所数（４年間）
１２事業所

（ 年間）
２０事業所

女性が仕事を続けやすいと感じている人の割合

（市民意識調査）

３１．

３％
４０％

【【参参考考資資料料；；女女性性とと仕仕事事ににつついいててのの考考ええ方方】】

『女性と仕事についてどうお考えですか 』

基基本本課課題題ⅠⅠ－－４４－－２２ 女女性性のの活活躍躍推推進進

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

仕事に就かない方がよい

結婚するまでは、仕事を続ける方がよい

子どもができるまでは、仕事を
続ける方がよい

子どもができても、ずっと仕事を
続ける方がよい

子どもができたら仕事を辞め、子どもが
大きくなったら再び仕事に就く方がよい

その他

無回答

女性と仕事について

0.4 1.7 23.6 14.0 0.9

R2

H28

H24

0.2 1.7 29.8 11.0 1.2

0.7 3.3 36.6 11.6 1.2

4.8

4.4

5.5

54.8

51.8

41.1

（１）男性中心型労働慣行等の見直し（１）男性中心型労働慣行等の見直し

具体的な取組 取組の内容 担当部署
21 職場の慣習・慣行

の見直しと意識改

革を図るための啓

発

〇企業・団体の経営者等に対し、長時間労

働の削減、働き方改革に向けての広報、

啓発活動を推進し、女性活躍の推進を図

ります。

〇ワーク・ライフ・バランスについての広

報、啓発を行います。

〇介護離職予防に向けた、経営者等への啓

発を行います。

〇関係機関が開催する研修会等の周知や助

成制度等の情報提供をします。

産業政策課

市民活動支援課

22 長時間労働削減等

の働き方改革

〇関係機関と連携し働き方改革についての

広報、啓発に努めます。

〇関係機関が開催する研修会等の周知や助

成制度等の情報提供をします。

産業政策課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）
ワーク・ライフ・バランスの認知度

（市民意識調査）
６６．１％ ７０％

ワーク・ライフ・バランス研修実施事業所数（４年間） １２事業所 ２０事業所

女性が仕事を続けやすいと感じている人の割合

（市民意識調査）
３１．３％ ４０％

：
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・・男男女女ととももにに、、「「子子どどももががででききててもも、、ずずっっとと仕仕事事をを続続けけるる方方ががよよいい」」のの割割合合がが増増ええ、、「「子子どどももががででききたた

らら仕仕事事をを辞辞めめ、、子子どどももがが大大ききくくななっったたらら再再びび仕仕事事にに就就くく方方ががよよいい」」のの割割合合がが減減っってていいるる。。  
・・「「子子どどももががででききててもも、、ずずっっとと仕仕事事をを続続けけるる方方ががよよいい」」とと回回答答ししたた割割合合はは男男性性がが女女性性よよりり高高くく、、特特にに

1100 代代男男性性はは 8833..33％％ととななっったた。。  
・・男男女女とともも、、2200 代代でで「「子子どどももががででききててもも、、ずずっっとと仕仕事事をを続続けけるる方方ががよよいい」」のの割割合合がが 4400％％台台にに下下ががっっ

てていいるる。。  
・・2200 代代女女性性でではは「「結結婚婚すするるままでではは、、仕仕事事をを続続けけるる方方ががよよいい」」とと回回答答ししたた割割合合がが 88％％ああっったた。。  
・・1100 代代、、7700 歳歳以以上上女女性性でではは「「子子どどももががででききたたらら仕仕事事をを辞辞めめ、、子子どどももがが大大ききくくななっったたらら再再びび仕仕事事にに就就

くく方方ががよよいい」」のの割割合合がが最最もも高高かかっったた。。  
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（（１１））男男性性中中心心型型労労働働慣慣行行等等のの見見直直しし

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

職場の慣習・慣行の

見直しと意識改革を

図るための啓発

〇企業・団体の経営者等に対し、長時間労

働の削減、働き方改革に向けての広報、

啓発活動を推進し、女性活躍の推進を図

ります。

〇ワーク・ライフ・バランスについての広

報、啓発を行います。

〇介護離職予防に向けた経営者等への啓

発を行います。

〇関係機関が開催する研修会等の周知や

助成制度等の情報提供をします。

産業政策課

市民活動支援課

長時間労働削減等の

働き方改革

〇関係機関と連携し働き方改革について

の広報、啓発に努めます。

〇関係機関が開催する研修会等の周知や

助成制度等の情報提供をします。

産業政策課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

ワーク・ライフ・バランスの認知度（市民意識調査） ６６．１％ ７０％

ワーク・ライフ・バランス研修実施事業所数（４年間）
１２事業所

（ 年間）
２０事業所

女性が仕事を続けやすいと感じている人の割合

（市民意識調査）

３１．

３％
４０％

【【参参考考資資料料；；女女性性とと仕仕事事ににつついいててのの考考ええ方方】】

『女性と仕事についてどうお考えですか 』

基基本本課課題題ⅠⅠ－－４４－－２２ 女女性性のの活活躍躍推推進進

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

0 20 40 60 80 100

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

63.9

仕事に就かない方がよい

結婚するまでは、仕事を続ける方がよい

子どもができるまでは、仕事を
続ける方がよい

子どもができても、ずっと仕事を
続ける方がよい

子どもができたら仕事を辞め、子どもが
大きくなったら再び仕事に就く方がよい

その他

無回答

女性と仕事について（男性：年代別）

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

83.316.7

47.4 18.4 21.113.2

61.1 9.3 20.4 1.93.7 3.7

73.6 12.5 8.31.4 4.2

60.3 25.6 7.71.3 3.81.3

60.4 24.0 7.33.1 5.2

45.7 34.5 3.4 3.44.3 8.6

仕事に就かない方がよい

結婚するまでは、仕事を続ける方がよい

子どもができるまでは、仕事を
続ける方がよい

子どもができても、ずっと仕事を
続ける方がよい

子どもができたら仕事を辞め、子どもが
大きくなったら再び仕事に就く方がよい

その他

無回答

女性と仕事について（女性：年代別）

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

44.4 22.233.3

46.0 20.0 24.08.0 2.0

6.9 25.0 1.42.8

51.0 18.4 25.52.0 3.1

60.6 14.1 23.22.0

58.0 23.5 10.91.7 5.9

49.2 7.5 2.54.2 36.7

・	男女ともに、「子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい」の割合が増え、「子どもができた

ら仕事を辞め、子どもが大きくなったら再び仕事に就く方がよい」の割合が減っている。

・	「子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい」と回答した割合は男性が女性より高く、特に

10代男性は83.3％となった。

・	男女とも、20代で「子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい」の割合が40％台に下

がっている。

・	20代女性では「結婚するまでは、仕事を続ける方がよい」と回答した割合が8％あった。

・	10代、70歳以上女性では「子どもができたら仕事を辞め、子どもが大きくなったら再び仕事に

就く方がよい」の割合が最も高かった。
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（（１１））教教育育現現場場ににおおけけるる点点検検・・見見直直しし

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

教職員等に対する

研修の実施

○保育所、幼稚園、小中学校教職員を対

象に人権尊重及び男女共同参画につい

ての研修を実施します。

保育幼稚園課

学校教育課

市民活動支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

教職員を対象とした男女共同参画に関する研修実施の学

校の割合（保・幼・小・中）
９２．４％ １００％

（（２２））学学校校（（園園））教教育育ににおおけけるる取取組組のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

園児・児童・生徒に

対する人権教育の推

進

○発達段階に応じた人権を尊重した教

育を実践し、園児・児童・生徒の男女

共同参画意識を醸成します。

○自分も他者も大切にできる園児・児

童・生徒を育成します。

保育幼稚園課

学校教育課

人権パンフレット等

を活用した指導

○人権意識高揚のための人権パンフレ

ット等を活用し、人権尊重及び男女共

同参画意識づくりの教育を推進しま

す。

学校教育課

基基本本課課題題ⅠⅠ－－５５ 教教育育現現場場ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進（１）教育現場における点検・見直し（１）教育現場における点検・見直し

具体的な取組 取組の内容 担当部署
23 教職員等に対する

研修の実施

○保育所、幼稚園、小中学校教職員を対象

に、人権尊重及び男女共同参画について

の研修を実施します。

保育幼稚園課

学校教育課

市民活動支援課

（２）学校（園）教育における取組の支援（２）学校（園）教育における取組の支援

具体的な取組 取組の内容 担当部署
24 園児・児童・生徒

に対する人権教育

の推進

○発達段階に応じた人権を尊重した教育を

実践し、園児・児童・生徒の男女共同参

画意識を醸成します。

○自分も他者も大切にできる園児・児童・

生徒を育成します。

保育幼稚園課

学校教育課

25 人権パンフレット

等を活用した指導

○人権意識高揚のための人権パンフレット

等を活用し、人権尊重及び男女共同参画

意識づくりの教育を推進します。

学校教育課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）
教職員を対象とした男女共同参画に関する研修実施の学

校の割合（保・幼・小・中）
９２．４％ １００％
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女性も男性もすべての人が喜びや責任を分かち合い、個性や能力を発揮できる男女共同

参画社会を実現していくためには、市民一人一人に、男女が認め合い支え合う男女共同参

画の意識を醸成していくことが必要です。

今後更なる男女共同参画意識の醸成のためにも、各年代・性別に応じた男女共同参画講

座の企画や、広報いずも等を活用し定期的かつ継続的に男女共同参画社会の実現について

考えるきっかけづくりを提供していきます。特に、今まで長時間勤務や転勤が当たり前と

され、主に仕事中心の生活をしがちな男性や、市民意識調査結果から自立意識、職業意識

を育む必要があると思われる２０代、３０代の比較的若い世代に対して男女共同参画を進

めるための取組を積極的に行います。

また、多様なメディアが発信する情報により、男女共同参画について間違った捉え方が

されている場合もあるため、女性の人権や社会的性差（ジェンダー※）に敏感な視点※で情

報を公正に判断する力が養えるよう啓発していきます。

配偶者等からの暴力（ＤＶ）※や離婚等の相談にあたる女性相談窓口の機能強化を図っ

ていきます。また、ひとり親や生活困窮世帯への支援として、就職等のきめ細やかな支援

と、次世代への貧困の連鎖を断ち切るための切れ目のない支援体制を整えていきます。ま

た多様な困難を抱える女性等に対する支援も重要であるため、高齢者、障がい者等が安心

して暮らせる環境の整備も行っていきます。

国際化社会が進展している中で市内において国際交流事業を推進するとともに、市内の

外国人住民に対し生活のサポートを行っていきます。また、環境や文化、観光、スポーツ、

消防・防災、まちづくり等、市民の暮らしの改善につながるあらゆる分野においても、引

き続き男女共同参画を推進し、活動の活性化を図ります。

ＤＶは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、被害者のみならず養護する子ども

にも心理的外傷を与える等深刻な影響を及ぼすことから、ＤＶ被害の防止と被害者に対す

る支援、特に児童虐待と同時に発生することもあることから対応機関との連携・協力を推

進していきます。

令和３年度には、若年層への啓発、被害者支援の充実を盛り込んだ第４次「出雲市ＤＶ

（配偶者等からの暴力）対策基本計画」※を策定し、相談支援体制を強化するとともに、

暴力を生まないための予防啓発（中学生を中心とした若年層へのＤＶ防止に向けた啓発）

の充実を促進します。それと同時に、関係機関との連携のもと、ＤＶ被害者の自立支援に

むけて適切な対応に努めます。

また、女性は、妊娠・出産や女性特有の更年期疾患を経験する可能性がある等男女が異

なる健康上の問題に直面することに留意する必要があり、そのため、生涯にわたって、男

女の心身機能の特性に応じた健診や相談、性の健康教育の充実等、妊娠・出産等に関して

男女が互いに理解を深め、性と生殖に関する健康と権利が尊重される取組を進めます。

基基本本目目標標ⅡⅡ 人人権権がが尊尊重重さされれ安安全全安安心心にに暮暮ららせせるる社社会会づづくくりり

【【重重点点的的なな取取組組事事項項】】 ★★男男女女共共同同参参画画意意識識のの普普及及・・定定着着

★★男男女女間間のの暴暴力力のの根根絶絶とと被被害害者者へへのの支支援援
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（（１１））教教育育現現場場ににおおけけるる点点検検・・見見直直しし

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

教職員等に対する

研修の実施

○保育所、幼稚園、小中学校教職員を対

象に人権尊重及び男女共同参画につい

ての研修を実施します。

保育幼稚園課

学校教育課

市民活動支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

教職員を対象とした男女共同参画に関する研修実施の学

校の割合（保・幼・小・中）
９２．４％ １００％

（（２２））学学校校（（園園））教教育育ににおおけけるる取取組組のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

園児・児童・生徒に

対する人権教育の推

進

○発達段階に応じた人権を尊重した教

育を実践し、園児・児童・生徒の男女

共同参画意識を醸成します。

○自分も他者も大切にできる園児・児

童・生徒を育成します。

保育幼稚園課

学校教育課

人権パンフレット等

を活用した指導

○人権意識高揚のための人権パンフレ

ット等を活用し、人権尊重及び男女共

同参画意識づくりの教育を推進しま

す。

学校教育課

基基本本課課題題ⅠⅠ－－５５ 教教育育現現場場ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

また、多様なメディアが発信する情報により、男女共同参画について間違った捉え方

がされている場合もあるため、女性の人権や社会的性差（ジェンダー※）に敏感な視点※

で情報を公正に判断する力が養えるよう啓発していきます。

ＤＶは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、被害者のみならず養護する子ど

もにも心理的外傷を与える等深刻な影響を及ぼします。ＤＶ被害の防止と被害者に対する

支援、特に児童虐待と同時に発生することもあることから対応機関との連携・協力を推進

していきます。

令和３年度には、若年層への啓発、被害者支援の充実を盛り込んだ第４次「出雲市ＤＶ

（配偶者等からの暴力）対策基本計画」※を策定し、相談支援体制を強化するとともに、

暴力を生まないための予防啓発（中学生を中心とした若年層へのＤＶ防止に向けた啓発）

の充実を促進します。それと同時に、関係機関との連携のもと、ＤＶ被害者の自立支援に

むけて適切な対応に努めます。

また、女性は、妊娠・出産や女性特有の更年期疾患を経験する可能性がある等男女が

異なる健康上の問題に直面することに留意する必要があり、そのため、生涯にわたって、

男女の心身機能の特性に応じた健診や相談、性の健康教育の充実、妊娠・出産等に関し

て男女が互いに理解を深め、性と生殖に関する健康と権利が尊重される取組を進めます。

　配偶者等からの暴力（ＤＶ）※や離婚等の相談にあたる女性相談窓口の機能強化を図っ

ていきます。また、ひとり親や生活困窮世帯への支援として、就職等のきめ細やかな支援

と、次世代への貧困の連鎖を断ち切るための切れ目のない支援体制を整えていきます。ま

た多様な困難を抱える女性等に対する支援も重要であるため、高齢者、障がい者等が安心

して暮らせる環境の整備も行っていきます。
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（ただし、 までは女性相談センターと女性のための総合窓口での件数を合算したも

の）

※ジェンダー

人間には、生まれついての生物学的性別（セックス／ ）があります。一方、社会通念や慣習の中には社会によって

作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を｢社会的性差｣（ジェンダー／ ）と

いいます。「社会的性差」は、それ自体に良い、悪いという価値を含むものではなく、国際的にも使われています。

※社会的性差 ジェンダー に敏感な視点

「社会的性差」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作ら

れたものであることを意識していこうとするものです。

このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等、男女共

同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあります。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を

阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではありません。社会制度・慣

行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要があります。

「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人

間の中性化をめざすこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会と

は異なります。たとえば、児童生徒の発達段階を踏まえない、行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男女同室宿泊、

男女混合騎馬戦等の事例は、きわめて非常識です。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にするこ

とは、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではありません。

（内閣府「男女共同参画基本計画（第２次）から」）

※配偶者等からの暴力（ＤＶ）

この計画では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）（平成 年法律第 号）で

規定する「配偶者からの暴力」を対象とし、具体的には、配偶者に限らず、パートナー等密接な関係にある、または、

あった異性からの暴力（身体・精神的な暴力のほか、性的、経済的、社会的暴力等）をいう。ＤＶについての解説は、

ページに記載。

※第４次「出雲市ＤＶ対策基本計画」（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）
ＤＶ防止法第 条の 第 項に基づき策定した配偶者からの暴力防止と被害者の自立支援等の総合的な施策展開を行

うための計画。

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

R2R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22H21
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

DV以外の相談件数

上記のうちDV

全相談件数

実人数

市女性相談件数の推移

248 321
527

279 281
534

680
502 621 497

674 529

430
640

557
615

787

896

1552

2425
2651

2268
1739

1791

678

961
1084

894
1068

1430

2232

2927

3272

2765
2413

2320

282 283

325 324

358

421

456 459

417
399

414
436
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【【参参考考資資料料；；男男女女のの役役割割にに関関すするる意意識識】】

『男は外で働き、女は家庭を守るべき といった性別によって役割を固定する考え方について、あなたは

どう思いますか？』

 

32 

（ただし、 までは女性相談センターと女性のための総合窓口での件数を合算したも

の）

※ジェンダー

人間には、生まれついての生物学的性別（セックス／ ）があります。一方、社会通念や慣習の中には社会によって

作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を｢社会的性差｣（ジェンダー／ ）と

いいます。「社会的性差」は、それ自体に良い、悪いという価値を含むものではなく、国際的にも使われています。

※社会的性差 ジェンダー に敏感な視点

「社会的性差」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作ら

れたものであることを意識していこうとするものです。

このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等、男女共

同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあります。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を

阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではありません。社会制度・慣

行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要があります。

「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人

間の中性化をめざすこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会と

は異なります。たとえば、児童生徒の発達段階を踏まえない、行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男女同室宿泊、

男女混合騎馬戦等の事例は、きわめて非常識です。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にするこ

とは、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではありません。

（内閣府「男女共同参画基本計画（第２次）から」）

※配偶者等からの暴力（ＤＶ）

この計画では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）（平成 年法律第 号）で

規定する「配偶者からの暴力」を対象とし、具体的には、配偶者に限らず、パートナー等密接な関係にある、または、

あった異性からの暴力（身体・精神的な暴力のほか、性的、経済的、社会的暴力等）をいう。ＤＶについての解説は、

ページに記載。

※第４次「出雲市ＤＶ対策基本計画」（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）
ＤＶ防止法第 条の 第 項に基づき策定した配偶者からの暴力防止と被害者の自立支援等の総合的な施策展開を行

うための計画。

全体

男性

女性

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

「男は外で働き、女は家庭を守るべき」という役割を固定する考え方

5.7 46.113.8 25.6 8.6

4.9 10.046.8 26.411.8

6.7 45.0 24.8 7.0 0.216.3

賛成である

仕方がないと思う

反対である

無回答

あまり好ましくない

その他

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の年代別の回答状況

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

賛成である

仕方がないと思う

反対である

無回答

あまり好ましくない

その他

50.0 50.0

2.6

1.3

15.8 50.0 28.9 2.6

5.6 7.4 46.3 33.3 7.4

13.9 52.8 25.0 8.3

19.2 47.4 20.5 11.5

5.2 18.8 45.8 19.8 9.4

18.1 19.0 35.3 25.0 2.6

1.0

：
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引き続き固定的性別役割分担意識の解消に向けて取り組む必要がありますが、「男性」「女性」

「年代」で意識の違いがみられることから、今後は、広く一般対象ではなく、対象を絞った啓発が

必要と考えられます。 

【【参参考考資資料料；；配配偶偶者者等等かかららのの暴暴力力】】

『あなたは、ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等親密な関係にある、または、あった

異性からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動等）を経験したことがあり

ますか？』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「直接経験」「自分のまわりで経験」と回答した女性は３８．０％で、前回調査よりも増加しました。

男性で「直接経験したことがある」と回答した人は前回調査とほぼ同じで４．８％ありました。 

引き続きＤＶ予防の啓発、ＤＶ被害者の支援を行っていく必要があります。 

 

 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

女性の年代別の回答状況

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

賛成である

仕方がないと思う

反対である

無回答

あまり好ましくない

その他

33.3 44.4 22.2

60.06.04.0 20.0 10.0

48.09.27.1 29.6 6.1

55.613.9 20.8 9.7

48.711.83.4 26.9 9.2

40.020.811.7 22.5 5.0

40.46.11.0 33.3 19.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

「ドメスティックバイオレンス」被害経験について

直接経験したことがある

直接経験したことはないが、
自分のまわりに経験した（している）
人がいる

直接経験したことはなく、
自分のまわりにも経験した（している）
人はいない

無回答

全体

男性

女性

8.5 23.6 66.0 1.8

4.8 20.2 72.4 2.6

11.6 26.4 60.7 1.2

引き続き固定的性別役割分担意識の解消に向けて取り組む必要がありますが、「男性」「女性」

「年代」で意識の違いがみられることから、今後は、広く一般対象ではなく、対象を絞った啓発が

必要と考えられます。

「直接経験」「自分のまわりで経験」と回答した女性は３８．０％で、前回調査よりも増加しま

した。男性で「直接経験したことがある」と回答した人は前回調査とほぼ同じで４．８％ありま

した。

引き続きＤＶ予防の啓発、ＤＶ被害者の支援を行っていく必要があります。

：
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（（１１））性性別別役役割割分分担担意意識識のの解解消消

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

男女共同参画に関す

る講演会や講座の開

催

○人権尊重の視点から、本行動計画及び

｢出雲市人権施策推進基本方針※」に基

づき、講演会・講座の開催、啓発事業の

充実を図ります。

○地域、職場等への出前講座を積極的に

実施します。

○男性、 代 代の男女共同参画を進め

るための取組を推進します。

〇性的少数者※等が、周囲の既成概念のた

めに社会参画を阻害されることがない

よう啓発に取り組みます。

人権同和政策課

市民活動支援課

多様な広報媒体によ

る広報・啓発の充実

○広報紙への定期的かつ継続的な掲載、

啓発パンフレット・情報紙・ホームペー

ジ等の様々な広報媒体を活用し、男女共

同参画の必要性を広く周知する啓発を

進めます。

○男女共同参画に関する資料を収集し、

市民への情報提供に努め、意識啓発を進

めます。

人権同和政策課

市民活動支援課

出雲中央図書館

市民相談体制の充実 ○あらゆる人権問題についての相談体制

の充実を図り、関係機関と連携し、相談

者への適切な助言・支援を行います。（女

性相談、人権相談、児童相談、子ども・

若者相談等）

人権同和政策課

高齢者福祉課

子ども政策課

市民活動支援課

男女共同参画につい

ての先進的な取組の

紹介等（意識改革の

ための広報、啓発）

○男女共同参画啓発事業、広報・ホームペ

ージ・ケーブルテレビ等の広報媒体を活

用し、家庭・地域・職場・教育現場での

先進的な取組を紹介し、啓発を図りま

す。

市民活動支援課

※出雲市人権施策推進基本方針

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条の規定に基づき、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」及

び「島根県人権施策基本方針」の趣旨を踏まえ、本市が取り組むべき人権教育・啓発の基本的な方向を定め、その施

策を推進するための行動計画として策定。

※性的少数者
性的少数者の総称として、同性愛のレズビアン、ゲイ、両性愛のバイセクシャル、心と体の性が一致しないトランス

ジェンダー、性的指向や性自認が定まっていないまたは意図的に定めないクエスチョニングの頭文字をつなげ、ほか

にも様々なセクシャリティがあることを示す＋を組み合わせて「ＬＧＢＴ」や「ＬＧＢＴＱ＋」が用いられることが

ある。

基基本本課課題題ⅡⅡ－－１１ 人人権権尊尊重重意意識識のの啓啓発発
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引き続き固定的性別役割分担意識の解消に向けて取り組む必要がありますが、「男性」「女性」

「年代」で意識の違いがみられることから、今後は、広く一般対象ではなく、対象を絞った啓発が

必要と考えられます。 

【【参参考考資資料料；；配配偶偶者者等等かかららのの暴暴力力】】

『あなたは、ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等親密な関係にある、または、あった

異性からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動等）を経験したことがあり

ますか？』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「直接経験」「自分のまわりで経験」と回答した女性は３８．０％で、前回調査よりも増加しました。

男性で「直接経験したことがある」と回答した人は前回調査とほぼ同じで４．８％ありました。 

引き続きＤＶ予防の啓発、ＤＶ被害者の支援を行っていく必要があります。 

 

 

（１）性別役割分担意識の解消（１）性別役割分担意識の解消

具体的な取組 取組の内容 担当部署
26 男女共同参画に関

する講演会や講座

の開催

○人権尊重の視点から、本行動計画及び「出

雲市人権施策推進基本方針※」に基づき、

講演会・講座の開催、啓発事業の充実を

図ります。

○地域、職場等への出前講座を積極的に実

施します。

○男性、20 代 30 代の男女共同参画を進め

るための取組を推進します。

〇性的少数者※等が、周囲の既成概念のた

めに社会参画を阻害されることがないよ

う啓発に取り組みます。

人権同和政策課

市民活動支援課

27 多様な広報媒体に

よる広報・啓発の

充実

○広報紙への定期的かつ継続的な掲載、啓

発パンフレット・情報紙・ホームページ

等の様々な広報媒体を活用し、男女共同

参画の必要性を広く周知する啓発を進め

ます。

○男女共同参画に関する資料を収集し、市

民への情報提供に努め、意識啓発を進め

ます。

人権同和政策課

市民活動支援課

出雲中央図書館

28 市民相談体制の充実 ○あらゆる人権問題についての相談体制の

充実を図り、関係機関と連携し、相談者

への適切な助言・支援を行います。（女

性相談、人権相談、児童相談、子ども・

若者相談等）

人権同和政策課

高齢者福祉課

子ども政策課

市民活動支援課

29 男女共同参画につ

いての先進的な取

組の紹介等（意識

改革のための広報、

啓発）

○男女共同参画啓発事業、広報・ホームペー

ジ・ケーブルテレビ等の広報媒体を活用

し、家庭・地域・職場・教育現場での先

進的な取組を紹介し、啓発を図ります。

市民活動支援課
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※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

性別による役割分担意識に否定的な人の割合 市民意識調

査
７１．７％ ８０％

（（２２））メメデディィアアにによよるる男男女女共共同同参参画画にに関関すするる啓啓発発

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

刊行物やホームペ

ージの内容の見直

し

○市の広報・ホームページや啓発紙及び各

種刊行物について、男女共同参画の視点

に立った表現ができているか点検し、必

要に応じて見直しを行います。

市民活動支援課

関係各課

男女共同参画の視

点からの表現の啓

発

○市の刊行物を作成する際の参考資料を

提供し、男女共同参画の視点に立った表

現を促します。

市民活動支援課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）
性別による役割分担意識に否定的な人の割合

(市民意識調査 )
７１．７％ ８０％

（２）メディアによる男女共同参画に関する啓発（２）メディアによる男女共同参画に関する啓発

具体的な取組 取組の内容 担当部署
30 刊 行 物 や ホ ー ム

ページの内容の見

直し

○市の広報・ホームページや啓発紙及び各

種刊行物について、男女共同参画の視点

に立った表現ができているか点検し、必

要に応じて見直しを行います。

市民活動支援課

関係各課

31 男女共同参画の視

点からの表現の啓

発

○市の刊行物を作成する際の参考資料を提

供し、男女共同参画の視点に立った表現

を促します。

市民活動支援課
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（（１１））ひひととりり親親家家庭庭、、生生活活困困窮窮者者へへのの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ひとり親家庭への支

援の充実

〇ひとり親家庭の経済的負担と子ども

の健全な育成、生活の安定を図りま

す。

福祉推進課

子ども政策課

教育政策課

きめ細やかな就職支

援

○ひとり親家庭の実情に応じ、母子家

庭等就業・自立支援センター等にお

いてひとり親を含む子育て女性等に

対するきめ細やかな就職支援を実施

します。

子ども政策課

離婚前からの女性相

談の充実・強化

○弁護士等による支援を含めた離婚前

からの女性支援の充実を図ります。

市民活動支援課

次世代への貧困の連

鎖を断ち切るための

切れ目のない支援

○貧困の状況にある子どもへの教育の

支援、生活面での支援等を行います。

子ども政策課

学校教育課

福祉推進課

○次世代を担う子ども若者が社会生活

を円滑に営むことができるよう、子

ども若者支援センター、ひきこもり

地域支援センター等において多様な

主体間の連携により切れ目のない支

援を行います。

市民活動支援課

学校教育課

福祉推進課

健康増進課

（（２２））高高齢齢者者、、障障ががいい者者へへのの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

要介護者（高齢者、障

がい者（児））がいる

家庭への支援の充実

○「出雲市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画」※・「出雲市障がい者計画」、

「出雲市障がい福祉計画」「出雲市障

がい児福祉計画」※に基づき、介護を

必要とする高齢者、障がい者（児）等

への支援サービスを充実し、要介護者

及び介護者が安心して暮らせる環境

づくりに努めます。

福祉推進課

高齢者福祉課

医療介護連携課

基基本本課課題題ⅡⅡ－－２２ 誰誰ももがが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境のの整整備備
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※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

性別による役割分担意識に否定的な人の割合 市民意識調

査
７１．７％ ８０％

（（２２））メメデディィアアにによよるる男男女女共共同同参参画画にに関関すするる啓啓発発

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

刊行物やホームペ

ージの内容の見直

し

○市の広報・ホームページや啓発紙及び各

種刊行物について、男女共同参画の視点

に立った表現ができているか点検し、必

要に応じて見直しを行います。

市民活動支援課

関係各課

男女共同参画の視

点からの表現の啓

発

○市の刊行物を作成する際の参考資料を

提供し、男女共同参画の視点に立った表

現を促します。

市民活動支援課

（１）ひとり親家庭、生活困窮者への支援（１）ひとり親家庭、生活困窮者への支援

具体的な取組 取組の内容 担当部署
32 ひとり親家庭への

支援の充実

〇ひとり親家庭の経済的負担と子どもの健

全な育成、生活の安定を図ります。

福祉推進課

子ども政策課

教育政策課

33 きめ細やかな就職

支援

○ひとり親家庭の実情に応じ、母子家庭等

就業・自立支援センター等においてひと

り親を含む子育て女性等に対するきめ細

やかな就職支援を実施します。

子ども政策課

34 離婚前からの女性

相談の充実・強化

○弁護士等による支援を含めた離婚前から

の女性支援の充実を図ります。

市民活動支援課

35 次世代への貧困の

連鎖を断ち切るた

めの切れ目のない

支援

○貧困の状況にある子どもへの教育の支

援、生活面での支援等を行います。

子ども政策課

学校教育課

福祉推進課

○次世代を担う子ども若者が社会生活を円

滑に営むことができるよう、子ども若者

支援センター、ひきこもり地域支援セン

ター等において多様な主体間の連携によ

り切れ目のない支援を行います。

市民活動支援課

学校教育課

福祉推進課

健康増進課

（２）高齢者、障がい者への支援（２）高齢者、障がい者への支援

具体的な取組 取組の内容 担当部署
36 要介護者（高齢者、

障がい者（児））が

いる家庭への支援

の充実

○「出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画」※・「出雲市障がい者計画」、「出雲

市障がい福祉計画」「出雲市障がい児福

祉計画」※に基づき、介護を必要とする

高齢者、障がい者（児）等への支援サー

ビスを充実し、要介護者及び介護者が安

心して暮らせる環境づくりに努めます。

福祉推進課

高齢者福祉課

医療介護連携課

− 36 −
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（（３３））外外国国人人住住民民がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国際理解の促進 ○外国青年を招致しての異文化交流事業、

講座の開催、外国語指導助手を招致した

教育・交流により国際理解を深めます。

○海外姉妹都市等との交流事業、各種国際

交流活動団体への支援等を通じて、異文

化交流を促進します。

政策企画課

文化国際室

学校教育課

多文化共生の推進 ○多様性を認めあい、みんなでつくる多文

化共生のまちづくりを推進します。

政策企画課

文化国際室

関係各課

（（４４））全全般般

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ユニバーサルデザ

イン※によるまちづ

くり

○子どもから高齢者、障がい者（児）すべ

ての人が、安心して社会参加できるまち

づくりを進めます。（公共施設、交通施

設、道路、公園等）

福祉推進課

関係各課

その他の分野にお

ける男女共同参画

の推進

○環境問題等への取組、まちづくり、地域

おこし等、さまざまな分野における男女

共同参画を推進します。

市民活動支援課

関係各課

※出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

出雲市の高齢者保健・福祉・介護施策の道しるべとなるべき総合計画として位置づけ、日常生活圏域を単位とした高

齢者施策を推進するために策定。介護保険事業計画としては第 期の事業計画となり、本計画策定にあたっては、令

和 年度の介護サービス基盤を見据えて策定している。

※出雲市障がい者計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）、出雲市障がい福祉計画、出雲市障がい児福祉

計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者の自立と社会参加を促進するための基本的な事項や理念を定め

るとともに、障がい福祉サービス・障がい児通所サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制について、必

要なサービス見込量及びその確保体制並びに連携体制等に関して定めている。現計画は第２次出雲市障がい者計画、

第 期出雲市障がい福祉計画、第 期出雲市障がい児福祉計画

※ユニバーサルデザイン

全ての人にとって使いやすく分かりやすい、安全･快適な｢もの・まち･サービス」をめざす考え方。
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（（３３））外外国国人人住住民民がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国際理解の促進 ○外国青年を招致しての異文化交流事業、

講座の開催、外国語指導助手を招致した

教育・交流により国際理解を深めます。

○海外姉妹都市等との交流事業、各種国際

交流活動団体への支援等を通じて、異文

化交流を促進します。

政策企画課

文化国際室

学校教育課

多文化共生の推進 ○多様性を認めあい、みんなでつくる多文

化共生のまちづくりを推進します。

政策企画課

文化国際室

関係各課

（（４４））全全般般

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ユニバーサルデザ

イン※によるまちづ

くり

○子どもから高齢者、障がい者（児）すべ

ての人が、安心して社会参加できるまち

づくりを進めます。（公共施設、交通施

設、道路、公園等）

福祉推進課

関係各課

その他の分野にお

ける男女共同参画

の推進

○環境問題等への取組、まちづくり、地域

おこし等、さまざまな分野における男女

共同参画を推進します。

市民活動支援課

関係各課

※出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

出雲市の高齢者保健・福祉・介護施策の道しるべとなるべき総合計画として位置づけ、日常生活圏域を単位とした高

齢者施策を推進するために策定。介護保険事業計画としては第 期の事業計画となり、本計画策定にあたっては、令

和 年度の介護サービス基盤を見据えて策定している。

※出雲市障がい者計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）、出雲市障がい福祉計画、出雲市障がい児福祉

計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者の自立と社会参加を促進するための基本的な事項や理念を定め

るとともに、障がい福祉サービス・障がい児通所サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制について、必

要なサービス見込量及びその確保体制並びに連携体制等に関して定めている。現計画は第２次出雲市障がい者計画、

第 期出雲市障がい福祉計画、第 期出雲市障がい児福祉計画

※ユニバーサルデザイン

全ての人にとって使いやすく分かりやすい、安全･快適な｢もの・まち･サービス」をめざす考え方。

（３）外国人住民が安心して暮らせる環境整備（３）外国人住民が安心して暮らせる環境整備

具体的な取組 取組の内容 担当部署
37 国際理解の促進 ○外国青年を招致しての異文化交流事業、

講座の開催、外国語指導助手を招致した

教育・交流により国際理解を深めます。

○海外姉妹都市等との交流事業、各種国際

交流活動団体への支援等を通じて、異文

化交流を促進します。

政策企画課

文化国際室

学校教育課

38 多文化共生の推進 ○多様性を認めあい、みんなでつくる多文

化共生のまちづくりを推進します。

政策企画課

文化国際室

関係各課

（４）全般（４）全般

具体的な取組 取組の内容 担当部署
39 ユニバーサルデザ

イン※によるまちづ

くり

○子どもから高齢者、障がい者（児）すべ

ての人が、安心して社会参加できるまち

づくりを進めます。（公共施設、交通施設、

道路、公園等）

福祉推進課

関係各課

40 その他の分野にお

ける男女共同参画

の推進

○環境問題等への取組、まちづくり、地域

おこし等、さまざまな分野における男女

共同参画を推進します。

市民活動支援課

関係各課

る。

画。
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（（１１））男男女女間間のの暴暴力力をを根根絶絶すするる環環境境づづくくりり

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ＤＶ防止に関する広

報・講座等の開催

○広報紙・情報紙への啓発記事の掲載、講

座や研修会を開催し、暴力根絶の意識づ

くりを促します。

市民活動支援課

学校におけるＤＶ防

止研修の実施

○学校教職員に対して、子どもに関わる

ＤＶに関する正しい理解・認識を促進す

るため、研修を実施します。

○県等と連携しながら、市内の専門学校、

高等学校等への啓発を行い、若年層への

ＤＶ防止意識の醸成を図ります。

○若年層がＤＶの加害者や被害者となら

ないために、主に市内の中学校に対し

「出雲市デートＤＶ※防止出前講座」を

実施します。

市民活動支援課

児童生徒支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

ＤＶ防止研修会参加人数 ３５６人 ４００人

中学･高校デートＤＶ防止出前講座実施回数 １１回 １２回

注 ＤＶ防止研修会参加人数は、中学･高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数

（（２２））配配偶偶者者等等かかららのの暴暴力力防防止止及及びび被被害害者者のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ＤＶ等相談体制の

充実

○ＤＶ等の相談体制の充実を図り、関係機

関と連携し、相談者へ適切な助言・支援

を行います。（女性相談、人権相談、児童

相談ほか）

市民活動支援課

関係各課

ＤＶ被害者支援体

制の充実と自立へ

の支援

○県、市等の関係機関との連携のもと、被

害者の状況に応じた適切な支援を行い

ます。

○被害者の支援については、ワンストップ

で手続きできるよう女性相談窓口で調

整し、被害者の負担軽減を図ります。

市民活動支援課

関係各課

ＤＶと児童虐待同

時発生への対応

〇配偶者等からの暴力と児童虐待が同時

に発生することもあることから、各対応

機関の連携・協力を推進します。

市民活動支援課

子ども政策課

関係各課

基基本本課課題題ⅡⅡ－－３３ 男男女女間間ののああららゆゆるる暴暴力力のの根根絶絶
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（（１１））男男女女間間のの暴暴力力をを根根絶絶すするる環環境境づづくくりり

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ＤＶ防止に関する広

報・講座等の開催

○広報紙・情報紙への啓発記事の掲載、講

座や研修会を開催し、暴力根絶の意識づ

くりを促します。

市民活動支援課

学校におけるＤＶ防

止研修の実施

○学校教職員に対して、子どもに関わる

ＤＶに関する正しい理解・認識を促進す

るため、研修を実施します。

○県等と連携しながら、市内の専門学校、

高等学校等への啓発を行い、若年層への

ＤＶ防止意識の醸成を図ります。

○若年層がＤＶの加害者や被害者となら

ないために、主に市内の中学校に対し

「出雲市デートＤＶ※防止出前講座」を

実施します。

市民活動支援課

児童生徒支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

ＤＶ防止研修会参加人数 ３５６人 ４００人

中学･高校デートＤＶ防止出前講座実施回数 １１回 １２回

注 ＤＶ防止研修会参加人数は、中学･高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数

（（２２））配配偶偶者者等等かかららのの暴暴力力防防止止及及びび被被害害者者のの支支援援

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ＤＶ等相談体制の

充実

○ＤＶ等の相談体制の充実を図り、関係機

関と連携し、相談者へ適切な助言・支援

を行います。（女性相談、人権相談、児童

相談ほか）

市民活動支援課

関係各課

ＤＶ被害者支援体

制の充実と自立へ

の支援

○県、市等の関係機関との連携のもと、被

害者の状況に応じた適切な支援を行い

ます。

○被害者の支援については、ワンストップ

で手続きできるよう女性相談窓口で調

整し、被害者の負担軽減を図ります。

市民活動支援課

関係各課

ＤＶと児童虐待同

時発生への対応

〇配偶者等からの暴力と児童虐待が同時

に発生することもあることから、各対応

機関の連携・協力を推進します。

市民活動支援課

子ども政策課

関係各課

基基本本課課題題ⅡⅡ－－３３ 男男女女間間ののああららゆゆるる暴暴力力のの根根絶絶
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（（３３））外外国国人人住住民民がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国際理解の促進 ○外国青年を招致しての異文化交流事業、

講座の開催、外国語指導助手を招致した

教育・交流により国際理解を深めます。

○海外姉妹都市等との交流事業、各種国際

交流活動団体への支援等を通じて、異文

化交流を促進します。

政策企画課

文化国際室

学校教育課

多文化共生の推進 ○多様性を認めあい、みんなでつくる多文

化共生のまちづくりを推進します。

政策企画課

文化国際室

関係各課

（（４４））全全般般

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ユニバーサルデザ

イン※によるまちづ

くり

○子どもから高齢者、障がい者（児）すべ

ての人が、安心して社会参加できるまち

づくりを進めます。（公共施設、交通施

設、道路、公園等）

福祉推進課

関係各課

その他の分野にお

ける男女共同参画

の推進

○環境問題等への取組、まちづくり、地域

おこし等、さまざまな分野における男女

共同参画を推進します。

市民活動支援課

関係各課

※出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

出雲市の高齢者保健・福祉・介護施策の道しるべとなるべき総合計画として位置づけ、日常生活圏域を単位とした高

齢者施策を推進するために策定。介護保険事業計画としては第 期の事業計画となり、本計画策定にあたっては、令

和 年度の介護サービス基盤を見据えて策定している。

※出雲市障がい者計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）、出雲市障がい福祉計画、出雲市障がい児福祉

計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者の自立と社会参加を促進するための基本的な事項や理念を定め

るとともに、障がい福祉サービス・障がい児通所サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制について、必

要なサービス見込量及びその確保体制並びに連携体制等に関して定めている。現計画は第２次出雲市障がい者計画、

第 期出雲市障がい福祉計画、第 期出雲市障がい児福祉計画

※ユニバーサルデザイン

全ての人にとって使いやすく分かりやすい、安全･快適な｢もの・まち･サービス」をめざす考え方。
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（（３３））外外国国人人住住民民がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国際理解の促進 ○外国青年を招致しての異文化交流事業、

講座の開催、外国語指導助手を招致した

教育・交流により国際理解を深めます。

○海外姉妹都市等との交流事業、各種国際

交流活動団体への支援等を通じて、異文

化交流を促進します。

政策企画課

文化国際室

学校教育課

多文化共生の推進 ○多様性を認めあい、みんなでつくる多文

化共生のまちづくりを推進します。

政策企画課

文化国際室

関係各課

（（４４））全全般般

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

ユニバーサルデザ

イン※によるまちづ

くり

○子どもから高齢者、障がい者（児）すべ

ての人が、安心して社会参加できるまち

づくりを進めます。（公共施設、交通施

設、道路、公園等）

福祉推進課

関係各課

その他の分野にお

ける男女共同参画

の推進

○環境問題等への取組、まちづくり、地域

おこし等、さまざまな分野における男女

共同参画を推進します。

市民活動支援課

関係各課

※出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

出雲市の高齢者保健・福祉・介護施策の道しるべとなるべき総合計画として位置づけ、日常生活圏域を単位とした高

齢者施策を推進するために策定。介護保険事業計画としては第 期の事業計画となり、本計画策定にあたっては、令

和 年度の介護サービス基盤を見据えて策定している。

※出雲市障がい者計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）、出雲市障がい福祉計画、出雲市障がい児福祉

計画（ 年度策定。計画期間 ～ 年度）

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者の自立と社会参加を促進するための基本的な事項や理念を定め

るとともに、障がい福祉サービス・障がい児通所サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制について、必

要なサービス見込量及びその確保体制並びに連携体制等に関して定めている。現計画は第２次出雲市障がい者計画、

第 期出雲市障がい福祉計画、第 期出雲市障がい児福祉計画

※ユニバーサルデザイン

全ての人にとって使いやすく分かりやすい、安全･快適な｢もの・まち･サービス」をめざす考え方。

（１）男女間の暴力を根絶する環境づくり（１）男女間の暴力を根絶する環境づくり

具体的な取組 取組の内容 担当部署
41 ＤＶ防止に関する

広報・講座等の開

催

○広報紙・情報紙への啓発記事の掲載、講

座や研修会を開催し、暴力根絶の意識づ

くりを促します。

市民活動支援課

42 学校におけるＤＶ

防止研修の実施

○学校教職員に対して、子どもに関わるＤ

Ｖに関する正しい理解・認識を促進する

ため、研修を実施します。

○県等と連携しながら、市内の専門学校、

高等学校等への啓発を行い、若年層への

ＤＶ防止意識の醸成を図ります。

○若年層がＤＶの加害者や被害者とならな

いために、主に市内の中学校に対し「出

雲市デートＤＶ※防止出前講座」を実施

します。

市民活動支援課

児童生徒支援課

（２）配偶者等からの暴力防止及び被害者の支援（２）配偶者等からの暴力防止及び被害者の支援

具体的な取組 取組の内容 担当部署
43 ＤＶ等相談体制の

充実

○ＤＶ等の相談体制の充実を図り、関係機

関と連携し、相談者へ適切な助言・支援

を行います。（女性相談、人権相談、児

童相談ほか）

市民活動支援課

関係各課

44 ＤＶ被害者支援体

制の充実と自立へ

の支援

○県、市等の関係機関との連携のもと、被

害者の状況に応じた適切な支援を行いま

す。

○被害者の支援については、ワンストップ

で手続きできるよう女性相談窓口で調整

し、被害者の負担軽減を図ります。

市民活動支援課

関係各課

45 ＤＶと児童虐待同

時発生への対応

〇配偶者等からの暴力と児童虐待が同時に

発生することもあることから、各対応機

関の連携・協力を推進します。

市民活動支援課

子ども政策課

関係各課

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）

ＤＶ防止研修会参加人数 ３５６人 ４００人

中学 ･高校デートＤＶ防止出前講座実施回数 １１回 １２回

− 38 −



 

40 

（（３３）） セセククシシュュアアルル・・ハハララススメメンントト防防止止対対策策のの推推進進

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

セクシュアル・ハラ

スメント※防止意識

の普及

○市民及び職場に向けて、セクシュアル・

ハラスメント防止の広報・情報提供を行

い、環境改善を図ります。

市民活動支援課

産業政策課

※デートＤＶ
恋人（同居していない）間での身体的、精神的、性的、経済的暴力等のこと。

※セクシュアル・ハラスメント

セクハラ相手を不快にさせる性的な言動。身体への不必要な接触だけでなく、相手の意に反した性的な冗談や意図的

に性に関する噂を流すことも含む。

（３）	セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進（３）	セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

具体的な取組 取組の内容 担当部署
46 セクシュアル・ハ

ラスメント※防止意

識の普及

○市民及び職場に向けて、セクシュアル・

ハラスメント防止の広報・情報提供を行

い、環境改善を図ります。

市民活動支援課

産業政策課

− 39 −



 

41 

（（１１）） 生生涯涯をを通通じじたた健健康康づづくくりりのの推推進進  
具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

思春期・若年期にお

ける健康づくり

○教育現場における医学的・科学的な知

識をもとに、健康に関する包括的な教

育・普及啓発を実施します。

○保護者、地域への情報提供・学習支援を

行い、理解の促進に努めます。

健康増進課

学校教育課

妊娠・出産期に関す

る健康支援

○妊娠から出産まで一貫した健康診査、

健康相談、訪問相談等を行います。

○「子育て世代包括支援センター」等の関

係機関と連携し、産後ケア事業や産前・

産後サポートの実施を通じて妊産婦等

を支える包括支援体制を構築します。

○働く女性の母性保護のため、事業主に

対して労働基準法や男女雇用機会均等

法における母性保護規定の周知と普及

と図ります。

健康増進課

産業政策課

関係各課

中高年期における健

康づくり

○ライフステージに応じた健康づくりの

啓発と相談体制の充実、各種健診の受診

拡大やがん検診体制の充実・受診促進に

努めます。

○生活習慣病（がん、心疾患、糖尿病、脳

卒中）予防や重症化予防の推進のための

健康教育、健康相談の充実を図ります。

健康増進課

関係各課

 

基基本本課課題題ⅡⅡ－－４４ 生生涯涯をを通通じじたた健健康康づづくくりりのの推推進進

 

40 

（（３３）） セセククシシュュアアルル・・ハハララススメメンントト防防止止対対策策のの推推進進

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

セクシュアル・ハラ

スメント※防止意識

の普及

○市民及び職場に向けて、セクシュアル・

ハラスメント防止の広報・情報提供を行

い、環境改善を図ります。

市民活動支援課

産業政策課

※デートＤＶ
恋人（同居していない）間での身体的、精神的、性的、経済的暴力等のこと。

※セクシュアル・ハラスメント

セクハラ相手を不快にさせる性的な言動。身体への不必要な接触だけでなく、相手の意に反した性的な冗談や意図的

に性に関する噂を流すことも含む。

（１）	生涯を通じた健康づくりの推進（１）	生涯を通じた健康づくりの推進

具体的な取組 取組の内容 担当部署
47 思春期・若年期に

おける健康づくり

○教育現場における医学的・科学的な知識

をもとに、健康に関する包括的な教育・

普及啓発を実施します。

○保護者、地域への情報提供・学習支援を

行い、理解の促進に努めます。

健康増進課

学校教育課

48 妊娠・出産期に関

する健康支援

○妊娠から出産まで一貫した健康診査、健

康相談、訪問相談等を行います。

○「子育て世代包括支援センター」等の関

係機関と連携し、産後ケア事業や産前・

産後サポートの実施を通じて妊産婦等を

支える包括支援体制を構築します。

○働く女性の母性保護のため、事業主に対

して労働基準法や男女雇用機会均等法に

おける母性保護規定の周知と普及と図り

ます。

健康増進課

産業政策課

関係各課

49 中高年期における

健康づくり

○ライフステージに応じた健康づくりの啓

発と相談体制の充実、各種健診の受診拡

大やがん検診体制の充実・受診促進に努

めます。

○生活習慣病（がん、心疾患、糖尿病、脳

卒中）予防や重症化予防の推進のための

健康教育、健康相談の充実を図ります。

健康増進課

関係各課

− 40 −



 

43 

（（１１））市市ににおおけけるる体体制制整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

男女共同参画推進体

制の整備

○全庁的な取組推進を図るため市内部に

設置した「出雲市男女共同参画推進本

部」、市民により構成された「出雲市男

女共同参画推進委員会」の活用を図り、

行政と市民が連携して男女共同参画施

策を推進します。

市民活動支援課

行動計画実施状況の

把握・見直し

○年度ごとに各施策の実施状況をまとめ、

施策の評価分析を行いながら、必要に応

じて施策内容を見直します。

○客観的に進捗状況を把握するための参

考指標として数値目標を設定し、状況把

握を行います。

市民活動支援課

男女共同参画に関す

る苦情相談窓口の設

置

○市が行う施策に関する男女共同参画・男

女平等についての苦情相談窓口を、本庁

及び市男女共同参画センターに設置す

るとともに、周知に努めます。

市民活動支援課

入札参加資格審査申

請者の男女共同参画

への取組状況把握

○入札参加資格審査申請者の子育て支援

や女性の活躍推進に向けた積極的な取

組の状況を調査し評価に反映すること

で、男女が働きやすい職場づくりを促進

します。

管財契約課

経営企画課

市民活動支援課

市職員研修の実施 ○男女共同参画の視点に立ってそれぞれ

の職務の遂行に努めるとともに、地域に

おいて男女共同参画推進者としての役

割を果たす職員を育成するため、計画的

に研修を実施します。

人事課

市民活動支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

市職員男女共同参画職場研修の実施率 ８６．１％＊ １００％

＊Ｒ元年度数値

基基本本課課題題ⅢⅢ－－１１ 行行政政ににおおけけるる推推進進体体制制のの整整備備

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進
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基基本本

第１次行動計画（Ｈ１８~２１）において、家庭・地域・職場・教育現場での推進体制

を整備し、以降それぞれの立場で男女共同参画推進のための継続的な取組を行ってきまし

た。 
大規模災害の発生はすべての人の生活を脅かしますが、とりわけ脆弱な状況にある人が

より多くの影響を受けることが指摘されています。男女共同参画の視点から災害対応が行

われることが防災・減災、災害に強い社会の実現に必須であることから、その実現に向け

て取り組みます。 
男女共同参画のまちを構築していくためには、市や市民、事業者、教育機関、地域の総

合的活動拠点であるコミュニティセンター、その他関係団体等がそれぞれの責任を認識し、

主体的に男女共同参画の取組を行っていくことが必要です。市職員においても、男女共同

参画の視点に立ってそれぞれの職務を遂行し、地域における男女共同参画推進者としての

役割を果たすよう推進体制強化に努めます。また、男女共同参画施設職員においては、事

業を進めるために必要な情報収集に努め、研修等の機会を通じ人材を育成します。そして、

男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点となるよう努めます。 
これまでの計画の取組を基に、それぞれの分野での男女共同参画の主体的な取組を拡げ

ていくために、市民への啓発や相談窓口である拠点施設の機能、連携の充実を図っていき

ます。 

基基本本目目標標ⅢⅢ 推推進進体体制制のの整整備備

【【重重点点的的なな取取組組事事項項】】 ★★総総合合的的なな推推進進体体制制整整備備

★★市市民民とと行行政政のの協協働働のの取取組組のの推推進進
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目目

 

基基本本

第１次行動計画（Ｈ１８~２１）において、家庭・地域・職場・教育現場での推進体制

を整備し、以降それぞれの立場で男女共同参画推進のための継続的な取組を行ってきまし

た。 
大規模災害の発生はすべての人の生活を脅かしますが、とりわけ脆弱な状況にある人が

より多くの影響を受けることが指摘されています。男女共同参画の視点から災害対応が行

われることが防災・減災、災害に強い社会の実現に必須であることから、その実現に向け

て取り組みます。 
男女共同参画のまちを構築していくためには、市や市民、事業者、教育機関、地域の総

合的活動拠点であるコミュニティセンター、その他関係団体等がそれぞれの責任を認識し、

主体的に男女共同参画の取組を行っていくことが必要です。市職員においても、男女共同

参画の視点に立ってそれぞれの職務を遂行し、地域における男女共同参画推進者としての

役割を果たすよう推進体制強化に努めます。また、男女共同参画施設職員においては、事

業を進めるために必要な情報収集に努め、研修等の機会を通じ人材を育成します。そして、

男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点となるよう努めます。 
これまでの計画の取組を基に、それぞれの分野での男女共同参画の主体的な取組を拡げ

ていくために、市民への啓発や相談窓口である拠点施設の機能、連携の充実を図っていき

ます。 

基基本本目目標標ⅢⅢ 推推進進体体制制のの整整備備

【【重重点点的的なな取取組組事事項項】】 ★★総総合合的的なな推推進進体体制制整整備備

★★市市民民とと行行政政のの協協働働のの取取組組のの推推進進
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（（１１））市市ににおおけけるる体体制制整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

男女共同参画推進体

制の整備

○全庁的な取組推進を図るため市内部に

設置した「出雲市男女共同参画推進本

部」、市民により構成された「出雲市男

女共同参画推進委員会」の活用を図り、

行政と市民が連携して男女共同参画施

策を推進します。

市民活動支援課

行動計画実施状況の

把握・見直し

○年度ごとに各施策の実施状況をまとめ、

施策の評価分析を行いながら、必要に応

じて施策内容を見直します。

○客観的に進捗状況を把握するための参

考指標として数値目標を設定し、状況把

握を行います。

市民活動支援課

男女共同参画に関す

る苦情相談窓口の設

置

○市が行う施策に関する男女共同参画・男

女平等についての苦情相談窓口を、本庁

及び市男女共同参画センターに設置す

るとともに、周知に努めます。

市民活動支援課

入札参加資格審査申

請者の男女共同参画

への取組状況把握

○入札参加資格審査申請者の子育て支援

や女性の活躍推進に向けた積極的な取

組の状況を調査し評価に反映すること

で、男女が働きやすい職場づくりを促進

します。

管財契約課

経営企画課

市民活動支援課

市職員研修の実施 ○男女共同参画の視点に立ってそれぞれ

の職務の遂行に努めるとともに、地域に

おいて男女共同参画推進者としての役

割を果たす職員を育成するため、計画的

に研修を実施します。

人事課

市民活動支援課

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

市職員男女共同参画職場研修の実施率 ８６．１％＊ １００％

＊Ｒ元年度数値

基基本本課課題題ⅢⅢ－－１１ 行行政政ににおおけけるる推推進進体体制制のの整整備備

地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進
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目目

 

基基本本

第１次行動計画（Ｈ１８~２１）において、家庭・地域・職場・教育現場での推進体制

を整備し、以降それぞれの立場で男女共同参画推進のための継続的な取組を行ってきまし

た。 
大規模災害の発生はすべての人の生活を脅かしますが、とりわけ脆弱な状況にある人が

より多くの影響を受けることが指摘されています。男女共同参画の視点から災害対応が行

われることが防災・減災、災害に強い社会の実現に必須であることから、その実現に向け

て取り組みます。 
男女共同参画のまちを構築していくためには、市や市民、事業者、教育機関、地域の総

合的活動拠点であるコミュニティセンター、その他関係団体等がそれぞれの責任を認識し、

主体的に男女共同参画の取組を行っていくことが必要です。市職員においても、男女共同

参画の視点に立ってそれぞれの職務を遂行し、地域における男女共同参画推進者としての

役割を果たすよう推進体制強化に努めます。また、男女共同参画施設職員においては、事

業を進めるために必要な情報収集に努め、研修等の機会を通じ人材を育成します。そして、

男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点となるよう努めます。 
これまでの計画の取組を基に、それぞれの分野での男女共同参画の主体的な取組を拡げ

ていくために、市民への啓発や相談窓口である拠点施設の機能、連携の充実を図っていき

ます。 

基基本本目目標標ⅢⅢ 推推進進体体制制のの整整備備

【【重重点点的的なな取取組組事事項項】】 ★★総総合合的的なな推推進進体体制制整整備備

★★市市民民とと行行政政のの協協働働のの取取組組のの推推進進

 

（１）市における体制整備（１）市における体制整備

具体的な取組 取組の内容 担当部署
50 男女共同参画推進

体制の整備

○全庁的な取組推進を図るため市内部に設

置した「出雲市男女共同参画推進本部」、

市民により構成された「出雲市男女共同

参画推進委員会」の活用を図り、行政と

市民が連携して男女共同参画施策を推進

します。

市民活動支援課

51 行動計画実施状況

の把握・見直し

○年度ごとに各施策の実施状況をまとめ、

施策の評価分析を行いながら、必要に応

じて施策内容を見直します。

○客観的に進捗状況を把握するための参考

指標として数値目標を設定し、状況把握

を行います。

市民活動支援課

52 男女共同参画に関

する苦情相談窓口

の設置

○市が行う施策に関する男女共同参画・男

女平等についての苦情相談窓口を、本庁

及び市男女共同参画センターに設置する

とともに、周知に努めます。

市民活動支援課

53 入札参加資格審査

申請者の男女共同

参画への取組状況

把握

○入札参加資格審査申請者の子育て支援や

女性の活躍推進に向けた積極的な取組の

状況を調査し評価に反映することで、男

女が働きやすい職場づくりを促進しま

す。

管財契約課

経営企画課

市民活動支援課

54 市職員研修の実施 ○男女共同参画の視点に立ってそれぞれの

職務の遂行に努めるとともに、地域にお

いて男女共同参画推進者としての役割を

果たす職員を育成するため、計画的に研

修を実施します。

人事課

市民活動支援課

※数値目標

項目 現状（Ｒ元） 目標（Ｒ８）
市職員男女共同参画職場研修の実施率

（R2 は新型コロナウイルス感染症拡大により未実施）
８６．１％＊ １００％

− 42 −
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（（１１））市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

職場、教育現場にお

ける推進体制の整備

○職場、教育現場における推進体制の整

備を促します。

市民活動支援課

産業政策課

保育幼稚園課

学校教育課

男女共同参画のネッ

トワークづくり

○地区、職場及び教育現場における推進

組織並びに男女共同参画関係市民団体

が連携し、男女共同参画のまちづくりを

総合的に推進します。

市民活動支援課

 
 
 
 
 
 

（（１１））国国、、県県及及びび関関係係機機関関ととのの連連携携

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国、県及び関係機関

との連携による推進

○男女共同参画に関する計画・施策につ

いて、国や県の計画等と連動した取組を

行います。

○講座等への講師派遣、各種情報交換、

ＤＶ被害者支援等、関係機関との積極的

な連携により、スムーズな事業運営を図

ります。

市民活動支援課

関係各課

基基本本課課題題ⅢⅢ－－２２ 市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

基基本本課課題題ⅢⅢ－－３３ 国国、、県県及及びび関関係係機機関関等等ととのの連連携携
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（（１１））市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

職場、教育現場にお

ける推進体制の整備

○職場、教育現場における推進体制の整

備を促します。

市民活動支援課

産業政策課

保育幼稚園課

学校教育課

男女共同参画のネッ

トワークづくり

○地区、職場及び教育現場における推進

組織並びに男女共同参画関係市民団体

が連携し、男女共同参画のまちづくりを

総合的に推進します。

市民活動支援課

 
 
 
 
 
 

（（１１））国国、、県県及及びび関関係係機機関関ととのの連連携携

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国、県及び関係機関

との連携による推進

○男女共同参画に関する計画・施策につ

いて、国や県の計画等と連動した取組を

行います。

○講座等への講師派遣、各種情報交換、

ＤＶ被害者支援等、関係機関との積極的

な連携により、スムーズな事業運営を図

ります。

市民活動支援課

関係各課

基基本本課課題題ⅢⅢ－－２２ 市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

基基本本課課題題ⅢⅢ－－３３ 国国、、県県及及びび関関係係機機関関等等ととのの連連携携
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（（２２））拠拠点点施施設設機機能能のの充充実実

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

男女共同参画推進

拠点施設機能の充

実

○男女共同参画拠点施設においては、意識

啓発のための講座等の開催、展示、情報

発信を充実するとともに、関係団体のネ

ットワークの構築、活動支援等を行いま

す。

〇事業を進めるために必要な情報収集に

努め、研修等の機会を通じ男女共同参画

施設職員の人材を育成します。

〇男女共同参画の視点からの地域の防災

力の推進拠点となるよう努めます。

市民活動支援課

コミュニティセン

ター機能の充実

○男女共同参画に関する情報提供、職員へ

の研修の実施等により、地域の男女共同

参画推進の拠点としての機能の充実を

図ります。

自治振興課

市民活動支援課

（（３３））防防災災対対策策ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

災害時等の男女の

人権に配慮した対

応

○「出雲市地域防災計画」※において防

災・危機管理部局と男女共同参画部局

の役割を明確にし、災害発生時の避難

所運営等における男女のニーズに配慮

した対応に努めます。

○防災に関する政策・方針決定過程等に

おける女性の参画の拡大に努めます。

○災害時において人権に配慮した取組が

行われるよう、防災関係機関や地域に

向けた男女共同参画意識の啓発に努め

ます。

〇「災害対応力を強化する女性の視点～

男女共同参画の視点からの防災・復興

ガイドライン」（令和 年 月作成）の

周知・活用を徹底します。平常時から

防災・危機管理担当部局と男女共同参

画部局が連携しガイドラインの内容に

基づいた取り組みを進めます。

防災安全課

市民活動支援課

消防本部

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

男女共同参画の視点からの防災講座の実施回数 ７回 １０回

※出雲市地域防災計画

本市における災害対応・応急対策・復旧に関する内容を定めた計画。毎年度検討を加え、必要があると認めるときは

所要の修正を加えることとなっている。

（２）拠点施設機能の充実（２）拠点施設機能の充実

具体的な取組 取組の内容 担当部署
55 男女共同参画推進

拠点施設機能の充

実

○男女共同参画拠点施設においては、意識

啓発のための講座等の開催、展示、情報

発信を充実するとともに、関係団体の

ネットワークの構築、活動支援等を行い

ます。

〇事業を進めるために必要な情報収集に努

め、研修等の機会を通じ男女共同参画施

設職員の人材を育成します。

〇男女共同参画の視点からの地域の防災力

の推進拠点となるよう努めます。

市民活動支援課

56 コミュニティセン

ター機能の充実

○男女共同参画に関する情報提供、職員へ

の研修の実施等により、地域の男女共同

参画推進の拠点としての機能の充実を図

ります。

自治振興課

市民活動支援課

（３）防災対策における男女共同参画の推進（３）防災対策における男女共同参画の推進

具体的な取組 取組の内容 担当部署
57 災害時等の男女の

人権に配慮した対

応

○「出雲市地域防災計画」※において防災・

危機管理部局と男女共同参画部局の役割

を明確にし、災害発生時の避難所運営等

における男女のニーズに配慮した対応に

努めます。

○防災に関する政策・方針決定過程等にお

ける女性の参画の拡大に努めます。

○災害時において人権に配慮した取組が行

われるよう、防災関係機関や地域に向け

た男女共同参画意識の啓発に努めます。

〇「災害対応力を強化する女性の視点～男

女共同参画の視点からの防災・復興ガイ

ドライン」（令和 2年 5月作成）の周知・

活用を徹底します。平常時から防災・危

機管理担当部局と男女共同参画部局が連

携しガイドラインの内容に基づいた取り

組みを進めます。

防災安全課

市民活動支援課

消防本部

※数値目標

項目 現状（Ｒ２） 目標（Ｒ８）

男女共同参画の視点からの防災講座の実施回数 ７回 １０回
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（（１１））市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

職場、教育現場にお

ける推進体制の整備

○職場、教育現場における推進体制の整

備を促します。

市民活動支援課

産業政策課

保育幼稚園課

学校教育課

男女共同参画のネッ

トワークづくり

○地区、職場及び教育現場における推進

組織並びに男女共同参画関係市民団体

が連携し、男女共同参画のまちづくりを

総合的に推進します。

市民活動支援課

 
 
 
 
 
 

（（１１））国国、、県県及及びび関関係係機機関関ととのの連連携携

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国、県及び関係機関

との連携による推進

○男女共同参画に関する計画・施策につ

いて、国や県の計画等と連動した取組を

行います。

○講座等への講師派遣、各種情報交換、

ＤＶ被害者支援等、関係機関との積極的

な連携により、スムーズな事業運営を図

ります。

市民活動支援課

関係各課

基基本本課課題題ⅢⅢ－－２２ 市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

基基本本課課題題ⅢⅢ－－３３ 国国、、県県及及びび関関係係機機関関等等ととのの連連携携

 

45 

（（１１））市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

職場、教育現場にお

ける推進体制の整備

○職場、教育現場における推進体制の整

備を促します。

市民活動支援課

産業政策課

保育幼稚園課

学校教育課

男女共同参画のネッ

トワークづくり

○地区、職場及び教育現場における推進

組織並びに男女共同参画関係市民団体

が連携し、男女共同参画のまちづくりを

総合的に推進します。

市民活動支援課

 
 
 
 
 
 

（（１１））国国、、県県及及びび関関係係機機関関ととのの連連携携

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

国、県及び関係機関

との連携による推進

○男女共同参画に関する計画・施策につ

いて、国や県の計画等と連動した取組を

行います。

○講座等への講師派遣、各種情報交換、

ＤＶ被害者支援等、関係機関との積極的

な連携により、スムーズな事業運営を図

ります。

市民活動支援課

関係各課

基基本本課課題題ⅢⅢ－－２２ 市市民民ととのの連連携携体体制制のの整整備備

基基本本課課題題ⅢⅢ－－３３ 国国、、県県及及びび関関係係機機関関等等ととのの連連携携
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（（２２））拠拠点点施施設設機機能能のの充充実実

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

男女共同参画推進

拠点施設機能の充

実

○男女共同参画拠点施設においては、意識

啓発のための講座等の開催、展示、情報

発信を充実するとともに、関係団体のネ

ットワークの構築、活動支援等を行いま

す。

〇事業を進めるために必要な情報収集に

努め、研修等の機会を通じ男女共同参画

施設職員の人材を育成します。

〇男女共同参画の視点からの地域の防災

力の推進拠点となるよう努めます。

市民活動支援課

コミュニティセン

ター機能の充実

○男女共同参画に関する情報提供、職員へ

の研修の実施等により、地域の男女共同

参画推進の拠点としての機能の充実を

図ります。

自治振興課

市民活動支援課

（（３３））防防災災対対策策ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進

具具体体的的なな取取組組 取取組組のの内内容容 担担当当部部署署

災害時等の男女の

人権に配慮した対

応

○「出雲市地域防災計画」※において防

災・危機管理部局と男女共同参画部局

の役割を明確にし、災害発生時の避難

所運営等における男女のニーズに配慮

した対応に努めます。

○防災に関する政策・方針決定過程等に

おける女性の参画の拡大に努めます。

○災害時において人権に配慮した取組が

行われるよう、防災関係機関や地域に

向けた男女共同参画意識の啓発に努め

ます。

〇「災害対応力を強化する女性の視点～

男女共同参画の視点からの防災・復興

ガイドライン」（令和 年 月作成）の

周知・活用を徹底します。平常時から

防災・危機管理担当部局と男女共同参

画部局が連携しガイドラインの内容に

基づいた取り組みを進めます。

防災安全課

市民活動支援課

消防本部

※数値目標

項項目目 現現状状（（ＲＲ２２）） 目目標標（（ＲＲ８８））

男女共同参画の視点からの防災講座の実施回数 ７回 １０回

※出雲市地域防災計画

本市における災害対応・応急対策・復旧に関する内容を定めた計画。毎年度検討を加え、必要があると認めるときは

所要の修正を加えることとなっている。

（１）市民との連携体制の整備（１）市民との連携体制の整備

具体的な取組 取組の内容 担当部署
58 職場、教育現場に

おける推進体制の

整備

○職場、教育現場における推進体制の整備

を促します。

市民活動支援課

産業政策課

保育幼稚園課

学校教育課

59 男女共同参画のネッ

トワークづくり

○地区、職場及び教育現場における推進組

織並びに男女共同参画関係市民団体が連

携し、男女共同参画のまちづくりを総合

的に推進します。

市民活動支援課

（１）国、県及び関係機関との連携（１）国、県及び関係機関との連携

具体的な取組 取組の内容 担当部署
60 国、県及び関係機

関との連携による

推進

○男女共同参画に関する計画・施策につい

て、国や県の計画等と連動した取組を行

います。

○講座等への講師派遣、各種情報交換、　　

ＤＶ被害者支援等、関係機関との積極的

な連携により、スムーズな事業運営を図

ります。

市民活動支援課

関係各課

− 44 −



 

46 

第４章 計画の数値目標

基 本

目標

基本
課題

取組の
方向

具体的
取組 項 目 現状（ ） 目標（ ）

Ⅰ １ ⑴ １ 各種審議会等への女性の参画率 ３０．０％※ ４０％以上

１ 女性の参画がゼロの審議会等の数 ６※ ０

３ 市管理職に占める女性の割合 ２１．６％※ ３０％

２ ⑴ ５
家庭生活において男女が平等であると感

じている人の割合（市民意識調査）
３９．７％ ５０％

３ ⑴
地域社会において男女が平等であると感

じている人の割合（市民意識調査）
３８．７％ ５０％

地域における男女共同参画出前講座研

修会参加者数
３００人 ４００人

⑵ 自治協会役員への女性の参画率 ９．５％ １５％

女性消防団員数 ９人 ２０人

⑵
職場において男女が平等であると感じ

ている人の割合（市民意識調査）
３９．８％ ５０％

⑶
農業経営における家族経営協定の締結

数
６２協定 ６７協定

⑴
ワーク・ライフ・バランスの認知度

（市民意識調査）
６６．１％ ７０％

ワーク・ライフ・バランス研修実施事

業

所数（４年間）

１２事業所
（４年間）

２０事業所

女性が仕事を続けやすいと感じている

人の割合（市民意識調査）
３１．３％ ４０％

５ ⑴
教職員を対象とした男女共同参画に関

する研修実施の学校の割合（保・幼・

小・中）

９２．４％ １００％

Ⅱ １ ⑴
性別による役割分担意識に否定的な人

の割合 市民意識調査
７１．７％ ８０％

３ ⑴ ＤＶ防止研修会参加人数 ３５６人 ４００人

中学･高校デートＤＶ防止出前講座実施

回数
１１回 １２回

Ⅲ １ ⑴
市職員男女共同参画職場研修の実施率

（ 未実施）
８６．１％＊ １００％

男女共同参画の視点からの防災講座の

実施回数
７回 １０回

印は、令和元年度の実績

※印は、令和 年度の実績

注 ＤＶ防止研修会参加人数は、中学･高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数

基本
目標

基本
課題

取組の
方向

具体的
取組 項　目 現状（R2） 目標（R8）

Ⅰ

１ ⑴

１ 各種審議会等への女性の参画率 ３０．０％	※１ ４０％以上

１ 女性の参画がゼロの審議会等の数 ６	※１ ０

３ 市管理職に占める女性の割合 ２１．６％	※１ ３０％

２ ⑴ ５
家庭生活において男女が平等であると

感じている人の割合　　　（市民意識調査）
３９．７％ ５０％

３

⑴

12
地域社会において男女が平等であると

感じている人の割合　　　（市民意識調査）
３８．７％ ５０％

12
地域における男女共同参画出前講座研

修会参加者数
３００人 ４００人

⑵
14 自治協会役員への女性の参画率 ９．５％ １５％

15 女性消防団員数 ９人 ２０人

4-1

⑵ 18
職場において男女が平等であると感じ

ている人の割合　　　　　（市民意識調査）
３９．８％ ５０％

⑶ 19
農業経営における家族経営協定の締結

数
６２協定 ６７協定

4-2 ⑴

21
ワーク・ライフ・バランスの認知度

（市民意識調査）
６６．１％ ７０％

21
ワーク・ライフ・バランス研修実施事

業所数（４年間）
１２事業所 ２０事業所

21
女性が仕事を続けやすいと感じている

人の割合　　　　　　　　（市民意識調査）
３１．３％ ４０％

５ ⑴ 23

教職員を対象とした男女共同参画に関

する研修実施の学校の割合（保・幼・小・

中）

９２．４％	※３ １００％

Ⅱ

１ ⑴ 26
性別による役割分担意識に否定的な人

の割合　　　　　　　　　（市民意識調査）
７１．７％ ８０％

３ ⑴

42 ＤＶ防止研修会参加人数 ３５６人	※３ ４００人

42
中学 ･ 高校デートＤＶ防止出前講座実

施回数
１１回	※３ １２回

Ⅲ １ ⑴

54
市職員男女共同参画職場研修の実施率

（R2は新型コロナウイルス感染症拡大により未実施）
８６．１％	※２

※３
１００％

57
男女共同参画の視点からの防災講座の

実施回数
７回	※３ １０回

（※１）令和３年度の実績

（※２）令和元年度の実績

（※３）新型コロナウイルス感染症拡大により開催回数等に影響を受けた項目

（注）ＤＶ防止研修会参加人数は、中学 ･高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数
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第５章 計画の進行管理

 
この計画に定める事項について、毎年次、進捗状況を調査し、分析と評価を行います。 
また、その結果を公表するとともに、必要と認めるときは、目標値を含め、計画の変更、

その他必要な対策を実施することを基本とします（「ＰＤＣＡサイクル」）。 
 
 

 
 
 
 
◼ ＰＤＣＡサイクルのイメージ図

ＰＰｌｌａａｎｎ（（計計画画）） 各事業において、基本目標達成に向けた方策等を定める。

特にポイントとする項目については数値目標を設定す

る。

ＤＤｏｏ（（施施策策実実施施）） 計画の内容を踏まえて、各事業を実施する。

ＣＣｈｈｅｅｃｃｋｋ（（点点検検・・評評価価）） 毎年次、施策の実施状況や数値目標の達成状況を把握・分

析し、評価を行う。（年次報告書の作成）

ＡＡｃｃｔｔｉｉｏｏｎｎ（（見見直直しし、、改改善善）） 年次報告等の結果を踏まえ、計画及び数値目標の変更や、

事業の見直し等を行う。

PPllaann  
（（計計画画））  

CChheecckk  
（（点点検検・・評評価価））  

DDoo  
（（施施策策実実施施））  

AAccttiioonn  
（（見見直直しし・・改改善善））  
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第４章 計画の数値目標

基 本

目標

基本
課題

取組の
方向

具体的
取組 項 目 現状（ ） 目標（ ）

Ⅰ １ ⑴ １ 各種審議会等への女性の参画率 ３０．０％※ ４０％以上

１ 女性の参画がゼロの審議会等の数 ６※ ０

３ 市管理職に占める女性の割合 ２１．６％※ ３０％

２ ⑴ ５
家庭生活において男女が平等であると感

じている人の割合（市民意識調査）
３９．７％ ５０％

３ ⑴
地域社会において男女が平等であると感

じている人の割合（市民意識調査）
３８．７％ ５０％

地域における男女共同参画出前講座研

修会参加者数
３００人 ４００人

⑵ 自治協会役員への女性の参画率 ９．５％ １５％

女性消防団員数 ９人 ２０人

⑵
職場において男女が平等であると感じ

ている人の割合（市民意識調査）
３９．８％ ５０％

⑶
農業経営における家族経営協定の締結

数
６２協定 ６７協定

⑴
ワーク・ライフ・バランスの認知度

（市民意識調査）
６６．１％ ７０％

ワーク・ライフ・バランス研修実施事

業

所数（４年間）

１２事業所
（４年間）

２０事業所

女性が仕事を続けやすいと感じている

人の割合（市民意識調査）
３１．３％ ４０％

５ ⑴
教職員を対象とした男女共同参画に関

する研修実施の学校の割合（保・幼・

小・中）

９２．４％ １００％

Ⅱ １ ⑴
性別による役割分担意識に否定的な人

の割合 市民意識調査
７１．７％ ８０％

３ ⑴ ＤＶ防止研修会参加人数 ３５６人 ４００人

中学･高校デートＤＶ防止出前講座実施

回数
１１回 １２回

Ⅲ １ ⑴
市職員男女共同参画職場研修の実施率

（ 未実施）
８６．１％＊ １００％

男女共同参画の視点からの防災講座の

実施回数
７回 １０回

印は、令和元年度の実績

※印は、令和 年度の実績

注 ＤＶ防止研修会参加人数は、中学･高校でのデートＤＶ防止講座参加者数を除いた数

Plan
（計画）
市

Check
（点検・評価）
市・推進委員会

Do
（施策実施）

市

Action
（見直し・改善）
市・推進委員会

Ｐｌａｎ（計画）
各事業において、基本目標達成に向けた方策等を定める。

特にポイントとする項目については数値目標を設定する。

Ｄｏ（施策実施） 計画の内容を踏まえて、各事業を実施する。

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）
毎年次、施策の実施状況や数値目標の達成状況を把握・

分析し、評価を行う。（年次報告書の作成）

Ａｃｔｉｏｎ（見直し、改善）
年次報告等の結果を踏まえ、計画及び数値目標の変更や、

事業の見直し等を行う。
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第５次 男女共同参画のまちづくり行動計画 策定経過 

年 月 事務局

R2年度
第1回推
進本部
会議

計画改定に向けて
スケジュール
意識調査の説明
講演

男女共同参画市民意識調
査(～11/30）

男女共同参画市民意識調
査集計・分析

R2年度第2回推
進委員会
（3/5）

・意識調査結果説明
・諮問
・国計画の説明

男女共同参画市民意識調
査　報告

R3年度第1回推
進委員会
（6/21）

第5次行動計画、第4
次ＤＶ基本計画（素
案）について協議

・第5次行動計画、第4次
ＤＶ基本計画策定スケ
ジュールを議会に報告
・第5次行動計画、第4次
ＤＶ基本計画（素案）作
成

R3年度
第1回推
進本部
会議

・第5次行動計
画、第4次ＤＶ基
本計画の策定につ
いて

第１回まちづくり行動計画部
会（8/19)

第１回ＤＶ対策基本計画部会
（9/17)
第２回まちづくり行動計画部
会(9/28)

第２回ＤＶ対策基本計画部会
（相談支援体制の強化）
（10/4)
第３回ＤＶ対策基本計画部会
（若年層への啓発）（10/6)

R3年度第2回推
進委員会
（11/19）

第5次行動計画、第4
次ＤＶ基本計画（素
案）について協議

・第5次行動計画、第4次
ＤＶ基本計画（素案）を
議会へ報告（12/9）
・パブリックコメント
（12/10～1/10）

第5次行動計画、第4次Ｄ
Ｖ基本計画（案）作成

R3年度第３回
推進委員会
（1/26）

第5次行動計画、第4
次ＤＶ基本計画
（案）の協議し答申
案を作成

R3年度
第２回
推進本
部会議
（2/4）

第5次行動計画、
第4次ＤＶ基本計
画について説明

会長、副会長
により市長へ
答申(2/2)

第5次行動計画、第4次Ｄ
Ｖ基本計画３月議会へ報
告（3/8）

男女共同参画推進本部 部会 男女共同参画推進委員会

 

参考資料 １

年 月 男女共同参画推進本部 部会 男女共同参画推進委員会 事務局

R2

10

R2 年度第 1 回
推進本部会議
（10/9）

計画策定に向けてスケ
ジュール
意識調査の説明
講演

男女共同参画市民意識調査
（〜 11/30）

11

12
男女共同参画市民意識調査
集計 ・分析

R3

1

2
男女共同参画市民意識調査　
報告

3

R2 年 度 第 2
回推進委員会
（3/5）

・ 意識調査結果説明
・諮問
・国計画の説明

4

5

6

R3 年 度 第 1
回推進委員会
（6/21）

第 5 次行動計画、 第 4
次ＤＶ基本計画 （素案）
について協議

・第5次行動計画、第4次ＤＶ
基本計画策定スケジュール
を議会に報告

・第5次行動計画、第4次ＤＶ
基本計画（素案）作成

7

R3 年度第 1 回
推進本部会議
（7/2）

・第5次行動計画、第4
次ＤＶ基本計画の策
定について

8
第 1 回まちづくり行動計画部会
（8/19）

9

第 1 回ＤＶ対策基本計画部会
（9/17）
第 2 回まちづくり行動計画部会
（9/28）

10

第 2 回ＤＶ対策基本計画部会
（相談支援体制の強化） （10/4）
第 3 回ＤＶ対策基本計画部会
（若年層への啓発） （10/6）

11

R3 年 度 第 2
回推進委員会
（11/19）

第 5 次行動計画、 第 4
次ＤＶ基本計画 （素案）
について協議

12

・第5次行動計画、第4次ＤＶ
基本計画（素案）を議会へ
報告（12/9）

・パブリックコメント（12/10〜
1/10）

R4

1

第 5 次行動計画、 第 4 次Ｄ
Ｖ基本計画 （案） 作成

R3 年 度 第 3
回推進委員会
（1/26）

第 5 次行動計画、 第 4
次ＤＶ基本計画 （案）
の協議し答申案を作成

2

R3 年度第 2 回
推進本部会議
（2/4）

第 5 次行動計画、 第 4
次ＤＶ基本計画につい
て説明

会長、 副会長
により市長へ答
申 （2/2）

3

第 5 次行動計画、 第 4 次Ｄ
Ｖ基本計画 3 月議会へ報告
（3/9）
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全体 男性 女性
18～19歳
20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上
無回答

全体 男性 女性
出雲地域
平田地域
佐田地域
多伎地域
湖陵地域
大社地域
斐川地域
無回答

～ 歳
～ 歳

～ 歳

～

歳

～

歳

～

歳

歳以上

無回答

回答者の年齢層（全体）

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

無回答

出雲地域

平田地域

佐田地域

多伎地域

湖陵地域

大社地域

斐川地

域

無回答

回答者の居住地域（全体）

出雲地域

平田地域

佐田地域

多伎地域

湖陵地域

大社地域

斐川地域

無回答

男性

女性

その他 無回答

回答者の性別

男性

女性

その他

無回答

「「男男女女共共同同参参画画にに関関すするる市市民民意意識識調調査査（（令令和和３３年年２２月月実実施施））」」集集計計結結果果（（抜抜粋粋））

（（調調査査対対象象者者数数２２，，００００００人人、、回回答答者者数数１１，，００３３００人人、、回回答答率率５５１１．．５５％％））

 
（１）性別（単位：人） 

 
 
（２）年齢（単位：人） 

   
 
 
 
 
（３）地域（単位：人） 

 
 

参考資料 ２

合計 男性 女性 その他 無回答

回答者の性別（全体）

男性
460人

女性
568人

その他1人 無回答1人

回答者の年齢構成（全体）

無回答 1人 18～19歳 15人
20～29歳 88人

30～39歳
127人

40～49歳
171人

50～59歳
177人

60～69歳
215人

70歳以上
236人

回答者の居住地域（全体）

湖陵 23人
大社
77人

斐川
171人

出雲
568人

平田
148人

多伎 25人

佐田 16人

無回答 2人
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出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画ののままちちづづくくりり条条例例

平成 年出雲市条例第 号

改改正正 平成 年 月 日条例第 号平成 年 月 日条例第 号

平成 年 月 日条例第 号

目次

第 章 総則 第 条－第 条

第 章 阻害行為の制限 第 条・第 条

第 章 基本的施策 第 条－第 条

第 章 推進体制 第 条－第 条

第 章 雑則 第 条

附則

前文

我が国においては、日本国憲法において、法の下の平等を基本とする個人の尊厳と

男女平等を旨とする基本的人権の尊重がうたわれ、男女共同参画社会の実現に向けた

様々な試みが、国際社会の取組みとも連動しつつ、急速に進められてきた。

出雲市においても、こうした国際社会や国の動きとともに、男女共同参画の取組み

を積極的に進めてきたが、家事、育児及び介護における女性の負担は依然大きく、性

別によって役割を固定化する意識が存在し、女性の社会参画も十分には進んでいない

状況にある。

また、社会問題として対応が急がれている男女間の暴力等についても、市内の相談

件数は増加傾向にあり、その他関連する多くの課題が残されたままである。

さらに、家族形態の多様化や少子高齢化の進展など、地域社会を取巻く環境が急速

に変化している状況のなかで、真に心豊かで活力あるふるさと出雲を創っていくため

には、男女がお互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく、そ

れぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が従来以上に強く

求められるところである。

よって、出雲市は、男女共同参画のまちづくりを 世紀出雲の創造における基本

的な課題と位置付け、全市民が一体となった総合的な男女共同参画のまちづくりを目

指し、ここに「出雲市男女共同参画のまちづくり条例」を制定する。

第 章 総則

目的

第 条 この条例は、出雲市における男女共同参画のまちづくりに関し、基本理念を定

め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基

本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、真に

心豊かで活力のある出雲市を創造していくことを目的とする。

参考資料 ３
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市の責務

第 条 市は、男女共同参画の推進をまちづくりの基本政策と位置づけ、前条に定める

基本理念に則り、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するもの

とする。

市は、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとする。

市は、市民生活のあらゆる分野における活動について、男女共同参画のまちづくり

を推進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

市民の責務

第 条 市民は、基本理念に則り、家庭、地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆ

る分野において、男女共同参画によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるもの

とする。

事業者の責務

第 条 事業者は、基本理念に則り、事業活動を行うにあたって、男女共同参画による

まちづくりに関する施策に積極的に協力するとともに、働く男女が仕事と家庭生活を

両立させることができるよう職場環境の整備等に努めるものとする。

教育関係者の責務

第 条 学校教育等あらゆる教育関係者は、基本理念に則り、それぞれの教育の場にお

いて、男女共同参画のまちづくりの推進に積極的に配慮するよう努めるものとする。

第 章 阻害行為の制限

性別による権利侵害の禁止

第 条 何人も、男女共同参画によるまちづくりの推進を阻害する次に掲げる行為を行

ってはならない。

市民生活のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

市民生活のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他性別による人権侵害

情報に関する配慮

第 条 何人も、公衆に情報を提供するにあたっては、性別による固定的な役割分担若

しくは性的な暴力等を連想させ、又は助長させる表現その他人権を侵害する性的な表

現を行わないよう努めなければならない。

第 章 基本的施策

行動計画の策定

第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりの実現のため、総合的かつ具体的な施策

を取りまとめ、その施策を計画的に実施するための行動計画 以下「行動計画」とい

う。 を策定するものとする。

市長は、行動計画の策定にあたっては、市民、事業者及び教育関係者 以下「市民等」

という。 の意見が反映されるよう努めるものとする。

51 
 

定義

第 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、

地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女がそれぞれの適性に応じ、平等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

事業者 市内において、公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事

業を営む者をいう。

積極的改善措置 市民生活のあらゆる分野における活動に参画する機会について

の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれが一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。

セクシュアル・ハラスメント 市民生活のあらゆる場において他の者を不快にさ

せる性的な言動をいう。

ドメスティック・バイオレンス 配偶者 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にあるものを含む。 に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その

他心身に有害な影響を及ばすものをいう。

基本理念

第 条 男女共同参画のまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき推進されるものと

する。

男女の個人としての尊厳が重んぜられ、個人としての能力を発揮する機会が適正

に確保されるなど男女の人権がそれぞれ尊重されること。

男女が、性別による固定的な役割分担の意識を強制されることなく、それぞれ個

人として多様な生き方を選択することができるように配慮すること。

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策、事業者における方針など

様々な分野での企画、立案及び決定に、それぞれ能力・適性に応じて参画する機会が

確保されること。

男女が、家族及び社会における責任を共に担うことによって、家庭、地域、職場、

教育現場その他のあらゆる場における活動に、対等・平等な立場で参画し、責任を分

かち合うこと。

妊娠・出産などに関して男女が互いに理解を深め、性と生殖に関する健康と権利

が尊重されること。

男女間のあらゆる形態の暴力が根絶されること。

男女共同参画の推進が、国際社会の取組みと密接に関係していることを考慮し、

国際協調のもとに行われること。
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市の責務

第 条 市は、男女共同参画の推進をまちづくりの基本政策と位置づけ、前条に定める

基本理念に則り、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するもの

とする。

市は、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとする。

市は、市民生活のあらゆる分野における活動について、男女共同参画のまちづくり

を推進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

市民の責務

第 条 市民は、基本理念に則り、家庭、地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆ

る分野において、男女共同参画によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるもの

とする。

事業者の責務

第 条 事業者は、基本理念に則り、事業活動を行うにあたって、男女共同参画による

まちづくりに関する施策に積極的に協力するとともに、働く男女が仕事と家庭生活を

両立させることができるよう職場環境の整備等に努めるものとする。

教育関係者の責務

第 条 学校教育等あらゆる教育関係者は、基本理念に則り、それぞれの教育の場にお

いて、男女共同参画のまちづくりの推進に積極的に配慮するよう努めるものとする。

第 章 阻害行為の制限

性別による権利侵害の禁止

第 条 何人も、男女共同参画によるまちづくりの推進を阻害する次に掲げる行為を行

ってはならない。

市民生活のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

市民生活のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他性別による人権侵害

情報に関する配慮

第 条 何人も、公衆に情報を提供するにあたっては、性別による固定的な役割分担若

しくは性的な暴力等を連想させ、又は助長させる表現その他人権を侵害する性的な表

現を行わないよう努めなければならない。

第 章 基本的施策

行動計画の策定

第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりの実現のため、総合的かつ具体的な施策

を取りまとめ、その施策を計画的に実施するための行動計画 以下「行動計画」とい

う。 を策定するものとする。

市長は、行動計画の策定にあたっては、市民、事業者及び教育関係者 以下「市民等」

という。 の意見が反映されるよう努めるものとする。
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市の責務

第 条 市は、男女共同参画の推進をまちづくりの基本政策と位置づけ、前条に定める

基本理念に則り、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するもの

とする。

市は、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとする。

市は、市民生活のあらゆる分野における活動について、男女共同参画のまちづくり

を推進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

市民の責務

第 条 市民は、基本理念に則り、家庭、地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆ

る分野において、男女共同参画によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるもの

とする。

事業者の責務

第 条 事業者は、基本理念に則り、事業活動を行うにあたって、男女共同参画による

まちづくりに関する施策に積極的に協力するとともに、働く男女が仕事と家庭生活を

両立させることができるよう職場環境の整備等に努めるものとする。

教育関係者の責務

第 条 学校教育等あらゆる教育関係者は、基本理念に則り、それぞれの教育の場にお

いて、男女共同参画のまちづくりの推進に積極的に配慮するよう努めるものとする。

第 章 阻害行為の制限

性別による権利侵害の禁止

第 条 何人も、男女共同参画によるまちづくりの推進を阻害する次に掲げる行為を行

ってはならない。

市民生活のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

市民生活のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他性別による人権侵害

情報に関する配慮

第 条 何人も、公衆に情報を提供するにあたっては、性別による固定的な役割分担若

しくは性的な暴力等を連想させ、又は助長させる表現その他人権を侵害する性的な表

現を行わないよう努めなければならない。

第 章 基本的施策

行動計画の策定

第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりの実現のため、総合的かつ具体的な施策

を取りまとめ、その施策を計画的に実施するための行動計画 以下「行動計画」とい

う。 を策定するものとする。

市長は、行動計画の策定にあたっては、市民、事業者及び教育関係者 以下「市民等」

という。 の意見が反映されるよう努めるものとする。
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市の責務

第 条 市は、男女共同参画の推進をまちづくりの基本政策と位置づけ、前条に定める

基本理念に則り、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するもの

とする。

市は、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとする。

市は、市民生活のあらゆる分野における活動について、男女共同参画のまちづくり

を推進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

市民の責務

第 条 市民は、基本理念に則り、家庭、地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆ

る分野において、男女共同参画によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるもの

とする。

事業者の責務

第 条 事業者は、基本理念に則り、事業活動を行うにあたって、男女共同参画による

まちづくりに関する施策に積極的に協力するとともに、働く男女が仕事と家庭生活を

両立させることができるよう職場環境の整備等に努めるものとする。

教育関係者の責務

第 条 学校教育等あらゆる教育関係者は、基本理念に則り、それぞれの教育の場にお

いて、男女共同参画のまちづくりの推進に積極的に配慮するよう努めるものとする。

第 章 阻害行為の制限

性別による権利侵害の禁止

第 条 何人も、男女共同参画によるまちづくりの推進を阻害する次に掲げる行為を行

ってはならない。

市民生活のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

市民生活のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他性別による人権侵害

情報に関する配慮

第 条 何人も、公衆に情報を提供するにあたっては、性別による固定的な役割分担若

しくは性的な暴力等を連想させ、又は助長させる表現その他人権を侵害する性的な表

現を行わないよう努めなければならない。

第 章 基本的施策

行動計画の策定

第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりの実現のため、総合的かつ具体的な施策

を取りまとめ、その施策を計画的に実施するための行動計画 以下「行動計画」とい

う。 を策定するものとする。

市長は、行動計画の策定にあたっては、市民、事業者及び教育関係者 以下「市民等」

という。 の意見が反映されるよう努めるものとする。
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市の責務

第 条 市は、男女共同参画の推進をまちづくりの基本政策と位置づけ、前条に定める

基本理念に則り、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するもの

とする。

市は、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとする。

市は、市民生活のあらゆる分野における活動について、男女共同参画のまちづくり

を推進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

市民の責務

第 条 市民は、基本理念に則り、家庭、地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆ

る分野において、男女共同参画によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるもの

とする。

事業者の責務

第 条 事業者は、基本理念に則り、事業活動を行うにあたって、男女共同参画による

まちづくりに関する施策に積極的に協力するとともに、働く男女が仕事と家庭生活を

両立させることができるよう職場環境の整備等に努めるものとする。

教育関係者の責務

第 条 学校教育等あらゆる教育関係者は、基本理念に則り、それぞれの教育の場にお

いて、男女共同参画のまちづくりの推進に積極的に配慮するよう努めるものとする。

第 章 阻害行為の制限

性別による権利侵害の禁止

第 条 何人も、男女共同参画によるまちづくりの推進を阻害する次に掲げる行為を行

ってはならない。

市民生活のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

市民生活のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他性別による人権侵害

情報に関する配慮

第 条 何人も、公衆に情報を提供するにあたっては、性別による固定的な役割分担若

しくは性的な暴力等を連想させ、又は助長させる表現その他人権を侵害する性的な表

現を行わないよう努めなければならない。

第 章 基本的施策

行動計画の策定

第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりの実現のため、総合的かつ具体的な施策

を取りまとめ、その施策を計画的に実施するための行動計画 以下「行動計画」とい

う。 を策定するものとする。

市長は、行動計画の策定にあたっては、市民、事業者及び教育関係者 以下「市民等」

という。 の意見が反映されるよう努めるものとする。
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定義

第 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、

地域、職場、学校その他の市民生活のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女がそれぞれの適性に応じ、平等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

事業者 市内において、公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事

業を営む者をいう。

積極的改善措置 市民生活のあらゆる分野における活動に参画する機会について

の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれが一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。

セクシュアル・ハラスメント 市民生活のあらゆる場において他の者を不快にさ

せる性的な言動をいう。

ドメスティック・バイオレンス 配偶者 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にあるものを含む。 に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その

他心身に有害な影響を及ばすものをいう。

基本理念

第 条 男女共同参画のまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき推進されるものと

する。

男女の個人としての尊厳が重んぜられ、個人としての能力を発揮する機会が適正

に確保されるなど男女の人権がそれぞれ尊重されること。

男女が、性別による固定的な役割分担の意識を強制されることなく、それぞれ個

人として多様な生き方を選択することができるように配慮すること。

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策、事業者における方針など

様々な分野での企画、立案及び決定に、それぞれ能力・適性に応じて参画する機会が

確保されること。

男女が、家族及び社会における責任を共に担うことによって、家庭、地域、職場、

教育現場その他のあらゆる場における活動に、対等・平等な立場で参画し、責任を分

かち合うこと。

妊娠・出産などに関して男女が互いに理解を深め、性と生殖に関する健康と権利

が尊重されること。

男女間のあらゆる形態の暴力が根絶されること。

男女共同参画の推進が、国際社会の取組みと密接に関係していることを考慮し、

国際協調のもとに行われること。
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市長は、行動計画を策定したときは、議会に報告するとともに、広く市民等に周知

し、理解と協力を促すものとする。

実施状況の年次報告

第 条 市長は、毎年、施策の実施状況等を議会に報告するとともに、広く市民等に

周知するものとする。

啓発活動等

第 条 市は、基本理念に基づき、家庭、地域、職場、教育現場その他のあらゆる場

における制度や慣習の見直しの働きかけをはじめとする啓発活動を行うものとする。

家庭への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の

もとに、子育て、介護等の家庭生活及び就業その他の市民生活における活動に、対等

に参画できるよう必要な支援を行うものとする。

地域への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、地域の社会通念や慣習等の見直しに係る意識啓発

に対する支援その他の必要な支援を行うものとする。

職場への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、男女の仕事と家庭生活の両立など職場における積

極的な活動を促進するために、各種情報の提供など必要な支援を行うものとする。

教育現場への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、学校教育等あらゆる教育の場における人権意識の

向上と男女共同参画の取組みに必要な支援を行うものとする。

暴力等の防止及び被害者等への支援

第 条 市は、配偶者等からのドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハ

ラスメントを防止する施策を講じるとともに、これらの被害を受けた者等に対し、必

要な支援に努めるものとする。

相談への対応

第 条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画によるまちづくりの推

進を阻害する行為について、市民等から相談があった場合は、関係機関との連携のも

とに適切な措置を講じるよう努めるものとする。

拠点施設等の充実

第 条 市は、男女共同参画のまちづくりを推進するための啓発、研修、相談等あら

ゆる活動の拠点となる施設や関連施設の充実に努めるものとする。

苦情の処理等

第 条 市長は、市が実施する施策に関する男女共同参画についての市民及び事業者

からの苦情の申出に対し、適切に処理するよう努めるものとする。

第 章 推進体制

推進委員
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第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、出雲市男女共同参画推

進委員 以下「推進委員」という。 を置く。

推進委員は、男女共同参画のまちづくりに関し、意見・苦情等の情報収集及び啓発

活動を行うとともに、その活動に関し、市長に意見を述べるものとする。

推進委員は、 人以内とし、市長が委嘱する。

推進委員の任期は、 年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

男女いずれか一方の推進委員数は、委員総数の 分の 未満であってはならない。

推進委員会

第 条 市長は、前条の推進委員を構成員とする出雲市男女共同参画推進委員会 以下

「推進委員会」という。 を設置する。

推進委員会は、行動計画に関する事項その他男女共同参画のまちづくりに関し、市

長の諮問に応じ、調査及び審議し、市長に答申するものとする。

会長は、委員の互選によって定め、会務を総理し、推進委員会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

会議

第 条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

推進委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

推進委員会は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、会議に参画させること

ができる。

庶務

第 条 推進委員会の庶務は、市民文化部市民活動支援課において処理する。

第 章 雑則

委任

第 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。 
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市長は、行動計画を策定したときは、議会に報告するとともに、広く市民等に周知

し、理解と協力を促すものとする。

実施状況の年次報告

第 条 市長は、毎年、施策の実施状況等を議会に報告するとともに、広く市民等に

周知するものとする。

啓発活動等

第 条 市は、基本理念に基づき、家庭、地域、職場、教育現場その他のあらゆる場

における制度や慣習の見直しの働きかけをはじめとする啓発活動を行うものとする。

家庭への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の

もとに、子育て、介護等の家庭生活及び就業その他の市民生活における活動に、対等

に参画できるよう必要な支援を行うものとする。

地域への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、地域の社会通念や慣習等の見直しに係る意識啓発

に対する支援その他の必要な支援を行うものとする。

職場への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、男女の仕事と家庭生活の両立など職場における積

極的な活動を促進するために、各種情報の提供など必要な支援を行うものとする。

教育現場への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、学校教育等あらゆる教育の場における人権意識の

向上と男女共同参画の取組みに必要な支援を行うものとする。

暴力等の防止及び被害者等への支援

第 条 市は、配偶者等からのドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハ

ラスメントを防止する施策を講じるとともに、これらの被害を受けた者等に対し、必

要な支援に努めるものとする。

相談への対応

第 条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画によるまちづくりの推

進を阻害する行為について、市民等から相談があった場合は、関係機関との連携のも

とに適切な措置を講じるよう努めるものとする。

拠点施設等の充実

第 条 市は、男女共同参画のまちづくりを推進するための啓発、研修、相談等あら

ゆる活動の拠点となる施設や関連施設の充実に努めるものとする。

苦情の処理等

第 条 市長は、市が実施する施策に関する男女共同参画についての市民及び事業者

からの苦情の申出に対し、適切に処理するよう努めるものとする。

第 章 推進体制

推進委員
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市長は、行動計画を策定したときは、議会に報告するとともに、広く市民等に周知

し、理解と協力を促すものとする。

実施状況の年次報告

第 条 市長は、毎年、施策の実施状況等を議会に報告するとともに、広く市民等に

周知するものとする。

啓発活動等

第 条 市は、基本理念に基づき、家庭、地域、職場、教育現場その他のあらゆる場

における制度や慣習の見直しの働きかけをはじめとする啓発活動を行うものとする。

家庭への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の

もとに、子育て、介護等の家庭生活及び就業その他の市民生活における活動に、対等

に参画できるよう必要な支援を行うものとする。

地域への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、地域の社会通念や慣習等の見直しに係る意識啓発

に対する支援その他の必要な支援を行うものとする。

職場への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、男女の仕事と家庭生活の両立など職場における積

極的な活動を促進するために、各種情報の提供など必要な支援を行うものとする。

教育現場への支援

第 条 市は、基本理念に基づき、学校教育等あらゆる教育の場における人権意識の

向上と男女共同参画の取組みに必要な支援を行うものとする。

暴力等の防止及び被害者等への支援

第 条 市は、配偶者等からのドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハ

ラスメントを防止する施策を講じるとともに、これらの被害を受けた者等に対し、必

要な支援に努めるものとする。

相談への対応

第 条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画によるまちづくりの推

進を阻害する行為について、市民等から相談があった場合は、関係機関との連携のも

とに適切な措置を講じるよう努めるものとする。

拠点施設等の充実

第 条 市は、男女共同参画のまちづくりを推進するための啓発、研修、相談等あら

ゆる活動の拠点となる施設や関連施設の充実に努めるものとする。

苦情の処理等

第 条 市長は、市が実施する施策に関する男女共同参画についての市民及び事業者

からの苦情の申出に対し、適切に処理するよう努めるものとする。

第 章 推進体制

推進委員
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第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、出雲市男女共同参画推

進委員 以下「推進委員」という。 を置く。

推進委員は、男女共同参画のまちづくりに関し、意見・苦情等の情報収集及び啓発

活動を行うとともに、その活動に関し、市長に意見を述べるものとする。

推進委員は、 人以内とし、市長が委嘱する。

推進委員の任期は、 年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

男女いずれか一方の推進委員数は、委員総数の 分の 未満であってはならない。

推進委員会

第 条 市長は、前条の推進委員を構成員とする出雲市男女共同参画推進委員会 以下

「推進委員会」という。 を設置する。

推進委員会は、行動計画に関する事項その他男女共同参画のまちづくりに関し、市

長の諮問に応じ、調査及び審議し、市長に答申するものとする。

会長は、委員の互選によって定め、会務を総理し、推進委員会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

会議

第 条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

推進委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

推進委員会は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、会議に参画させること

ができる。

庶務

第 条 推進委員会の庶務は、市民文化部市民活動支援課において処理する。

第 章 雑則

委任

第 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。 

54 
 

第 条 市長は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、出雲市男女共同参画推

進委員 以下「推進委員」という。 を置く。

推進委員は、男女共同参画のまちづくりに関し、意見・苦情等の情報収集及び啓発

活動を行うとともに、その活動に関し、市長に意見を述べるものとする。

推進委員は、 人以内とし、市長が委嘱する。

推進委員の任期は、 年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

男女いずれか一方の推進委員数は、委員総数の 分の 未満であってはならない。

推進委員会

第 条 市長は、前条の推進委員を構成員とする出雲市男女共同参画推進委員会 以下

「推進委員会」という。 を設置する。

推進委員会は、行動計画に関する事項その他男女共同参画のまちづくりに関し、市

長の諮問に応じ、調査及び審議し、市長に答申するものとする。

会長は、委員の互選によって定め、会務を総理し、推進委員会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

会議

第 条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

推進委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

推進委員会は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、会議に参画させること

ができる。

庶務

第 条 推進委員会の庶務は、市民文化部市民活動支援課において処理する。

第 章 雑則

委任

第 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。 
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出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画推推進進本本部部設設置置規規程程

平成 年出雲市訓令第 号

改改正正 平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 令和 年 月 日訓令第 号

設置

第 条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進

を図るため、出雲市男女共同参画推進本部 以下「本部」という。 を置く。

構成

第 条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、本部長は、必要が

あると認めるときは、構成員を追加することができる。

本部長 市長

副本部長 副市長、教育長及び上下水道事業管理者

本部員 出雲市行政組織条例 平成 年出雲市条例第 号 第 条に規

定する部長、副教育長、消防本部消防長、上下水道部長、市立総合医療セ

ンター事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び行政センター所長

所掌事務

第 条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

基本施策の推進に関すること。

行動計画案及び同改正案の策定に関すること。

部相互の間又は部若しくは行政委員会等の間において、特に連絡調整又

は協議検討を必要とする事項

前各号に定めるもののほか、本部長が必要と認める事項

会議

第 条 本部の会議 以下「会議」という。 は、随時開催することとする。

会議は、本部長が招集する。

副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を副市

長が代理する。

本部長は、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を会議に出席

させ、意見を述べさせることができる。

副本部長及び本部員は、会議に付議すべき事案のうち、急を要するものがあ

るときは、会議の開催を要求することができる。

部会

第 条 本部は、特定の事項を調査、検討するため、必要があるときは、部会

を置くことができる。

部会の名称及び部会に属すべき部会員は、本部長が別に定める。

部会に部会長を置き、部会長は部会に属する部会員のうちから本部長が指名

する。

参考資料 ４

55 
 

出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画推推進進本本部部設設置置規規程程

平成 年出雲市訓令第 号

改改正正 平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 令和 年 月 日訓令第 号

設置

第 条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進

を図るため、出雲市男女共同参画推進本部 以下「本部」という。 を置く。

構成

第 条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、本部長は、必要が

あると認めるときは、構成員を追加することができる。

本部長 市長

副本部長 副市長、教育長及び上下水道事業管理者

本部員 出雲市行政組織条例 平成 年出雲市条例第 号 第 条に規

定する部長、副教育長、消防本部消防長、上下水道部長、市立総合医療セ

ンター事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び行政センター所長

所掌事務

第 条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

基本施策の推進に関すること。

行動計画案及び同改正案の策定に関すること。

部相互の間又は部若しくは行政委員会等の間において、特に連絡調整又

は協議検討を必要とする事項

前各号に定めるもののほか、本部長が必要と認める事項

会議

第 条 本部の会議 以下「会議」という。 は、随時開催することとする。

会議は、本部長が招集する。

副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を副市

長が代理する。

本部長は、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を会議に出席

させ、意見を述べさせることができる。

副本部長及び本部員は、会議に付議すべき事案のうち、急を要するものがあ

るときは、会議の開催を要求することができる。

部会

第 条 本部は、特定の事項を調査、検討するため、必要があるときは、部会

を置くことができる。

部会の名称及び部会に属すべき部会員は、本部長が別に定める。

部会に部会長を置き、部会長は部会に属する部会員のうちから本部長が指名

する。

参考資料 ４
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部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査、検討した結果を本部長

に報告しなければならない。

部会は、調査、検討の終了とともに解散するものとする。

幹事

第 条 本部に幹事長及び幹事を置く。

幹事長は、市民活動支援課長を、幹事は、市民活動支援課員をもって充てる。

幹事長及び幹事は、本部長の命を受け常に会議に出席して、会議の事務を整

理し、かつ、意見を述べることができる。

庶務

第 条 会議の庶務は、市民文化部市民活動支援課において処理する。

その他

第 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則 令和 年 月 日訓令第 号
 

この規程は、令和 年 月 日から施行する。
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出出雲雲市市男男女女共共同同参参画画推推進進本本部部設設置置規規程程

平成 年出雲市訓令第 号

改改正正 平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 平成 年 月 日訓令第 号

平成 年 月 日訓令第 号 令和 年 月 日訓令第 号

設置

第 条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進

を図るため、出雲市男女共同参画推進本部 以下「本部」という。 を置く。

構成

第 条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、本部長は、必要が

あると認めるときは、構成員を追加することができる。

本部長 市長

副本部長 副市長、教育長及び上下水道事業管理者

本部員 出雲市行政組織条例 平成 年出雲市条例第 号 第 条に規

定する部長、副教育長、消防本部消防長、上下水道部長、市立総合医療セ

ンター事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び行政センター所長

所掌事務

第 条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

基本施策の推進に関すること。

行動計画案及び同改正案の策定に関すること。

部相互の間又は部若しくは行政委員会等の間において、特に連絡調整又

は協議検討を必要とする事項

前各号に定めるもののほか、本部長が必要と認める事項

会議

第 条 本部の会議 以下「会議」という。 は、随時開催することとする。

会議は、本部長が招集する。

副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を副市

長が代理する。

本部長は、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を会議に出席

させ、意見を述べさせることができる。

副本部長及び本部員は、会議に付議すべき事案のうち、急を要するものがあ

るときは、会議の開催を要求することができる。

部会

第 条 本部は、特定の事項を調査、検討するため、必要があるときは、部会

を置くことができる。

部会の名称及び部会に属すべき部会員は、本部長が別に定める。

部会に部会長を置き、部会長は部会に属する部会員のうちから本部長が指名

する。

参考資料 ４
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年年 行行政政のの動動きき 年年 市市民民のの動動きき

･平田市ふれんどりーハウス（働く婦人の家）設置

･出雲市働く婦人の家設置

･多伎町婦人研修館設置

･湖陵町女性模擬議会開催

･大社町輝く女性 人委員会設置

･出雲市女性センター設置

･第 回出雲市青年男女のための共同参画セミナー実施

･大社町における女性の生活実態に関する意識調査実施

･大社町輝く女性 人委員会提言書提出

･出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会設置

･大社町男女共同参画計画 策定

･大社町男女共同参画推進計画推進懇話会設置

･出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会意見書提出

･男女共同参画による出雲市まちづくり条例制定

･男女共同参画による出雲市まちづくり条例施行規則制定

･出雲市男女共同参画推進本部設置規程制定

･男女共同参画による出雲市まちづくり行動計画策定

･男女共同参画計画の策定に係る市民意識調査（平田市）

･男女共同参画に関する市民意識調査（出雲市）

･平田市男女共同参画推進本部会議設置

･男女共同参画計画策定委員会設置（平田市）

･平田市男女共同参画計画検討委員会設置

･平田市男女共同参画計画 策定

･平田市男女共同参画基本条例 制定・施行

･多伎女性の会結成

･出雲女性フォーラム結成

･たいしゃ女性ネットワーク結成

･湖陵まちづくり女性の会結成

･出雲女性フォーラム「女性のくらしと意識に

関するアンケート結果報告書」作成

･ひらたネットステーション結成

･大社「ひょっとこ一座」結成

･多伎町男女共同参画推進実行委員会結成

年年度度 行行政政のの動動きき 年年 市市民民のの動動きき

･出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会設置

･出雲市男女共同参画のまちづくりについて答申（男

女共同参画のまちづくり懇話会）

･出雲市男女共同参画のまちづくり条例制定（ ）

･出雲市男女共同参画都市宣言議決（ ）

･出雲市男女共同参画推進本部設置

･出雲市男女共同参画推進委員会設置

･男女共同参画宣言都市記念式典開催（ ）

･出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画につい

て答申（男女共同参画推進委員会）

･出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定

（ ）

･入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進

状況調査」の実施

･出雲市男女共同参画ネットワーク会議開催

･出雲市女性センターを出雲市男女共同参画センタ

ーに改称、センター内へ出雲市男女共同参画室新設

･出雲市女性相談センターの新設

･平成 年度全国男女共同参画宣言都市サミットが

出雲市で開催内定

･入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進

状況調査」の実施

･全国男女共同参画宣言都市サミット いずも開催

･出雲市ＤＶ対策基本計画策定 ３月

･ＤＶワンストップ相談窓口の設置 ４月

･第２次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画

･出雲市男女共同参画のまちづくり実行

委員会発足（ ）

･出雲市男女共同参画フェスタ開催

（ ）

･出雲市男女共同参画のまちづくり実行

委員会が｢男女共同参画都市宣言｣を提案

（ ）

･上記実行委員会が「男女共同参画宣言都

市記念式典」を国・市と共同開催（ ）

･上記実行委員会が「 男女共同参画

フェスタ」開催

･上記実行委員会が男女共同参画一行詩

の募集

･全国男女共同参画宣言都市サミット

いずも実行委員会準備会発足

･準備会のメンバーで全国男女共同参画

宣言都市サミット おおつ視察 ．

･出雲市男女共同参画フェスタ開催

･全国男女共同参画宣言都市サミット

いずも実行委員会設立

全国男女共同参画宣言都市サミット

いずも開催

･出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、家庭・地域・職場・教育

月月 日日 旧旧 市市 町町合合併併、、新新出出雲雲市市誕誕生生 

出雲市の主な動き
参考資料 ５

年 行政の動き 年 市民の動き
1982(S57) ・	平田市ふれんどりーハウス（働く婦人の家）設置 1985(S60) ・	多伎女性の会結成

1986(S61) ・	出雲市働く婦人の家設置 1992(H4) ・	出雲女性フォーラム結成

1995(H7) ・	多伎町婦人研修館設置 1995(H7) ・	たいしゃ女性ネットワーク結成

1996(H8) ・	湖陵町女性模擬議会開催

・	大社町輝く女性20人委員会設置

・	出雲市女性センター設置

・	第1回出雲市青年男女のための共同参画セミナー実施

1997(H9) ・	大社町における女性の生活実態に関する意識調査実施

・	大社町輝く女性20人委員会提言書提出

1997(H9) ・	湖陵まちづくり女性の会結成

・	出雲女性フォーラム「女性のくらしと意

識に関するアンケート結果報告書」作成

1998(H10) ・	出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会設置 1998(H10) ・	ひらたネットステーション結成

1999(H11) ・	大社町男女共同参画計画　策定

・	大社町男女共同参画推進計画推進懇話会設置

2000(H12) ・	出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会意見書提出

・	男女共同参画による出雲市まちづくり条例制定

・	男女共同参画による出雲市まちづくり条例施行規則制定

・	出雲市男女共同参画推進本部設置規程制定

・	男女共同参画による出雲市まちづくり行動計画策定

2000(H12) ・	大社「ひょっとこ一座」結成

2002(H14) ・	男女共同参画計画の策定に係る市民意識調査（平田市）

・	男女共同参画に関する市民意識調査（出雲市）

・	平田市男女共同参画推進本部会議設置

・	男女共同参画計画策定委員会設置（平田市）

・	平田市男女共同参画計画検討委員会設置

2003(H15) ・	平田市男女共同参画計画　策定

・	平田市男女共同参画基本条例　制定・施行

2003(H15) ・	多伎町男女共同参画推進実行委員会結成

2005(H17) ・3/22 旧2市4町合併、新出雲市誕生

・	出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会設置

・	出雲市男女共同参画のまちづくりについて答申（男女共同

参画のまちづくり懇話会）

・	出雲市男女共同参画のまちづくり条例制定（12/16）

・	出雲市男女共同参画都市宣言議決（12/16）

・	出雲市男女共同参画推進本部設置

・	出雲市男女共同参画推進委員会設置

・	男女共同参画宣言都市記念式典開催（3/4）

・	出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画について答申

（男女共同参画推進委員会）

・	出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定（3/31）

・	出雲市男女共同参画のまちづくり実行委

員会発足（8/20）

・	出雲市男女共同参画フェスタ開催

（10/16）

・	出雲市男女共同参画のまちづくり実行委

員会が｢男女共同参画都市宣言｣を提案

（11/25）

・	上記実行委員会が「男女共同参画宣言

都市記念式典」を国・市と共同開催

（3/4）

2006(H18) ・	入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進状況調

査」の実施

・	出雲市男女共同参画ネットワーク会議開催(3/11)

2006(H18) ・	上記実行委員会が「2006男女共同参画

フェスタ」開催(6/4)

・	上記実行委員会が男女共同参画一行詩の

募集

2007(H19) ・	出雲市女性センターを出雲市男女共同参画センターに改

称、センター内へ出雲市男女共同参画室新設(4/1)

・	出雲市女性相談センターの新設

・	平成20年度全国男女共同参画宣言都市サミットが出雲市で

開催内定(7/20)

・	入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進状況調

査」の実施

2007(H19) ・	全国男女共同参画宣言都市サミットinい

ずも実行委員会準備会発足(10/11)

・	準備会のメンバーで全国男女共同参画

宣言都市サミットinおおつ視察(11/2、

11/3)

・	出雲市男女共同参画フェスタ開催(2/24)

・	全国男女共同参画宣言都市サミットinい

ずも実行委員会設立(3/26)

2008(H20) ・	全国男女共同参画宣言都市サミットinいずも開催(11/7、

11/8)

・	出雲市ＤＶ対策基本計画策定(３月)

2008(H20) ・	全国男女共同参画宣言都市サミットinい

ずも開催(11/7、11/8)

2009(H21) ・	ＤＶワンストップ相談窓口の設置(４月)

・	第２次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定(３

月)

2009(H21) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、家庭・地域・職場・教育

現場における地域課題に視点をあてた取

組を実施(H21.10～)

出雲市の主な動き

− 56 −
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策定 ３月

・出雲市男女共同参画推進委員会が第２次行動計画

の具体的取組検討 ～

･入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進

状況調査」の実施

・出雲市男女共同参画推進委員会が第２次行動計画

の具体的取組を提言

･第２次出雲市ＤＶ対策基本計画策定

・第３次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画

策定（３月）

・出雲市男女共同参画推進委員会が、男女共同参画

の視点からの防災（復興）対策の推進について提言

（２月）

・出雲市男女共同参画推進委員会が、第４次行動計画

の策定を見据えた具体的取組の提言について検討開

始

・出雲市男女共同参画推進委員会が、仕事と生活の

調和の推進及び男女間の暴力の防止と被害者への支

援について提言（１月）

・第４次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画

策定（３月）

･第３次出雲市ＤＶ対策基本計画策定

・「職場における男女共同参画」についての取組

・「家庭における男女共同参画」についての取組

・「地域における男女共同参画」についての取組

・出雲市男女共同参画推進委員会が、労働の場にお

ける多様な働き方に対する支援及び政策・方針決定

過程における女性の参画の推進について提言（２月）

・「職場における男女共同参画」についての取組

・「男女共同参画市民意識調査」を実施

・出雲市男女共同参画推進委員会に対し市長から第

次男女共同参画のまちづくり行動計画について諮問

・「職場における男女共同参画」についての取組

・出雲市男女共同参画推進委員会から市長に対し第

次男女共同参画のまちづくり行動計画について答申

・第５次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画

策定（３月）

･第４次出雲市ＤＶ対策基本計画策定（３月）

現場における地域課題に視点をあてた取

組を実施 ～

･出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議の部会が、おもいやり防災部

会、ワーク・ライフ・バランス部会・赤

ちゃん登校日部会の３部会となり、より

具体的な取組を実施

･出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、大介護時代の到来を見据

え仕事と介護の両立に向けたセミナーを

実施

・出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、「介護離職対策」の講演会

を開催

・出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、「働き方改革」をテーマと

したワークショップを実施

・出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議と共催で、「パパフェス」を開

催

・出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議と共催で、「自分らしく楽しく

働くための つながる交流会＆ワールド

カフェ」を計画⇒新型コロナウイルス感

染拡大の影響により中止

・出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が会議設立 周年記念誌を

発行

・出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議と共催で、防災セミナー「Ｉ

ＺＵＭＯ沈没！？～アナタにできること

～」を計画⇒新型コロナウイルス感染拡

大の影響により中止。

月月 日日 斐斐川川町町ととのの合合併併 
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年年 行行政政のの動動きき 年年 市市民民のの動動きき

･平田市ふれんどりーハウス（働く婦人の家）設置

･出雲市働く婦人の家設置

･多伎町婦人研修館設置

･湖陵町女性模擬議会開催

･大社町輝く女性 人委員会設置

･出雲市女性センター設置

･第 回出雲市青年男女のための共同参画セミナー実施

･大社町における女性の生活実態に関する意識調査実施

･大社町輝く女性 人委員会提言書提出

･出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会設置

･大社町男女共同参画計画 策定

･大社町男女共同参画推進計画推進懇話会設置

･出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会意見書提出

･男女共同参画による出雲市まちづくり条例制定

･男女共同参画による出雲市まちづくり条例施行規則制定

･出雲市男女共同参画推進本部設置規程制定

･男女共同参画による出雲市まちづくり行動計画策定

･男女共同参画計画の策定に係る市民意識調査（平田市）

･男女共同参画に関する市民意識調査（出雲市）

･平田市男女共同参画推進本部会議設置

･男女共同参画計画策定委員会設置（平田市）

･平田市男女共同参画計画検討委員会設置

･平田市男女共同参画計画 策定

･平田市男女共同参画基本条例 制定・施行

･多伎女性の会結成

･出雲女性フォーラム結成

･たいしゃ女性ネットワーク結成

･湖陵まちづくり女性の会結成

･出雲女性フォーラム「女性のくらしと意識に

関するアンケート結果報告書」作成

･ひらたネットステーション結成

･大社「ひょっとこ一座」結成

･多伎町男女共同参画推進実行委員会結成

年年度度 行行政政のの動動きき 年年 市市民民のの動動きき

･出雲市男女共同参画のまちづくり懇話会設置

･出雲市男女共同参画のまちづくりについて答申（男

女共同参画のまちづくり懇話会）

･出雲市男女共同参画のまちづくり条例制定（ ）

･出雲市男女共同参画都市宣言議決（ ）

･出雲市男女共同参画推進本部設置

･出雲市男女共同参画推進委員会設置

･男女共同参画宣言都市記念式典開催（ ）

･出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画につい

て答申（男女共同参画推進委員会）

･出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定

（ ）

･入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進

状況調査」の実施

･出雲市男女共同参画ネットワーク会議開催

･出雲市女性センターを出雲市男女共同参画センタ

ーに改称、センター内へ出雲市男女共同参画室新設

･出雲市女性相談センターの新設

･平成 年度全国男女共同参画宣言都市サミットが

出雲市で開催内定

･入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進

状況調査」の実施

･全国男女共同参画宣言都市サミット いずも開催

･出雲市ＤＶ対策基本計画策定 ３月

･ＤＶワンストップ相談窓口の設置 ４月

･第２次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画

･出雲市男女共同参画のまちづくり実行

委員会発足（ ）

･出雲市男女共同参画フェスタ開催

（ ）

･出雲市男女共同参画のまちづくり実行

委員会が｢男女共同参画都市宣言｣を提案

（ ）

･上記実行委員会が「男女共同参画宣言都

市記念式典」を国・市と共同開催（ ）

･上記実行委員会が「 男女共同参画

フェスタ」開催

･上記実行委員会が男女共同参画一行詩

の募集

･全国男女共同参画宣言都市サミット

いずも実行委員会準備会発足

･準備会のメンバーで全国男女共同参画

宣言都市サミット おおつ視察 ．

･出雲市男女共同参画フェスタ開催

･全国男女共同参画宣言都市サミット

いずも実行委員会設立

全国男女共同参画宣言都市サミット

いずも開催

･出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、家庭・地域・職場・教育

月月 日日 旧旧 市市 町町合合併併、、新新出出雲雲市市誕誕生生 

出雲市の主な動き
参考資料 ５

2010(H22) ・	出雲市男女共同参画推進委員会が第２次行動計画の具体的

取組検討(H22.8～H23.9)

・	入札参加者資格審査申請に伴う「男女共同参画推進状況調

査」の実施

2011(H23) ・10/1　斐川町との合併

・	出雲市男女共同参画推進委員会が第２次行動計画の具体的

取組を提言

・	第２次出雲市ＤＶ対策基本計画策定

2012(H24) ・	第３次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定（３

月）

2013(H25) ・	出雲市男女共同参画推進委員会が、男女共同参画の視点か

らの防災（復興）対策の推進について提言（２月）

2013(H25)	 ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議の部会が、おもいやり防災部

会、ワーク・ライフ・バランス部会、赤

ちゃん登校日部会の３部会となり、より

具体的な取組を実施

2014(H26) ・	出雲市男女共同参画推進委員会が、第４次行動計画の策定

を見据えた具体的取組の提言について検討開始

	

2015(H27) ・	出雲市男女共同参画推進委員会が、仕事と生活の調和の推

進及び男女間の暴力の防止と被害者への支援について提言

（１月）

2015(H27) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、大介護時代の到来を見据

え仕事と介護の両立に向けたセミナーを

実施

2016(H28) ・	第４次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定（３

月）

・	第３次出雲市ＤＶ対策基本計画策定

2016(H28) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、「介護離職対策」の講演

会を開催

2017(H29) ・	「職場における男女共同参画」についての取組 2017(H29) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、「働き方改革」をテーマ

としたワークショップを実施

2018(H30) ・	「家庭における男女共同参画」についての取組 2018(H30) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議と共催で、「パパフェス」を

開催

2019(R1) ・	「地域における男女共同参画」についての取組

・	出雲市男女共同参画推進委員会が、労働の場における多様

な働き方に対する支援及び政策・方針決定過程における女

性の参画の推進について提言（２月）

2019(R1) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議と共催で、「自分らしく楽し

く働くための	つながる交流会＆ワールド

カフェ」を計画（新型コロナウイルス感

染拡大の影響により中止）。

2020(R2) ・	「職場における男女共同参画」についての取組

・	「男女共同参画市民意識調査」を実施

・	出雲市男女共同参画推進委員会に対し市長から第5次男女共

同参画のまちづくり行動計画について諮問

2020(R2) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議が、会議設立15周年記念誌を

発行

2021(R3) ・	「職場における男女共同参画」についての取組

・	出雲市男女共同参画推進委員会から市長に対し第5次男女共

同参画のまちづくり行動計画について答申

・	第５次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画策定（２月）

・	第４次出雲市ＤＶ対策基本計画策定（２月）

2021(R3) ・	出雲市男女共同参画まちづくりネット

ワーク会議と共催で、防災セミナー「Ｉ

ＺＵＭＯ沈没！？～アナタにできること

～」を計画（新型コロナウイルス感染拡

大の影響により中止）。
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参参考考資資料料　　６６

№ 分　野 所属団体・活動等 　氏　名 備考

家庭生活 / 子育て 島根県中小企業家同友会女性部 神神田田  栄栄里里子子

地域（コミセン）
(R2年度）伊波野コミュニティセンター
(R3年度）直江コミュニティセンター

永永井井　　泰泰
武武部部　　純純実実

地域活動
特定非営利活動法人出雲フィンランド協会
/主任児童委員

河河上上　　史史子子

雇用主
出雲市男女共同参画まちづくりネットワー
ク会議 / 株式会社 エヌサイン

西西森森　　晃晃

雇用主 有限会社 坂根屋 坂坂根根  壮壮一一郎郎 副会長

雇用主
特定非営利活動法人コミュニティサポート
いずも

渡渡部部　　直直樹樹

労働者
連合島根出雲・雲南地域協議会出雲地区会
議 / 浅尾繊維工業労働組合

松松尾尾  由由美美子子

農業 島根県農業協同組合 / 島根県指導農業士 藤藤江江  美美由由紀紀

産業保健 島根県立大学 看護栄養学部看護学科 落落合合  ののりり子子 会長

学校現場 小中学校長会 / 稗原小学校 松松岡岡　　祐祐子子

出雲市男女共同参画推進委員会名簿

敬称略　順不同

出出雲雲市市男男女女

【根拠法令及び任期】
＊推進委員；出雲市男女共同参画のまちづくり条例第21条に基づく
＊推進委員任期；令和２年（２０２０）４月１日～令和４年（２０２２）３月３１日

５５９９

（コミュニティセンター）
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